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１ 基本方針

秩父多摩国立公園は，昭和２５年７月１０日に区域指定され，昭和３０年３月３０日に特別地域の指

定及び主な利用計画が決定された。その後，保護計画の一部変更等が行われたものの，未だに特別地域

での地種区分の大半は未定のままである。また，公園区域が不明確になっている等，現実の公園管理に

支障が生じている。さらに，この間，道路改良等により到達性が改善されたため首都圏からの利用が増

大しているが，利用計画においてもニーズに適切に対応しきれない状態となっている。

このような状況を踏まえ，公園計画の全般的な見直し（再検討）を行い，適切な保護及び利用を図る

ものである。

（１）保護計画

ア 特別地域

（ア）区域

公園区域のうち，既に主要な山岳及び渓谷等の優れた風致景観は特別地域として指定されてお

り，地種区分線の明確化又は市街化の進行により風致景観の資質が著しく失われた場合を除き，

基本的に現行の特別地域は変更しないものとする。

また，現行の普通地域のうち優れた風致景観については，特別地域に格上げするものとする。

（イ）地域地区

現行の特別地域は，地種区分が未決定のままである。このため，新たに拡張する地域も含めて，

風致景観の特性，公園利用の状況，土地利用形態等を勘案しながら，以下により地域地区を設定

するものとする。

①特別保護地区

次に該当する地域で，厳正にその景観の保護を図る必要性の高い本公園の核心部を，特別保

護地区とする。

(a)山岳，渓谷，岩峰，岩壁等の核心的な地形を有する地域

(b)優れた自然林及び草原を有する地域

②第１種特別地域

次に該当する地域で，特別保護地区に準じ，優れた風致の維持を図る必要性の高い地域を，

第１種特別地域とする。

(a)優れた山岳，渓谷，岩峰，岩壁等を有する地域

(b)優れた自然林を有する地域

③第２種特別地域

次に該当する地域で，努めて農林漁業活動との調整を図ることが必要な地域を，第２種特別

地域とする。

(a)良好な自然植生，山岳部の稜線及び渓谷等，公園の風致景観構成上重要な地域で，良好な風

致の維持を図る必要性の高い地域

(b)公園の主要な利用拠点及びその周辺の主たる展望対象地域

(c)公園利用拠点に通じる道路沿線及びその周辺

④第３種特別地域

本公園の風致景観構成上重要な地域で，風致の維持を図る必要性が高く，森林施業をはじめ

とする通常の農林漁業活動が，特に風致に影響を及ぼすおそれの少ない地域を，第３種特別地

域とする。



イ 普通地域

特別地域の周辺部で，風景の保護を図ることが必要な地域を，普通地域とする。

（２）利用計画

本公園は，国立公園としては首都圏の大都市群に最も接近し，利用上有利な位置を占めているので，

「美しい緑」を求めて，自然探勝，ハイキング，登山，キャンプ，魚釣り，社寺訪探等に訪れる者が

多い。特に数日を費やして原生林の秘境を縦走する利用は，アルプス的山岳とは全く趣を異にした景

観が求められることもあり，年々利用者が増加している。

そこで，山岳地域における登山需要等に対しては歩道を計画するとともに，歩道沿線には宿舎，避

難小屋等を計画する。

各登山口及び主要利用拠点には，自然・利用情報の提供，登山案内等のための博物展示施設を計画

し，安全，適正な利用を図る。

山麓部においては，各利用拠点を連絡する車道及び園地，宿舎，野営場等を計画し，より一層の利

用者の利便性を図るものとする。

ア 集団施設地区

（ア）現行の小河内集団地区の一部である岫沢は，利用拠点として自然条件，社会条件等に優れてい
くき

るため，地域の自然とのふれあい拠点となるよう総合的に整備を進める。なお，その他の小河内

地区は集団施設地区から削除し，単独施設に振り替えるものとする。

（イ）現行の三峯秩父湖集団施設地区の一部である三峰地区については，利用拠点として自然条件，
みつみね みつみね

社会条件等に優れているため，地域の自然，文化とのふれあい拠点となるよう総合的に整備を進

める。なお，秩父湖地区については，集団施設地区から削除し単独施設に振り替えるものとする。

（ウ）現行の秋川，御岳，一ノ瀬，増富の４地区については，総合的に整備を進めていくことが困難
みた け ますとみ

であるため，集団施設地区を削除し，単独施設に振り替えるものとする。

イ 単独施設

（ア）山岳部の歩道沿線に，登山利用者等のための宿舎，避難小屋等を計画する。

（イ）各登山口及び主要利用拠点には，自然・利用情報の提供，登山案内等のための博物展示施設を

計画する。

（ウ）山麓部の車道，渓谷沿いの歩道沿線には，園地，宿舎，野営場，駐車場等を計画する。

（エ）現行計画のうち，未だ事業執行されていないもので，今後とも整備の可能性及び必要性の低い

ものについては，計画から削除する。

ウ 道路

（ア）車道

利用拠点へのアクセスを確保するため，次の考え方により車道を計画する。

① 既に整備されている道路であって，公園利用上必要性の認められるものについては，計画に

追加する。

② 現行計画のうち，既に整備されている路線については，その目的及び利用状況等に応じて再

編成する。

③ 現行計画のうち，未だ整備されていない路線で，今後とも整備の可能性及び必要性の低いも

のについては，計画から削除する。

（イ）歩道

山岳及び渓谷の登山，探勝等に対し，次の考え方により歩道を計画する。

① 公園利用上必要性が認められ，既に整備されているもの又は整備の見込まれるものについて

は，計画に追加する。



② 現行計画のうち，既に整備されている路線については，その目的及び利用状況等に応じて再

編成する。

③ 現行計画のうち，未だ整備されていない路線で，今後とも整備の可能性及び必要性の低いも

のについては，計画から削除する。

エ 運輸施設

既に整備されている索道運送施設等であって，公園利用上必要性の認められるものについては，

計画を追加する。なお，現行計画のうち，未だに整備されていない路線で，今後とも整備の可能性

及び必要性の低いものについては，計画から削除する。



１ 保護計画

（１）保護規制計画

ア 特別地域

次の区域を特別地域とする。

（表１：特別地域総括表）

都 県 名 区 域 面 積 （ha）

埼 玉 県 秩父郡両神村 ４３６

大字薄の一部 (私 436) （私 436）
すすき

秩父郡大滝村内 １２，２７５

国有林埼玉森林管理事務所41林班から61林班まで，65 国 8,116

林班，74林班及び75林班の全部並びに63林班，64－Ⅰ 公 2,070

林班及び67林班から70林班までの各一部(国 6,988) 私 2,089

秩父郡大滝村内

東京大学農学部附属演習林秩父演習林17林班の全部並

びに５林班，14林班から16林班まで，18林班，20林班

から24林班まで及び33林班の各一部 (国 729)

秩父郡大滝村内

埼玉県有林101Ｊ林班から101Ｌ林班まで，103Ｆ林班

から103Ｉ林班まで，104Ｈ林班から104Ｊ林班まで，

106Ｃ林班から106Ｊ林班まで，107Ａ林班から107Ｉ林

班まで，110Ａ林班から110Ｉ林班まで及び111Ｇ林班

の全部並びに102Ｅ林班，102Ｇ林班及び102Ｈ林班の

各一部 (公 865)

秩父郡大滝村

大字大滝，大字中津川及び大字三峰の各一部
みつみね

国 399

公 1,205

私 2,089

１２，７１１

小 計 国 8,116

公 2,070

私 2,525



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

東 京 都 青梅市 ６９９

御岳山の全部並びに沢井一丁目，沢井二丁目，沢井三 国 72
み た け

丁目，梅郷三丁目，梅郷五丁目，梅郷六丁目，日向和 私 627
ばいごう ばいごう ばいごう ひ な た わ

田三丁目，二俣尾一丁目，二俣尾二丁目，二俣尾三丁
だ ふたまたお ふたまたお ふたまたお

目，二俣尾四丁目，二俣尾五丁目, 御岳本町，御岳一
ふたまたお ふたまたお み た け み た け

丁目，御岳二丁目，柚木町一丁目，柚木町二丁目及び
みた け ゆ ぎ ゆ ぎ

柚木町三丁目の各一部 国 72
ゆ ぎ

私 627

あきる野市 ４９４

乙津及び養沢の各一部 公 5 国 5
お つ ようざわ

私 489 私 489

西多摩郡日の出町 １６７

大久野の一部 公 78 公 78
お お ぐ の

私 89 私 89

西多摩郡檜原村 １，９７８

字大嶽の全部並びに字数馬，字神戸，字倉掛，字南 公 430
おおだけ か ず ま か の と くらかけ なん

郷，字樋里，字藤原及び字人里の各一部 公 430 私 1,548
ごう ひ ざ と ふじわら へんぼり

私 1,548

西多摩郡奥多摩町内 １１，６２６

東京都水道局水源林奥多摩分区１林班，３林班，７林 国 129

班から31林班まで，35林班から57林班まで，61林班か 公 8,387

ら72林班まで, 75林班から79林班まで及び81林班から 私 3,110

84林班までの全部並びに２林班，６林班，34林班，74

林班，80林班及び85林班から90林班までの各一部

(公 7,075)

西多摩郡奥多摩町

海澤，梅澤，大丹波，川井，川野，河内，小丹波，
うなざわ お お た ば こ う ち こ た ば

境，白丸，棚澤，丹三郎，留浦，日原，原及び氷川の
しろまる たなざわ たんざぶろう と ず ら にっぱら ひ か わ

各一部 国 129

公 1,312

私 3,110



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

東 京 都 １４，９６４

小 計 国 206

公 8,895

私 5,863

山 梨 県 甲府市内 ２，７０５

国有林山梨森林管理事務所１林班から３林班までの全 国 80

部 (国 80) 公 1,883

私 742

甲府市内

山梨県有林甲府事業区75林班，80林班から83林班ま

で，86林班及び96林班から99－Ⅰ林班までの全部

(公 714)

甲府市内

山梨県有林塩山事業区１林班の全部 （公 94)

甲府市内

甲府市有林８林班，９林班，14林班から20林班まで及

び24林班の全部 (公 1,025)

甲府市

猪狩町，上帯那町，川窪町，下帯那町，高成町，
いか り かみおびな しもおびな たかなり

竹日向町，平瀬町及び御岳町の各一部 (私 742)
たけひなたまち み た け

塩山市内 ３，９２４

東京都水道局水源林萩原山分区１林班から４林班まで， 公 3,800

７林班から12林班まで，30林班，31林班，37林班か 私 124

ら63林班までの全部並びに５林班及び13林班の各一部

(公 3,283)

塩山市内

山梨県有林塩山事業区77林班，90林班及び91林班の各

一部 (公 517)

塩山市

一之瀬高橋の一部 (私 124)
いちのせたかはし



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

山 梨 県 東山梨郡牧丘町 ６４５

山梨県有林塩山事業区１林班及び２林班の全部並びに （公 645）

24林班の一部 (公 645)

東山梨郡三富村内 ６，７３９

山梨県有林塩山事業区36林班及び40林班から61林班ま 公 5,571

での全部並びに33林班から35林班まで及び39林班の各 私 1,168

一部 (公 5,571)

東山梨郡三富村

川浦の一部 (私 1,168)

中巨摩郡敷島町内 １７１

山梨県有林甲府事業区99－Ⅱ林班及び100－Ⅰ林班の 公 136

全部並びに100－Ⅱ林班の一部 (公 136) 私 35

中巨摩郡敷島町

吉沢の一部 (私 35)
きっさわ

北巨摩郡須玉町内 ２，７４７

山梨県有林韮崎事業区129－Ⅲ林班及び144林班から 公 2,405

148林班までの全部並びに143林班, 151林班, 152－Ⅱ 私 342

林班，153林班から155林班まで, 158林班，159林班及

び162林班の各一部 (公 2,405)

北巨摩郡須玉町

小尾及び比志の各一部 (私 342)
お び ひ し

北都留郡小菅村内 １，１１５

東京都水道局水源林小菅分区１林班から８林班まで及 （公 1,115）

び16林班から20林班までの全部 (公 1,115)



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

山 梨 県 北都留郡丹波山村内 ６，４０６

東京都水道局水源林丹波山分区１林班から50林班まで 公 6,005

及び54林班から71林班までの全部並びに77林班の一部 私 401

(公 5,950)

北都留郡丹波山村

字大山戸谷，字御祭り，字上熊倉，字鴨沢，字鴨沢の
おおやまとだに かみくまぐら

上，字河原指，字神庭畑道上，字権現山，字坂本，字

さをうら，字杉奈久保，字滝入，字滝の沢，字和田
た た

倉，字竹の尾，字寺沢，字寺沢平，字通り沢，字戸
ぐら

川，字所畑道上，字所畑道上西久保，字火打岩，字古
ひいちゆわ ふっ

寺，字皆久保及び字もろ畑の各一部 公 55
てら

私 401

２４，４５２

小 計 国 80

公 21,560

私 2,812

長 野 県 南佐久郡川上村内 ４，３６０

国有林東信森林管理署44林班から47林班まで, 49林班 国 3,184

から56林班まで, 58林班及び59林班の全部並びに60林 公 1,176

班及び63林班の各一部 (国 3,173)

南佐久郡川上村

大字秋山及び大字梓山の各一部 国 11
あずさ

公 1,176

４，３６０

小 計 国 3,184

公 1,176

私 -



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

５６, ４８７

合 計 国 11,586

公 33,701

私 11,200



（ア）特別保護地区

特別地域のうち，次の区域を特別保護地区とする。

（表２：特別保護地区総括表）

都 県 名 区 域 面 積 （ha）

埼 玉 県 秩父郡大滝村内 １，６９８

国有林埼玉森林管理事務所57林班から59林班までの全 （国 1,698）

部並びに42林班から47林班まで，49林班から56林班ま

で及び60林班の各一部 (国 1,698)

１，６９８

小 計 国 1,698

公 -

私 -

東 京 都 西多摩郡檜原村 ７６

字数馬の一部 (公 76) （公 76）
か ず ま

西多摩郡奥多摩町内 ７２

東京都水道局水源林奥多摩分区39林班及び57林班の各 （公 72）

一部 (公 72)

１４８

小 計 国 -

公 148

私 -

山 梨 県 甲府市内 ３０９

山梨県有林甲府事業区96林班，98林班及び99－Ⅰ林班 （公 309）

の各一部 (公 30)

甲府市内

山梨県有林塩山事業区１林班の一部 (公 14)

甲府市内

甲府市有林８林班，９林班及び17林班から20林班まで

の各一部 (公 265)



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

山 梨 県 塩山市内 ２８８

東京都水道局水源林萩原山分区50林班から55林班まで （公 288）

及び57林班の各一部 (公 238)

塩山市内

山梨県有林塩山事業区90林班及び91林班の各一部

(公 50)

東山梨郡牧丘町内 ６

山梨県有林塩山事業区１林班の一部 (公 6) （公 6）

東山梨郡三富村内 ３４７

山梨県有林塩山事業区34林班から36林班まで，42林班， 公 244

43林班，45林班，46林班及び55林班から60林班までの 私 103

各一部 (公 244)

東山梨郡三富村

川浦の一部 (私 103)

中巨摩郡敷島町内 ５９

山梨県有林甲府事業区99－Ⅱ林班及び100－Ⅰ林班の （公 59）

各一部 (公 59)

北巨摩郡須玉町内 ３４３

山梨県有林韮崎事業区145林班から147林班まで，155 （公 343）

林班及び158林班の各一部 (公 343)

北都留郡丹波山村内 ３１４

東京都水道局水源林丹波山分区21林班，22林班，31林 （公 314）

班から33林班まで，43林班，46林班，49林班及び50林

班の各一部 (公 314)

１，６６６

小 計 国 -

公 1,563

私 103



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

長 野 県 南佐久郡川上村内 ２７９

国有林東信森林管理署45林班，47林班，50林班，53林 （国 279）

班，54林班，56林班及び58林班の各一部(国 279)

２７９

小 計 国 279

公 -

私 -

３，７９１

合 計 国 1,977

公 1,711

私 103



（表３：特別保護地区内訳表）

名 称 区 域

甲武信ヶ岳 埼玉県秩父郡大滝村内
こ ぶ し

雲取山から甲武信ヶ岳 国有林埼玉森林管理事務所57林班から59林班までの全部並びに42林班から
くもとり こ ぶ し

に至る山稜 47林班まで，49林班から56林班まで及び60林班の各一部 (国 1,698)

（変更番号：４）

東京都西多摩郡奥多摩町内

東京都水道局水源林奥多摩分区39林班及び57林班の各一部 (公 72)

山梨県塩山市内

東京都水道局水源林萩原山分区50林班から55林班まで及び57林班の各一部

(公 238)

山梨県東山梨郡三富村内

山梨県有林塩山事業区55林班，56林班及び58林班から60林班までの各一部

(公 124)

山梨山梨県東山梨郡三富村

川浦の一部 (私 103)

山梨県北都留郡丹波山村内

東京都水道局水源林丹波山分区21林班，22林班，31林班から33林班まで，

43林班，46林班，49林班及び50林班の各一部 (公 314)

長野県南佐久郡川上村内

国有林東信森林管理署45林班及び47林班の各一部 (国 89)



地 区 の 概 要 面 積（ha）

甲武信ヶ岳は長野県側の千曲川（信濃川），山梨県側の笛吹川（富士川）と埼 ２，６３８
こ ぶ し

玉県側の荒川を分ける位置にあり，山容は拳状をなし，山体は花崗閃緑岩で，標 国 1,787

高2,000ｍ以上の山嶺部一帯はコメツガ，トウヒ，シラビソ，オオシラビソ等の 公 748

亜高山性針葉樹林に被われている。 私 103

甲武信ヶ岳の北東面山腹は，荒川源流部（真の沢一帯）にあたり，その標高は
こ ぶ し しんのさわ

1,200ｍから2,475ｍにもわたるため，落葉広葉樹林帯から亜高山性針葉樹林帯に

至る自然林が広がり，保存状態は極めて良好である。稜線近くのシラビソ－ オ

オシラビソ群集，1,600ｍ以上のコメツガ群落を主とする亜高山性針葉樹林，

1,200ｍ以上のブナ－スズタケ群集等の落葉広葉樹林に加えて，渓流沿いにはシ

オジ－ミヤマクマワラビ群集といった多様性に富んだ垂直分布の植生が見られ

る。

一方，雲取山から大洞山（飛龍山），笠取山，雁坂嶺を経て甲武信ヶ岳に至る
くもとり おおぼら ひりゅう かさとり かりさか こ ぶ し

地区は，2,000ｍ級の山々が直線距離にして約20kmにもわたり連なる構造山地の

山稜となっており，奥秩父縦走線歩道が整備されている。この歩道沿線では，コ

メツガ，トウヒ，シラビソ等の亜高山性針葉樹林に，コケ類，シダ類が地床とな

る本公園独特の深山の景観が見られる。また，雲取山，将 監峠，雁峠及び雁坂
くもとり しょうげん がん かりさか

峠等で見られるミヤコザサ群落の草原も特筆すべきものがある。

厳正に景観の保護を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】



名 称 区 域

瑞牆山 山梨県甲府市内
みずがき

金峰山 山梨県有林塩山事業区１林班の一部 (公 14)

（変更番号：６）

山梨県甲府市内

甲府市有林８林班，９林班及び17林班から20林班までの各一部

(公 265)

山梨県北巨摩郡須玉町内

山梨県有林韮崎事業区145林班から147林班まで，155林班及び158林班の各

一部 (公 343)

長野県南佐久郡川上村内

国有林東信森林管理署53林班，54林班，56林班及び58林班の各一部

(国 149)

鶏冠山 山梨県東山梨郡三富村内
とさ か

（変更番号：10） 山梨県有林塩山事業区57林班及び58林班の各一部 (公 78)

国師ヶ岳 山梨県東山梨郡牧丘町内
こく し

（変更番号：９） 山梨県有林塩山事業区１林班の一部 (公 6)

山梨県東山梨郡三富村内

山梨県有林塩山事業区45林班及び46林班の各一部 (公 28)

長野県南佐久郡川上村内

国有林東信森林管理署50林班及び53林班の各一部 (国 41)

乾徳山 山梨県東山梨郡三富村内
けんとく

黒金山 山梨県有林塩山事業区34林班から36林班まで，42林班及び43林班の各一部

（変更番号：11） (公 14)



地 区 の 概 要 面 積（ha）

金峰山は，山梨，長野の県境にそびえる秩父山塊の盟主で，山体は花崗岩で構 ７７１

成される。山頂部では，高山性植生であるハイマツ群落の広がる中，ハクサンシ 国 149

ャクナゲ，キバナシャクナゲ，コケモモ等の散在する特筆すべき景観が見られる。 公 622

また，山頂周辺には，コメツガ，トウヒ，シラビソ，オオシラビソ等の亜高山性

針葉樹林が広がっている。

金峰山の西方に位置する瑞牆山は，浸食による花崗岩が山頂につき出している
みずがき

奇峰が印象的で，八ヶ岳や南アルプスの展望に優れている。その特徴ある岩峰の

林立する景観は特筆され，植生はコメツガ等の亜高山性針葉樹林が主であるが，

アズマシャクナゲも多い。

この両山を中心とする一帯は，厳正に景観の保護を図る必要性の高い地区で

ある。

【旧計画：未区分特別地域】

甲武信ヶ岳の南側に位置する鶏冠山は，標高は2,122ｍとさほど高くないもの ７８
こ ぶ し と さ か

の，急峻な岩塊からなる特異な山体を有するため，特に西沢渓谷の入口から目立 （公 78）

つ存在である。コメツガ等の亜高山性針葉樹の中に矮少な灌木の落葉広葉樹の混

交する自然林やハクサンシャクナゲ群落等が特筆され，厳正に景観の保護を図る

必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

国師ヶ岳は山頂部が平坦な特異地形を有する。一方，国師ヶ岳の南に位置する ７５
こく し こ く し

北奥千丈岳は，標高2,601ｍで本公園の最高峰をなしている。植生はシラビソ－ 国 41

オオシラビソ群集が主であるが，北奥千丈岳ではハイマツ，ハクサンシャクナゲ 公 34

群落等が広がり，厳正に景観の保護を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

昔，修験道の霊地とされていた乾徳山山頂は，巨石が重なり合い石祠がまつら １４
けんとく

れており，四囲の大観が見事である。一方，黒金山山頂は，雲取山から甲武信ヶ （公 14）
くもとり こ ぶ し

岳に至る山稜が間近に見える展望を誇る。

植生は，コメツガ等の亜高山性針葉樹の中に矮少な灌木の落葉広葉樹が混交す

る自然林やハクサンシャクナゲ等が見られ，厳正に景観の保護を図る必要性の高

い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】



名 称 区 域

御岳昇仙峡 山梨県甲府市内
みたけしょうせん

（変更番号：７） 山梨県有林甲府事業区96林班，98林班及び99－Ⅰ林班の各一部

(公 30)

山梨県中巨摩郡敷島町内

山梨県有林甲府事業区99－Ⅱ林班及び100－Ⅰ林班の各一部

(公 59)

大菩薩峠 山梨県塩山市内
だいぼさつ

石丸峠 山梨県有林塩山事業区90林班及び91林班の各一部 (公 50)

（変更番号：８）

三頭山 東京都西多摩郡檜原村
みと う

（変更番号：５） 字数馬の一部 (公 76)
か ず ま



地 区 の 概 要 面 積（ha）

御岳昇仙峡は甲府盆地に流れ込む荒川（富士川水系）が刻んだ渓谷で，約100 ８９
みたけしょうせん

ｍにも及ぶ岩壁や仙娥滝等の滝が連続するほか，覚円峰をはじめとする岩峰の林 （公 89）
せん が がくえんぽう

立する特異な景観を有する。これらは割れ目の少ない花崗岩の岩体が浸食，風化

に抵抗して残ったもので，アカマツを主木とする自然林と見事に調和しており，

厳正に景観の保護を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

大菩薩嶺は中里介山の長編小説「大菩薩峠」で有名な山であり，多摩川水系と ５０
だいぼさつ だいぼさつ

富士川水系の分水嶺にあたる。大菩薩峠や石丸峠付近では，ヤナギラン，テガタ （公 50）
だいぼさつ

チドリ等が見られる草原が広がり，厳正に景観の保護を図る必要性の高い地区で

ある。

【旧計画：未区分特別地域】

三頭山は，多摩川の支流である秋川源流部を擁する。東京都内でまとまったブ ７６
みと う

ナ林の見られ，「都民の森」として整備されている。ブナ林の他にも，ミズナ （公 76）

ラ，カツラ，シオジ，ナツツバキ，ダケカンバ等の落葉広葉樹林が見られ，厳正

に景観の保護を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】



（イ）第１種特別地域

次の区域を第１種特別地域とする。

（表４：第１種特別地域総括表）

都 県 名 区 域 面 積 （ha）

埼 玉 県 秩父郡大滝村内 ２，７９７

国有林埼玉森林管理事務所74林班及び75林班の全部並 国 2,714

びに42林班から44林班まで，51林班から56林班まで， 私 83

60林班及び63林班の各一部 (国 2,707)

秩父郡大滝村内

東京大学農学部附属演習林秩父演習林５林班の一部

(国 7)

秩父郡大滝村

大字大滝の一部 (私 83)

２，７９７

小 計 国 2,714

公 -

私 83

東 京 都 青梅市 ２１

御岳山の一部 (私 21) （私 21）
み た け

西多摩郡奥多摩町内 ２，５１８

東京水道局水源林奥多摩分区21林班，22林班，27林 公 1,874

班，28林班，31林班，38林班及び50林班から56林班ま 私 644

での全部並びに10林班から13林班まで，15林班，16林

班，18林班から20林班まで，34林班，39林班，45林

班，48林班，49林班，57林班，78林班，79林班及び83

林班の各一部 (公 1,874)

西多摩郡奥多摩町

日原の一部 (私 644)
にっぱら



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

東 京 都 ２，５３９

小 計 国 -

公 1,874

私 665

山 梨 県 甲府市内 ４２２

山梨県有林甲府事業区75林班，82林班，83林班,86林 公 410

班及び96林班の各一部 (公 172) 私 12

甲府市内

甲府市有林９林班及び15林班から20林班までの各一部

(公 238)

甲府市

御岳町の一部 (私 12)
み た け

塩山市内 ４６９

東京都水道局水源林萩原山分区５林班，７林班から10 （公 469）

林班まで，12林班，13林班，30林班，47林班から52林

班まで，54林班，55林班，57林班及び63林班の各一部

(公 366)

塩山市内

山梨県有林塩山事業区77林班，90林班及び91林班の各

一部 (公 103)

東山梨郡牧丘町内 ２９

山梨県有林塩山事業区１林班の一部 (公 29) （公 29）

東山梨郡三富村内 ５９０

山梨県有林塩山事業区33林班から36林班まで，42林班 （公 590）

から46林班まで及び49林班から59林班までの各一部

(公 590)



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

山 梨 県 中巨摩郡敷島町内 ２７

山梨県有林甲府事業区99－Ⅱ林班及び100－Ⅱ林班の 公 18

各一部 (公 18) 私 9

中巨摩郡敷島町

吉沢の一部 (私 9)
きっさわ

北巨摩郡須玉町内 ４８２

山梨県有林韮崎事業区145林班，152－Ⅱ林班，153林 （公 482）

班から155林班まで，158林班及び162林班の各一部

(公 482)

北都留郡小菅村内 １６６

東京都水道局水源林小菅分区７林班，８林班及び20林 （公 166）

班の各一部 (公 166)

北都留郡丹波山村内 １，３７２

東京都水道局水源林丹波分区19林班及び38林班から42 （公 1,372）

林班までの全部並びに１林班，７林班，８林班，11林

班，15林班，16林班，18林班，21林班，28林班，30林

班から32林班まで，34林班，37林班，43林から50林班

まで，59林班，62林班から64林班まで，68林班及び69

林班の各一部 (公 1,372)

３，５５７

小 計 国 -

公 3,536

私 21

長 野 県 南佐久郡川上村内 ２７３

国有林東信森林管理署44林班，47林班，49林班，50林 （国 273）

班，54林班，56林班及び58林班の各一部

(国 273)



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

長 野 県 ２７３

小 計 国 273

公 -

私 -

９，１６６

合 計 国 2,987

公 5,410

私 769



（表５：第１種特別地域内訳表）

名 称 区 域

両神山 埼玉県秩父郡大滝村内

（変更番号：12） 国有林埼玉森林管理事務所75林班の全部 (国 144)

神流川左岸 埼玉県秩父郡大滝村内
かん な

（変更番号：13） 国有林埼玉森林管理事務所74林班の全部 (国 38)

中津峡 埼玉県秩父郡大滝村内

（変更番号：14） 国有林埼玉森林管理事務所63林班の一部 (国 107)

十文字峠 長野県南佐久郡川上村内

（変更番号：30） 国有林東信森林管理署44林班の一部 (国 19)

荒川源流部 埼玉県秩父郡大滝村内

（変更番号：15） 国有林埼玉森林管理事務所51林班から56林班まで及び60林班の各一部

(国 1,990)

富士見 山梨県東山梨郡牧丘町内

東梓 山梨県有林塩山事業区１林班の一部 (公 29)
あずさ

奥千丈岳

（変更番号：26） 山梨県東山梨郡三富村内

山梨県有林塩山事業区44林班から46林班まで及び51林班から54林班までの

各一部 (公 162)

長野県南佐久郡川上村内

国有林東信森林管理署47林班，49林班及び50林班の各一部 (国 57)



地 区 の 概 要 面 積（ha）

両神山の南西山腹は，チャートからなる特徴的な岩塊の連続する地形に，ブ １４４

ナ，ミズナラ，ヤシオツツジ等の落葉広葉樹林が広がり，優れた風致の維持を図 （国 144）

る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

中津川支流の神流川（荒川水系）左岸は，砂岩，粘板岩等からなる急峻な地形 ３８
かん な

と，イヌブナ,コナラ等の落葉広葉樹林からなり，優れた風致の維持を図る必要 （国 38）

性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

岩壁の迫る中津峡の核心部では，イヌブナ，コナラ等の落葉広葉樹林が広が １０７

り，優れた風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （国 107）

【旧計画：未区分特別地域】

十文字峠の西側は，コメツガを主とした亜高山性針葉樹林からなり，優れた風 １９

致の維持を図る必要性の高い地区である。 （国 19）

【旧計画：未区分特別地域】

荒川源流部一帯では，コメツガ等の亜高山性針葉樹林にブナ等の落葉広葉樹林 １，９９０

を加えた針広混交の自然林が広がり，コケ類，シダ類の生育も旺盛で，本公園独 （国 1,990）

特の森林美を見せている。優れた風致の維持を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

甲武信ヶ岳から国師ヶ岳に至る稜線部及び国師ヶ岳周辺は，シラビソ，オオシ ２４８
こ ぶ し こ く し こ く し

ラビソ，コメツガ等の亜高山性針葉樹林からなり，優れた風致の維持を図る必要 国 57

性の高い地区である。 公 191

【旧計画：未区分特別地域】



名 称 区 域

東沢渓谷 山梨県東山梨郡三富村内

鶏冠山 山梨県有林塩山事業区49林班，50林班及び55林班から59林班までの各一部
とさ か

（変更番号：27） (公 301)

金峰山山腹 山梨県甲府市内

（変更番号：20） 甲府市有林９林班及び15林班から20林班までの各一部 (公 238)

山梨県北巨摩郡須玉町内

山梨県有林韮崎事業区145林班，154林班，155林班及び158林班の各一部

(公 358)

長野県南佐久郡川上村内

国有林東信森林管理署54林班，56林班及び58林班の各一部 (国 197)

日原川源流部 東京都西多摩郡奥多摩町内
にっぱら

（変更番号：19） 東京都水道局水源林奥多摩分区21林班，22林班，27林班，28林班，31林

班，38林班及び50林班から56林班までの全部並びに10林班から13林班ま

で，15林班，16林班，18林班から20林班まで，34林班，39林班，45林班，

48林班，49林班，57林班，78林班，79林班及び83林班の各一部

(公 1,874)

東京都西多摩郡奥多摩町

日原の一部 (私 644)
にっぱら

白岩山 埼玉県秩父郡大滝村内
しらいわ

（変更番号：16） 東京大学農学部附属演習林秩父演習林５林班の一部 (国 7)

埼玉県秩父郡大滝村

大字大滝の一部 (私 83)

雲取山西斜面 埼玉県秩父郡大滝村内
くもとり

（変更番号：17） 国有林埼玉森林管理事務所42林班から44林班までの各一部 (国 428)



地 区 の 概 要 面 積（ha）

甲武信ヶ岳に源を発する両岸絶壁の東沢渓谷（富士川水系）は，冬季には氷瀑 ３０１
こ ぶ し

となりクライマーに人気の乙女滝等，滝の連続する深山幽谷の秘境である。ミズ （公 301）

ナラ等の落葉広葉樹林が広がり，見事な渓谷美を見せている。

一方，鶏冠山から甲武信ヶ岳に至る稜線は，コメツガ等の亜高山性針葉樹林が
とさ か こ ぶ し

広がっている。優れた風致の維持を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

金峰山の山腹一帯は，コメツガ等の亜高山性針葉樹に鬱蒼と被われ，優れた風 ７９３

致の維持を図る必要性の高い地区である。 国 197

【旧計画：未区分特別地域】 公 596

多摩川支流の日原川源流部一帯は，高標高部ではコメツガ等の亜高山性針葉樹 ２，５１８
にっぱら

林が，低標高部ではブナ，ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がる。優れた風致の維 公 1,874

持を図る必要性の高い地区である。 私 644

【旧計画：未区分特別地域】

雲取山から北側に通ずる稜線沿いに位置し，主にコメツガ等の亜高山性針葉樹 ９０
くもとり

林が広がり，一部では石灰岩特有の植生も見られる。優れた風致の維持を図る必 国 7

要性の高い地区である。 公 83

【旧計画：未区分特別地域】

雲取山西斜面は大洞川（荒川水系）源流部で，コメツガ等の亜高山性針葉樹林 ４２８
くもとり おおぼら

が広がる。優れた風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （国 428）

【旧計画：未区分特別地域】



名 称 区 域

本谷川渓谷 山梨県北巨摩郡須玉町内
ほんたに

（変更番号：29） 山梨県有林韮崎事業区152－Ⅱ林班，153林班及び162林班の各一部

(公 124)

多摩川源流部 山梨県塩山市内

七ツ石山から雲取山を 東京都水道局水源林萩原山分区７林班，９林班，30林班，47林班から52林
ななついし くもとり

経て笠取山に至る山稜 班まで，54林班，55林班，57林班及び63林班の各一部 (公 307)
かさとり

の一部

（変更番号：23） 山梨県北都留郡丹波山村内

東京都水道局水源林丹波山分区19林班及び38林班から42林班までの全部並

びに１林班，７林班，８林班，11林班，15林班，16林班，18林班, 21林班，28林

班，30林班から32林班まで，34林班，37林班及び43林班から50林班までの

各一部 (公 1,203)

乾徳山 山梨県東山梨郡三富村
けんとく

黒金山 山梨県有林塩山事業区33林班から36林班まで，42林班及び43林班の各一部

（変更番号：28） (公 127)

鶏冠山 山梨県塩山市内
けいかん

（変更番号：24，31） 東京都水源林萩原山分区５林班，８林班，10林班，12林班及び13林班の各

一部 (公 59)

御岳山 東京都青梅市
みた け

（変更番号：18） 御岳山の一部 (私 21)
み た け

野猿谷 山梨県甲府市内

（変更番号：21） 山梨県有林甲府事業区75林班，82林班，83林班及び86林班の各一部

(公 112)

山梨県甲府市

御岳町の一部 (私 12)
み た け



地 区 の 概 要 面 積（ha）

上流域に世界有数の放射能泉である増富温泉郷を擁する本谷川（富士川水系） １２４
ますとみ ほんたに

の渓谷沿いは，ブナ，ミズナラ，カエデ類等の落葉広葉樹林からなり，新緑や紅 （公 124）

葉の眺めが美しい。優れた風致の維持を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

多摩川本流の源流部一帯や七ツ石山から雲取山を経て笠取山に至る山稜の一部 １，５１０
ななついし くもとり かさとり

では，コメツガ，シラビソ等の亜高山性針葉樹林に，ブナ，ミズナラ，カエデ等 （公 1,510）

の落葉広葉樹林を加えた針広混交の自然林が広がり，優れた風致の維持を図る必

要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

乾徳山と黒金山の山頂に挟まれた乾徳山線歩道や黒金山線歩道の沿線は，コメ １２７
けんとく けんとく

ツガ，シラビソ等の亜高山性針葉樹林が広がり，優れた風致の維持を図る必要性 （私 127）

の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

大菩薩嶺の北方に位置する鶏冠山の山頂付近では,ブナ，ミズナラ等の落葉広 ５９
だいぼさつ けいかん

葉樹林が広がり，優れた風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 59）

【旧計画：未区分特別地域，普通地域】

信仰の山として知られる御岳山の奥ノ院から綾広ノ滝にかけての一帯は，ミズ ２１
みた け

ナラ，カエデ等の落葉広葉樹林からなり，優れた風致の維持を図る必要性の高い （私 21）

地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

サルの生息する野猿谷や板敷渓谷は，御岳昇仙峡の上流域に位置する深い渓谷 １２４
みたけしょうせん

で，板敷渓谷の大滝に代表される大小の滝からなる渓谷美と，ミズナラ，カエデ 公 112

類等の落葉広葉樹林とが見事に調和している。優れた風致の維持を図る必要性の 私 12

高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】



名 称 区 域

大菩薩嶺 山梨県塩山市内
だいぼさつ

（変更番号：25） 山梨県有林塩山事業区77林班，90林班及び91林班の各一部 (公 103)

山梨県北都留郡小菅村内

東京都水道局水源林小菅分区７林班，８林班及び20林班の各一部

(公 166)

山梨県北都留郡丹波山村内

東京都水源林丹波山分区59林班，62林班から64林班まで，68林班及び69林

班の各一部 (公 169)

御岳昇仙峡 山梨県甲府市内
みたけしょうせん

（変更番号：22） 山梨県有林甲府事業区96林班の一部 (公 60)

山梨県中巨摩郡敷島町内

山梨県有林甲府事業区99－Ⅱ林班及び100－Ⅱ林班の各一部 (公 18)

山梨県中巨摩郡敷島町

吉沢の一部 (私 9)
きっさわ



地 区 の 概 要 面 積（ha）

大菩薩嶺の山頂付近では，コメツガを主とした亜高山性針葉樹林が，その下部 ４３８
だいぼさつ

にはブナ，ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，優れた風致の維持を図る必要性 （公 438）

の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

御岳昇仙峡線車道沿線等では，常緑針葉樹のアカマツを主として，一部に良好 ８７
みたけしょうせん

なミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，優れた風致の維持を図る必要性の高い地 公 78

区である。 私 9

【旧計画：未区分特別地域】



（ウ）第２種特別地域

次の区域を第２種特別地域とする。

（表６：第２種特別地域総括表）

都 県 名 区 域 面 積 （ha）

埼 玉 県 秩父郡両神村 ４３６

大字薄の一部 (私 436) （私 436）
すすき

秩父郡大滝村内 ３，１２８

国有林埼玉森林管理事務所41林班及び61林班の全部並 国 2,265

びに45林班から47林班まで，49林班，50林班，64－Ⅰ 公 299

林班及び67林班から70林班までの各一部(国 1,458) 私 564

秩父郡大滝村内

東京大学農学部附属演習林秩父演習林17林班の全部並

びに14林班から16林班まで，18林班，20林班から24林

班まで及び33林班の各一部 (国 722)

秩父郡大滝村内

埼玉県有林101Ｊ林班から101Ｌ林班まで，103Ｆ林班

から103Ｉ林班まで及び110Ａ林班から110Ｉ林班まで

の全部並びに102Ｅ林班，102Ｇ林班及び102Ｈ林班の

各一部 (公 299)

秩父郡大滝村

大字大滝，大字中津川及び大字三峰の各一部
みつみね

国 85

私 564

３，５６４

小 計 国 2,265

公 299

私 1,000



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

東 京 都 青梅市 ３１５

沢井一丁目，沢井二丁目，沢井三丁目，梅郷三丁目， 国 72
ばいごう

梅郷五丁目，梅郷六丁目，日向和田三丁目，二俣尾一 私 243
ばいごう ばいごう ふたまたお

丁目，二俣尾二丁目，二俣尾三丁目，二俣尾四丁目，
ふたまたお ふたまたお ふたまたお

二俣尾五丁目，御岳山，御岳本町，御岳一丁目，御岳
ふたまたお み た け み た け み た け み た け

二丁目，柚木町一丁目，柚木町二丁目及び柚木町三丁
ゆ ぎ ゆ ぎ ゆ ぎ

目の各一部 国 72

私 243

あきる野市 １１２

乙津及び養沢の各一部 公 5 公 5
お つ ようざわ

私 107 私 107

西多摩郡日の出町 ９７

大久野の一部 公 41 公 41
お お ぐ の

私 56 私 56

西多摩郡檜原村 ６１４

字大嶽，字数馬，字神戸，字倉掛，字南郷，字樋里， 公 153
おおだけ か ず ま か の と くらかけ なんごう ひ ざ と

字藤原及び字人里の各一部 公 153 私 461
へんぼり

私 461

西多摩郡奥多摩町内 ３，７９６

東京都水道局水源林奥多摩分区40林班から44林班ま 国 129

で，46林班，47林班，63林班，64林班及び75林班から 公 2,838

77林班までの全部並びに６林班，45林班，48林班，49 私 829

林班，61林班，62林班，66林班から72林班まで，74林

班，80林班及び84林班から90林班までの各一部

(公 1,635)

西多摩郡奥多摩町

海澤，梅澤，大丹波，川井，川野，河内，小丹波，
うなざわ お お た ば こ う ち こ た ば

境，白丸，棚澤，丹三郎，留浦，日原，原及び氷川の
しろまる たなざわ たんざぶろう と ず ら にっぱら ひ か わ

各一部 国 129

公 1,203

私 829



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

東 京 都 ４，９３４

小 計 国 201

公 3,037

私 1,696

山 梨 県 甲府市内 ５５７

山梨県有林甲府事業区82林班，83林班，96林班，98林 公 234

班及び99－Ⅰ林班の各一部 (公 147) 私 323

甲府市内

山梨県有林塩山事業区１林班の一部 (公 14)

甲府市内

甲府市有林24林班の全部並びに18林班及び19林班の各

一部 (公 73)

甲府市

猪狩町，上帯那町，川窪町，高成町，竹日向町及び
いか り かみおびな たかなり

御岳町の各一部 (私 323)
み た け

塩山市内 １，５６６

東京都水道局水源林萩原山分区１林班から３林班まで， （公 1,566）

37林班，38林班及び61林班の全部並びに７林班から11

林班まで，39林班，40林班，43林班から45林班まで，

47林班から49林班まで，51林班から60林班まで，62林

班及び63林班の各一部 (公 1,515)

塩山市内

山梨県有林塩山事業区77林班，90林班及び91林班の各

一部 (公 51)

東山梨郡牧丘町内 ３０

山梨県有林塩山事業区１林班の一部 (公 30) （公 30）



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

山 梨 県 東山梨郡三富村内 ２，９４９

山梨県有林塩山事業区35林班，36林班，41林班から43 公 2,025

林班まで，45林班，46林班，48林班，49林班及び51林 私 924

班から60林班までの各一部 (公 2,025)

東山梨郡三富村

川浦の一部 (私 924)

中巨摩郡敷島町内 ６２

山梨県有林甲府事業区100－Ⅰ林班の一部 公 36

(公 36) 私 26

中巨摩郡敷島町

吉沢の一部 (私 26)
きっさわ

北巨摩郡須玉町内 １，２３５

山梨県有林韮崎事業区129－Ⅲ林班及び144林班の全部 公 893

並びに145林班，147林班，148林班，151林班及び162 私 342

林班の各一部 (公 893)

北巨摩郡須玉町

小尾及び比志の各一部 (私 342)
お び ひ し

北都留郡小菅村内 １５０

東京都水道局水源林小菅分区19林班の全部並びに７林 （公 150）

班，８林班及び20林班の各一部 (公 150)



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

山 梨 県 北都留郡丹波山村内 ２，８２２

東京都水道局水源林丹波山分区５林班，６林班，14林 公 2,766

班，17林班，20林班，36林班，55林班から58林班ま 私 56

で，60林班，61林班及び65林班から67林班までの全部

並びに１林班，３林班，４林班，７林班，８林班，11

林班，15林班，16林班，18林班，22林班，30林班から

33林班まで，37林班，44林班，45林班，47林班，48林

班，50林班，54林班，59林班，62林班から64林班まで

及び77林班の各一部 (公 2,766)

北都留郡丹波山村

字大山戸谷，字御祭り，字鴨沢，字鴨沢の上，字神庭
おおやまとだに お ま つ かんにわ

畑道上，字権現山，字坂本，字杉奈久保，字滝の沢，
ばたみちうえ ごんげんやま す ぎ な

字竹の尾，字和田倉，字寺沢，字寺沢 平 ，字通り
た た ぐ ら だいら

沢，字戸川，字所畑道上，字所畑道上西久保，字
ところはたみちうえ ところはたみちうえ

古寺，字皆久保及び字もろ畑の各一部 (私 56)
ふってら はた

９，３７１

小 計 国 -

公 7,700

私 1,671

長 野 県 南佐久郡川上村 ６１

大字秋山の一部 (公 61) （公 61）

６１

小 計 国 -

公 61

私 -

１７，９３０

合 計 国 2,466

公 11,097

私 4,367





（表７：第２種特別地域内訳表）

名 称 区 域

両神山 埼玉県秩父郡大滝村内

（変更番号：32） 埼玉県有林110Ａ林班から110Ｉ林班までの全部 (公 223)

埼玉県秩父郡両神村

大字薄の一部 (私 436)
すすき

神流川右岸 埼玉県秩父郡大滝村内
かん な

（変更番号：68） 埼玉県有林103Ｆ林班から103Ｉ林班までの全部 (公 27)

中津峡 埼玉県秩父郡大滝村内

（変更番号：33） 国有林埼玉森林管理事務所64－Ⅰ林班の一部 (国 15)

埼玉県秩父郡大滝村内

東京大学農学部附属演習林秩父演習林33林班の一部 (国 26)

埼玉県秩父郡大滝村内

埼玉県有林101Ｊ林班から101Ｌ林班までの全部並びに102Ｅ林班，102Ｇ林

班及び102Ｈ林班の各一部 (公 49)

埼玉県秩父郡大滝村 国 85

大字中津川の一部 私 163

三国峠 埼玉県秩父郡大滝村内

十文字峠 国有林埼玉森林管理事務所67林班から70林班までの各一部 (国 267)

（変更番号：34）

荒川源流部 埼玉県秩父郡大滝村内

（変更番号：35，36， 国有林埼玉森林管理事務所61林班の全部 (国 353)

69，70，71）

埼玉県秩父郡大滝村内

東京大学農学部附属演習林秩父演習林17林班の全部並びに14林班から16林

班まで，18林班及び20林班から24林班までの各一部 (国 696)



地 区 の 概 要 面 積（ha）

両神山は，古生代の硅石からなる。山頂は約50ｍにも及ぶ断崖の発達する特徴 ６５９

的な地形となっており，ブナ，ミズナラ，ヤシオツツジ等の落葉広葉樹林が広が 公 223

る。良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 私 436

【旧計画：未区分特別地域】

中津川支流の神流川（荒川水系）右岸の中津川八丁峠線車道沿線では，砂岩， ２７
かん な

粘板岩等からなる急峻な地形に，コナラ,クリ等の落葉広葉樹林からなり，良好 （公 27）

な風致の維持を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：普通地域】

岩壁の迫る中津峡ではコナラ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な風致の維持を ３３８

図る必要性の高い地区である。 国 126

【旧計画：未区分特別地域】 公 49

私 163

三国山から十文字峠に至る稜線の東側は，コメツガ等の亜高山性針葉樹林に, ２６７

ブナ，ダケカンバ等の落葉広葉樹林を加えた針広混交の自然林が広がり，良好な （国 267）

風致の維持を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

荒川源流部一帯は，ブナ等の落葉広葉樹林が広がり，優れた風致の保護を図る １，０４９

必要性の高い地区である。 （国 1,049）

【旧計画：未区分特別地域，普通地域】



名 称 区 域

三峰 埼玉県秩父郡大滝村
みつみね

（変更番号：37） 大字大滝及び大字三峰の各一部 (私 191)
みつみね

大血川源流部 埼玉県秩父郡大滝村内
おお ち

白岩山東方稜線部 国有林埼玉森林管理事務所41林班の全部 (国 180)
しらいわ

（変更番号：38）

埼玉県秩父郡大滝村

大字大滝の一部 (私 210)

瑞牆山山麓 山梨県北巨摩郡須玉町内
みずがき

（変更番号：62） 山梨県有林韮崎事業区144林班の全部並びに145林班，147林班及び148林班

の各一部 (公 658)

梓 川源流部 長野県南佐久郡川上村
あずさ

（変更番号：66） 大字秋山の一部 (公 61)

甲武信ヶ岳山腹 山梨県東山梨郡三富村内
こ ぶ し

国師ヶ岳山腹 山梨県有林塩山事業区45林班，46林班及び51林班から56林班までの各一部
こく し

（変更番号：59） (公 969)

破不山 山梨県東山梨郡三富村内
は ふ

雁坂峠 山梨県有林塩山事業区41林班，48林班，49林班及び57林班から60林班まで
かりさか

雁峠 の各一部 (公 1,005)
がん

西沢渓谷

久渡沢 山梨県東山梨郡三富村

（変更番号：60，76， 川浦の一部 (私 924)

77）

大洞山（飛龍山）北面 埼玉県秩父郡大滝村内
おおぼら ひりゅう

唐松尾山北面 国有林埼玉森林管理事務所45林班から47林班まで，49林班及び50林班の各
からまつお

（変更番号：39） 一部 (国 643)



地 区 の 概 要 面 積（ha）

三峰は古い歴史と信仰の山で，また，雲取山への登山路のうち最も一般的なの １９１
みつみね くもとり

が，三峰から雲取山に至る三峰雲取山線歩道である。植生は，三峰付近では良好 （私 191）
みつみね くもとり みつみねくもとり みつみね

なスギ，ヒノキ等の人工林が，霧藻ヶ峰周辺ではブナ等の落葉広葉樹林が広が
きり も

る。良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

酉谷山（天目山）から芋ノ木ドッケに至る稜線の北側は，大血川（荒川水系） ３９０
とりだに お お ち

の源流部にあたり，ブナ，ミズナラ，ダケカンバ等の落葉広葉樹林が広がる。良 国 180

好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 私 210

【旧計画：未区分特別地域】

瑞牆山の北側及び南側山麓では，一部にカラマツ等の人工林が見られるもの ６５８
みずがき

の，コメツガ等の亜高山性針葉樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性の （公 658）

高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

甲武信ヶ岳から国師ヶ岳に至る稜線の北西側の梓川源流部では，一部にカラ ６１
こ ぶ し こ く し あずさ

マツの人工林を含むものの，主にコメツガ等の亜高山性針葉樹林からなり，良好 （公 61）

な風致の維持を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

甲武信ヶ岳から国師ヶ岳に至る稜線の南東側山腹では，コメツガ等の亜高山性 ９６９
こ ぶ し こ く し

針葉樹林に，ダケカンバ等の落葉広葉樹林を加えた針広混交の自然林が広がり， （公 969）

良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

笠取山から甲武信ヶ岳に至る山稜部の南西側では，コメツガ等の亜高山性針葉 １，９２９
かさとり こ ぶ し

樹林に，ミズナラ，ブナ等の落葉広葉樹林を加えた針広混交の自然林が広がり， 公 1,005

良好な風致の維持を図る必要性が高い。 私 924

【旧計画：未区分特別地域，普通地域】

大洞山（飛龍山）や唐松尾山の北面は，コメツガ,ブナ等の落葉広葉樹林が広 ６４３
おおぼら ひりゅう からまつお

がり，良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （国 643）

【旧計画：未区分特別地域】



名 称 区 域

大丹波川上流 東京都西多摩郡奥多摩町
お お た ば

（変更番号：47） 大丹波の一部 (公 378)
お お た ば

増富 山梨県北巨摩郡須玉町内
ますとみ

本谷川 山梨県有林韮崎事業区129－Ⅲ林班の全部並びに151林班及び162林班の各
ほんたに

（変更番号：63） 一部 (公 235)

山梨県北巨摩郡須玉町

小尾及び比志の各一部 (私 342)
お び ひ し

日原渓谷 東京都西多摩郡奥多摩町内
にっぱら

川苔谷 東京都水道局水源林奥多摩分区６林班の一部 (公 25)
かわのり

（変更番号：48）

東京都西多摩郡奥多摩町

棚澤，日原及び氷川の各一部 国 28
たなざわ にっぱら ひ か わ

公 408

私 225

大 弛峠 山梨県甲府市内
おおだるみ

（変更番号：52） 山梨県有林塩山事業区１林班の一部 (公 14)

山梨県東山梨郡牧丘町内

山梨県有林塩山事業区１林班の一部 (公 30)

金峰山山麓 山梨県甲府市内

（変更番号：53） 甲府市有林18林班及び19林班の各一部 (公 69)

多摩川源流部 山梨県塩山市内

（変更番号：56） 東京都水道局水源林萩原山分区37林班，38林班及び61林班の全部並びに39

林班，40林班，43林班から45林班まで，47林班から49林班まで，51林班か

ら60林班まで，62林班及び63林班の各一部 (公 984)

山梨県北都留郡丹波山村

東京都水道局水源林丹波山分区36林班の全部並びに37林班，44林班，45林

班，47林班，48林班及び50林班の各一部 (公 447)



地 区 の 概 要 面 積（ha）

日向沢ノ峰から棒ノ嶺に至る稜線の南側一帯は，大丹波川（多摩川水系）上流 ３７８
お お た ば

部にあたり，首都圏自然歩道や川乗山線歩道が整備されている。一部にスギ，ヒ （公 378）
かわのり

ノキ等の人工林が見られるものの，ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な

風致の維持を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

増富温泉郷を含む本谷川流域一帯は，主としてミズナラ，コナラ，クリ等の落 ５７７
ますとみ たんたに

葉広葉樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 公 235

【旧計画：未区分特別地域】 私 342

日原川（多摩川水系）とその支流の倉沢谷や川苔谷の一帯は，古里川苔山線歩 ６８６
にっぱら かわのり こ り かわのり

道，氷川川苔山線歩道等が整備され，優れた渓谷美が見られる。一部にスギ，ヒ 国 28
ひかわかわのり

ノキ等の人工林が見られるものの，ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な 公 433

風致の維持を図る必要性の高い地区である。 私 225

【旧計画：未区分特別地域】

大 弛峠園地及び大 弛峠宿舎利用計画地の周辺は，コメツガ等の亜高山性針葉 ４４
おおだるみ おおだるみ

樹林からなり，良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 44）

【旧計画：未区分特別地域】

金峰山南面山麓の御室小屋休憩所計画地周辺は，コメツガ等の亜高山性針葉樹 ６９
おむ ろ

林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 69）

【旧計画：未区分特別地域】

牛王院平，唐松尾山，笠取山の南側山腹及び山麓の多摩川源流部一帯は，ミズ １，４３１
ごおういん からまつお かさとり

ナラ，イヌブナ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性の高 （公 1,431)

い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】



名 称 区 域

日原鍾乳洞 東京都西多摩郡奥多摩町
にっぱら

稲村岩 日原の一部 (私 52)
にっぱら

（変更番号：49，72，

74）

鷹ノ巣山山腹 東京都西多摩郡奥多摩町内

八丁山 東京都水道局水源林奥多摩分区40林班から44林班まで，46林班，47林班及

（変更番号：50，73） び75林班から77林班までの全部並びに45林班，48林班，49林班，61林班及

び62林班の各一部 (公 1,148)

雲取山南面 山梨県北都留郡丹波山村内
くもとり

（変更番号：65） 東京都水道局水源林丹波山分区５林班，６林班，14林班，17林班及び20林

班の全部並びに１林班，３林班，４林班，７林班，８林班，11林班，15林

班，16林班，18林班，22林班及び30林班から33林班までの各一部

(公 1,260)

乾徳山 山梨県東山梨郡三富村内
けんとく

黒金山 山梨県有林塩山事業区35林班，36林班，42林班及び43林班の各一部

（変更番号：61） (公 51)

多摩川 東京都青梅市

（変更番号：40） 沢井一丁目，沢井二丁目，沢井三丁目，梅郷三丁目、梅郷五丁目，梅郷六
ばいごう ばいごう ばいごう

丁目，日向和田三丁目，二俣尾一丁目，二俣尾二丁目，二俣尾三丁目，二
ふたまたお ふたまたお ふたまたお ふた

俣尾四丁目，二俣尾五丁目，御岳本町，御岳一丁目，御岳二丁目、柚木町
また お ふたまたお み た け み た け み た け ゆ ぎ

一丁目，柚木町二丁目及び柚木町三丁目の各一部 (国 72)
ゆ ぎ ゆ ぎ

東京都西多摩郡奥多摩町

海澤，梅澤，川井，小丹波，白丸，棚澤，丹三郎及び氷川の各一部
うなざわ こ た ば しろまる たなざわ たんざぶろう ひ か わ

国 72

私 169

鶏冠山 山梨県塩山市内
けいかん

泉水谷 東京都水道局水源林萩原山分区１林班から３林班までの全部並びに７林班
せんすい

（変更番号：57） から11林班までの各一部 (公 531)

山梨県北都留郡丹波山村

東京都水道局水源林丹波山分区55林班から58林班まで，60林班，61林班及

び65林班から67林班までの全部並びに54林班，59林班及び62林班から64林

班までの各一部 (公 1,019)



地 区 の 概 要 面 積（ha）

石灰岩の岩壁，岩峰等の見られる日原鍾乳洞及び稲村岩は，日原川（多摩川水 ５２
にっぱら にっぱら

系）上流部に位置する。周辺はブナ等の落葉広葉樹林からなり，良好な風致の維 （私 52）

持を図る必要性の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域，普通地域】

日原川源流部にあたる鷹ノ巣山の北面，東面の山腹一帯及び八丁山では，ブナ １，１４８
にっぱら

等の落葉広葉樹林が広がる。良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 1,148）

【旧計画：未区分特別地域，普通地域】

雲取山南面一帯は多摩川源流部にあたり，イヌブナ，ミズナラ，コナラ等の落 １，２６０
くもとり

葉広葉樹林が広がる。良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 1,260）

【旧計画：未区分特別地域】

乾徳山や黒金山の山頂周辺は，コメツガ，シラビソ等の亜高山性針葉樹を主と ５１
けんとく

した自然林からなり，良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 51）

【旧計画：未区分特別地域】

多摩川では，御岳渓谷，鳩ノ巣渓谷及び氷川渓谷等の渓谷美が見られ，シラカ ３１３
みた け は と の す ひ か わ

シ，コナラ，クリ等の落葉広葉樹林とスギ，ヒノキ等の人工林が広がっている。 国 144

良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 私 169

【旧計画：未区分特別地域】

鶏冠山の山腹や泉水谷一帯では，ブナ，イヌブナ，ミズナラ等の落葉広葉樹林 １，５５０
けいかん せんすい

が広がり，良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 1,550）

【旧計画：未区分特別地域】



名 称 区 域

御岳山 東京都青梅市
みた け

大岳山 御岳山及び御岳二丁目の各一部 (私 243)
おおたけ み た け み た け

鋸 山
のこぎり

御前山 東京都あきる野市
ごぜ ん

（変更番号：41） 養沢の一部 (私 86)
ようざわ

東京都西多摩郡日の出町

大久野の一部 公 41
お お ぐ の

私 56

東京都西多摩郡檜原村

字大嶽，字神戸，字倉掛及び字藤原の各一部 公 10
おおだけ か の と くらかけ

私 116

東京都西多摩郡奥多摩町内

東京都水道局水源林奥多摩分区63林班の全部並びに66林班から69林班まで

の各一部 (公 67)

東京都西多摩郡奥多摩町

海澤，境，原及び氷川の各一部 公 6
うなざわ ひ か わ

私 53



地 区 の 概 要 面 積（ha）

御岳山から大岳山， 鋸 山，御前山，月夜見山に至る御岳山三頭山線歩道沿線 ６７８
みた け おおたけ のこぎり ご ぜ ん つ き よ み み た け み と う

では，一部にスギ，ヒノキ等の人工林が見られるものの，ミズナラ，クリ等の落 公 124

葉広葉樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 私 554

【旧計画：未区分特別地域】



名 称 区 域

奥多摩湖 東京都西多摩郡奥多摩町内

（変更番号：51，67， 東京都水道局水源林奥多摩分区64林班の全部並びに68林班，70林班から72

75） 林班まで，74林班，80林班及び84林班から90林班までの各一部

(公 395)

東京都西多摩郡奥多摩町

川野，河内，境，留浦及び原の各一部 国 29
こ う ち と ず ら

公 411

私 330

山梨県北都留郡丹波山村内

東京都水道局水源林丹波山分区77林班の一部 (公 40)

山梨県北都留郡丹波山村

字大山戸谷，字御祭り，字鴨沢，字鴨沢の上，字神庭畑道上，字権現山，
おおやまとだに お ま つ かもさわ かもさわ かんにわばたみちうえ ごんげんやま

字坂本，字杉奈久保，字滝の沢，字竹の尾，字和田倉，字寺沢，字寺沢
すぎ な た た ぐ ら てらさわ てらさわ

平 ，字通り沢，字戸川，字所 畑 道 上，字所 畑 道 上西久保，字古寺，字
だいら とお と か わ ところはたけみちうえ ところはたけみちうえ ふってら

皆久保及び字もろ畑の各一部 (私 56)

野猿谷 山梨県甲府市内

（変更番号：54） 山梨県有林甲府事業区82林班及び83林班の各一部 (公 138)

山梨県甲府市

川窪町及び御岳町の各一部 (私 208)
み た け

神戸岩 東京都西多摩郡檜原村
かの と

（変更番号：43） 字神戸の一部 (私 34)
か の と



地 区 の 概 要 面 積（ha）

奥多摩湖は，昭和３２年に小河内ダムにより堰き止められて出現した人造湖 １，２６１
お ご う ち

で，総貯水量は１億８，５００万㎡である。春には，１万本近いサクラが湖畔を 国 29

彩り，周辺には小河内神社，普門寺，太子堂が静かなたたずまいを見せている。 公 846
お ご う ち

良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 私 386

【旧計画：未区分特別地域，第３種特別地域，普通地域】

御岳昇仙峡の上流域に位置する野猿谷では，イヌブナ，ミズナラ等の落葉広葉 ３４６
みたけしょうせん

樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 公 138

【旧計画：未区分特別地域】 私 208

岩峰の特徴的な神戸岩付近は，コナラ，クリ等の落葉広葉樹林とスギ，ヒノキ ３４
かの と

等の人工林の混交する森林からなり，良好な風致の維持を図る必要性の高い地区 （私 34）

である。

【旧計画：未区分特別地域】



名 称 区 域

御岳昇仙峡 山梨県甲府市内
みたけしょうせん

（変更番号：55） 山梨県有林甲府事業区96林班，98林班及び99－Ⅰ林班の各一部

(公 9)

山梨県甲府市内

甲府市有林24林班の全部 (公 4)

山梨県甲府市

猪狩町，上帯那町，高成町及び竹日向町の各一部 (私 115)
い か り かみおびな たかなり

山梨県中巨摩郡敷島町内

山梨県有林甲府事業区100－Ⅰ林班の一部 (公 36)

山梨県中巨摩郡敷島町

吉沢の一部 (私 26)
きっさわ

大菩薩峠東麓 山梨県北都留郡小菅村内
だいぼさつ

（変更番号：64） 東京都水道局水源林小菅分区19林班の全部並びに７林班，８林班及び20林

班の各一部 (公 150)

三頭山山腹 東京都西多摩郡檜原村
みと う

（変更番号：44） 字数馬の一部 公 121
か ず ま

私 46

大菩薩嶺南麓 山梨県塩山市内
だいぼさつ

（変更番号：58） 山梨県有林塩山事業区77林班，90林班及び91林班の各一部 (公 51)

長岳 東京都あきる野市

（変更番号：42） 乙津及び養沢の各一部 公 5
お つ ようざわ

私 21

浅間嶺 東京都西多摩郡檜原村
せんげん

（変更番号：45） 字南郷，字樋里及び字人里の各一部 公 8
なんごう ひ ざ と へんぼり

私 18



地 区 の 概 要 面 積（ha）

甲府増富線車道，羅漢寺園地等の周辺では，常緑針葉樹のアカマツを主として １９０
ますとみ

コナラ，クリ等の落葉広葉樹が混交する森林が広がり，良好な風致の維持を図る 公 49

必要性の高い地区である。 私 141

【旧計画：未区分特別地域】

大菩薩峠東麓では，ミズナラ，イヌブナ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な風 １５０
だいぼさつ

致の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 150）

【旧計画：未区分特別地域】

三頭山山麓は，ブナ，ツガ，ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な風致 １６７
みと う

の維持を図る必要性の高い地区である。 公 121

【旧計画：未区分特別地域】 私 46

大菩薩嶺南麓の裂石大菩薩峠線歩道沿線の一帯は，主にブナ，ミズナラ等の落 ５１
だいぼさつ さけいしだいぼさつ

葉広葉樹林からなり，良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 51）

【旧計画：未区分特別地域】

養沢川及び秋川（多摩川水系）の合流地点の西側は，コナラ，クリ等の落葉広 ２６
ようざわ

葉樹林とスギ，ヒノキ等の人工林の混交する森林からなり，良好な風致の維持を 公 5

図る必要性の高い地区である。 私 21

【旧計画：未区分特別地域】

浅間嶺は，ミズナラ等の落葉広葉樹林とカラマツ等の人工林の混交する森林か ２６
せんげん

らなり，良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 公 8

【旧計画：未区分特別地域】 私 18



名 称 区 域

笛吹峠 東京都西多摩郡檜原村
うずひき

（変更番号：46） 字数馬及び字人里の各一部 公 14
か ず ま へんぼり

私 247



地 区 の 概 要 面 積（ha）

笛吹峠から槙寄山に至る稜線の北側には笛吹槙寄山線歩道が整備されている。 ２６１
うずひき まきよせ うずひきまきよせ

一部にスギ，ヒノキ等の人工林が見られるものの，ミズナラ等の落葉広葉樹林が 公 14

広がり，良好な風致の維持を図る必要性の高い地区である。 私 247

【旧計画：未区分特別地域】



（エ）第３種特別地域

次の区域を第３種特別地域とする。

（表８：第３種特別地域総括表）

都 県 名 区 域 面 積 （ha）

埼 玉 県 秩父郡大滝村 ４，６５２

国有林埼玉森林管理事務所48林班及び65林班の全部並 国 1,439

びに45林班から47林班まで，49林班及び50林班の各一 公 1,771

部 (国 1,125) 私 1,442

秩父郡大滝村内

埼玉県有林104Ｈ林班から104Ｊ林班まで，106Ｃ林班

から106Ｊ林班まで，107Ａ林班から107Ｉ林班まで及

び111Ｇ林班の全部 (公 566)

秩父郡大滝村

大字大滝，大字中津川及び大字三峰の各一部
みつみね

国 314

公 1,205

私 1,442

４，６５２

小 計 国 1,439

公 1,771

私 1,442

東 京 都 青梅市 ３６３

沢井三丁目，御岳山，御岳本町及び御岳二丁目の各一 （私 363）
み た け み た け み た け

部 (私 363)

あきる野市 ３８２

養沢の一部 (私 382) （私 382）
ようざわ

西多摩郡日の出町 ７０

大久野の一部 公 37 公 37
お お ぐ の

私 33 私 33



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

東 京 都 西多摩郡檜原村 １，２８８

字大嶽，字数馬，字神戸，字倉掛及び字藤原の各一部 公 201
おおだけ か ず ま か の と

公 201 私 1,087

私 1,087

西多摩郡奥多摩町内 ５，２４０

東京都水道局水源林奥多摩分区１林班，３林班，７林 公 3,603

班から９林班まで，14林班，17林班，23林班から26林 私 1,637

班まで，29林班，30林班，35林班から37林班まで，65

林班, 81林班及び82林班の全部並びに２林班，６林

班，10林班から13林班まで，15林班，16林班，18林班

から20林班まで，61林班，62林班，66林班から72林班

まで，74林班，78林班から80林班まで，83林班及び84

林班の各一部 (公 3,494)

西多摩郡奥多摩町

海澤，梅澤，大丹波，川井，川野，河内，小丹波，
うなざわ お お た ば こ う ち こ た ば

境，留浦，日原，原及び氷川の各一部 公 109
と ず ら にっぱら ひ か わ

私 1,637

７，３４３

小 計 国 -

公 3,841

私 3,502



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

山 梨 県 甲府市内 １，４１７

国有林山梨森林管理事務所１林班から３林班までの全 国 80

部 (国 80) 公 930

私 407

甲府市内

山梨県有林甲府事業区80林班，81林班及び97林班の全

部並びに75林班，82林班，83林班，86林班及び98林班

の各一部 (公 415)

甲府市内

山梨県有林塩山事業区１林班の一部 （公 66)

甲府市内

甲府市有林14林班の全部並びに８林班，９林班，15林

班及び16林班の各一部 (公 449)

甲府市

下帯那町，高成町，平瀬町及び御岳町の各一部
しもおびな たかなり み た け

(私 407)

塩山市内 １，６０１

東京都水道局水源林萩原山分区４林班，31林班，41林 公 1,477

班，42林班及び46林班の全部並びに11林班，12林班， 私 124

30林班，39林班，40林班，43林班から45林班まで，47

林班から49林班まで，51林班から53林班まで，56林

班，58林班から60林班まで及び62林班の各一部

(公 1,164)

塩山市内

山梨県有林塩山事業区77林班，90林班及び91林班の各

一部 (公 313)

塩山市

一之瀬高橋の一部 (私 124)

東山梨郡牧丘町内 ５８０

山梨県有林塩山事業区２林班の全部並びに１林班及び （公 580）

24林班の各一部 (公 580)



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

山 梨 県 東山梨郡三富村内 ２，８５３

山梨県有林塩山事業区40林班，47林班及び61林班の全 公 2,712

部並びに35林班，36林班，39林班，41林班から46林班 私 141

まで，48林班，50林班，59林班及び60林班の各一部

(公 2,712)

東山梨郡三富村

川浦の一部 (私 141)

中巨摩郡敷島町内 ２３

山梨県有林甲府事業区100－Ⅰ林班の一部 （公 23）

(公 23)

北巨摩郡須玉町内 ６８７

山梨県有林韮崎事業区143林班，146林班，148林班， （公 687）

152－Ⅱ林班及び159林班の各一部 (公 687)

北都留郡小菅村内 ７９９

東京都水道局水源林小菅分区１林班から６林班まで及 （公 799）

び16林班から18林班までの全部並びに７林班の一部

(公 799)

北都留郡丹波山村内 １，８９８

東京都水道局水源林丹波山分区２林班，９林班，10林 公 1,553

班，12林班，13林班，23林班から27林班まで，29林 私 345

班，35林班，70林班及び71林班の全部並びに１林班，

３林班，４林班，28林班，30林班，34林班，54林班，

68林班及び69林班の各一部 (公 1,498)

北都留郡丹波山村

字上熊倉，字河原指，字さをうら，字滝入及び字火打
かみくまぐら かわらざす

岩の各一部 公 55

私 345



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

山 梨 県 ９，８５８

小 計 国 80

公 8,761

私 1,017

長 野 県 南佐久郡川上村内 ３，７４７

国有林東信森林管理署46林班，51林班，52林班，55林 国 2,632

班及び59林班の全部並びに44林班，45林班，47林班， 公 1,115

49林班，50林班，53林班，54林班，56林班，58林班，

60林班及び63林班の各一部 (国 2,621)

南佐久郡川上村

大字秋山及び大字梓山の各一部 国 11
あずさ

公 1,115

３，７４７

小 計 国 2,632

公 1,115

私 -

２５，６００

合 計 国 4,151

公 15,488

私 5,961





（表９：第３種特別地域内訳表）

名 称 区 域

神流川左岸 埼玉県秩父郡大滝村内
かん な

（変更番号：98） 埼玉県有林111Ｇ林班の全部 (公 26)

埼玉県秩父郡大滝村

大字中津川の一部 (私 5)

中津川上流 埼玉県秩父郡大滝村内

（変更番号：99） 国有林埼玉森林管理事務所65林班の全部 (国 197)

埼玉県秩父郡大滝村内

埼玉県有林104Ｈ林班から104Ｊ林班まで，106Ｃ林班から106Ｊ林班まで及

び107Ａ林班から107Ｉ林班までの全部 (公 540)

埼玉県秩父郡大滝村 公 119

大字中津川の一部 私 25

千曲川源流部 長野県南佐久郡川上村内

（変更番号：96） 国有林東信森林管理署46林班の全部並びに44林班，45林班及び47林班の各

一部 (国 805)

長野県南佐久郡川上村

大字秋山及び大字梓山の各一部 国 11
あずさ

公 998

滝沢 埼玉県秩父郡大滝村

（変更番号：100） 大字中津川の一部 (国 228)

秩父湖 埼玉県秩父郡大滝村

（変更番号：101） 大字大滝及び大字三峰の各一部 国 86
みつみね

私 485



地 区 の 概 要 面 積（ha）

中津川の支流である神流川の左岸山手添いは，良好なスギ，ヒノキ等の人工林 ３１
かん な

を主とした森林からなり，風致の維持を図る必要性の高い地区である。 公 26

【旧計画：普通地域】 私 5

白泰山の北西斜面の中津川上流部一帯は，カラマツ等の人工林を主とするもの ８８１
はくたい

の，一部にイヌブナ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の維持を図る必要性の高い 国 197

地区である。 公 659

【旧計画：普通地域】 私 25

甲武信ヶ岳から三国山にかけての稜線西側一帯は千曲川源流部にあたり，カラ １，８１４
こ ぶ し

マツ等の人工林を主とするものの，一部にシラカバ等の落葉広葉樹林が見られ 国 816

る。風致の維持を図る必要性の高い地区である。 公 998

【旧計画：未区分特別地域】

滝沢周辺の秩父広瀬線車道沿線一帯では，良好なスギ，ヒノキ等の人工林を主 ２２８

とした森林が広がり，風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （国 228）

【旧計画：普通地域】

秩父湖及びその周辺一帯は，良好なスギ，ヒノキ等の人工林が主とした森林が ５７１

広がり，風致の維持を図る必要性の高い地区である。 国 86

【旧計画：第３種特別地域，普通地域】 私 485



名 称 区 域

白石山 埼玉県秩父郡大滝村内
しらいし

（変更番号：78） 国有林埼玉森林管理事務所48林班の全部並びに45林班から47林班まで，49

林班及び50林班の各一部 (国 928)

埼玉県秩父郡大滝村

大字大滝の一部 公 1,086

私 548

金峰山北面 長野県南佐久郡川上村内

（変更番号：97） 国有林東信森林管理署51林班，52林班，55林班及び59林班の全部並びに49

林班, 50林班，53林班，54林班，56林班，58林班，60林班及び63林班の各

一部 (国 1,816)

長野県南佐久郡川上村

大字秋山の一部 (公 117)

瑞牆山山麓 山梨県北巨摩郡須玉町内
みずがき

（変更番号：93） 山梨県有林韮崎事業区143林班，146林班及び148林班の各一部

(公 575)

白岩山西面 埼玉県秩父郡大滝村
しらいわ

（変更番号：79） 大字大滝の一部 (私 379)

笛吹川上流部 山梨県東山梨郡三富村内

（変更番号：111） 山梨県有林塩山事業区40林班及び61林班の全部並びに39林班，41林班，59

林班及び60林班の各一部 (公 1,033)

山梨県東山梨郡三富村

川浦の一部 (私 141)



地 区 の 概 要 面 積（ha）

白石山は，荒川源流部の滝川と大洞川に挟まれた平坦な山頂を持つ独立峰で， ２，５６２
しらいし おおぼら

カラマツ等の人工林を主とした森林が広がり，風致の維持を図る必要性の高い地 国 928

区である。 公 1,086

【旧計画：未区分特別地域】 私 548

金峰山から国師ヶ岳にかけての稜線の北側山腹一帯は，カラマツ等の人工林を １，９３３
こく し

主とするものの，一部にコメツガ等の亜高山性針葉樹林が見られる。風致の維持 国 1,816

を図る必要性の高い地区である。 公 117

【旧計画：未区分特別地域】

瑞牆山の西側山麓一帯は，良好なカラマツの人工林を主とした森林が広がり， ５７５
みずがき

風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 575）

旧計画：未区分特別地域

白岩山西面の大洞川上流部一帯は，スギ，ヒノキ，カラマツ等の人工林を主と ３７９
しらいわ おおぼら

するものの，一部でミズナラ等の落葉広葉樹が見られ，風致の維持を図る必要性 （私 379）

の高い地区である。

【旧計画：未区分特別地域】

広瀬湖西岸及び国道１４０号の雁坂トンネル坑口周辺一帯は，良好なスギ，ヒ １，１７４
かり

ノキ，カラマツ等の人工林を主とした森林が広がり，風致の維持を図る必要性の 公 1,033

高い地区である。 私 141

【旧計画：普通地域】



名 称 区 域

日原川源流部 東京都西多摩郡奥多摩町内
にっぱら

日原鍾乳洞 東京都水道局水源林奥多摩分区７林班から９林班まで，14林班，17林班，
にっぱら

ウトウの頭 23林班から26林班まで，29林班，30林班及び35林班から37林班までの全部

（変更番号：81，103 並びに６林班，10林班から13林班まで，15林班，16林班及び18林班から20

104） 林班までの各一部 (公 2,294)

東京都西多摩郡奥多摩町

日原及び氷川の各一部 (私 48)
にっぱら ひ か わ

金峰山山麓 山梨県甲府市内

国師ヶ岳山麓 山梨県有林塩山事業区１林班の一部 (公 66)
こ く し

（変更番号：84，110)

山梨県甲府市内

甲府市有林14林班の全部並びに８林班，９林班，15林班及び16林班の各一

部 (公 449)

山梨県東山梨郡牧丘町内

山梨県有林塩山事業区２林班の全部並びに１林班及び24林班の各一部

(公 580)

山梨県東山梨郡三富村内

山梨県有林塩山事業区47林班の全部並びに35林班, 36林班, 42林班から

46林班まで，48林班及び50林班の各一部 (公 1,679)

山梨県北巨摩郡須玉町内

山梨県有林韮崎事業区159林班の一部 (公 74)

増富 山梨県北巨摩郡須玉町内
ますとみ

（変更番号：94） 山梨県有林韮崎事業区152－Ⅱ林班の一部 (公 38)



地 区 の 概 要 面 積（ha）

日原川上流域から源流部にかけての一帯は，スギ，ヒノキ等の人工林を主とす ２，３４２
にっぱら

るものの，一部にブナ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の維持を図る必要性の高 公 2,294

い地区である。 私 48

【旧計画：未区分特別地域，普通地域】

金峰山及び国師ヶ岳山麓一帯は，良好なカラマツの人工林を主とした森林が広 ２，８４８
こく し

がり，風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 2,848）

【旧計画：未区分特別地域，普通地域】

増富温泉郷の北側は，良好なカラマツの人工林を主とした森林からなり，風致 ３８
ますとみ

の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 38）

【旧計画：未区分特別地域】



名 称 区 域

大丹波川上流 東京都青梅市
お お た ば

首都圏自然歩道 沢井三丁目及び御岳本町の各一部 (私 25)
み た け

川苔山東面
かわのり

（変更番号：82，102 東京都西多摩郡奥多摩町内

105） 東京都水道局水源林奥多摩分区１林班及び３林班の全部並びに２林班の一

部 (公 259)

東京都西多摩郡奥多摩町

大丹波及び川井の各一部 (私 614)
お お た ば

一ノ瀬高原 山梨県塩山市内

（変更番号：90） 東京都水道局水源林萩原山分区41林班，42林班及び46林班の全部並びに39

林班，40林班，43林班から45林班まで，47林班から49林班まで，51林班か

ら53林班まで，56林班，58林班から60林班まで及び62林班の各一部

（公 814)

山梨県塩山市

一之瀬高橋の一部 （私 124)

丹波川 山梨県北都留郡丹波山村内
た ば

三条の湯周辺 東京都水道局水源林丹波山分区２林班，９林班，10林班，12林班，13林

（変更番号：95） 班，23林班から27林班まで，29林班及び35林班の全部並びに１林班, ３林

班，４林班，28林班，30林班，34林班及び54林班の各一部 （公 1,228)

山梨県北都留郡丹波山村

字上熊倉，字河原指，字さをうら，字滝入及び字火打岩の各一部
かみくまぐら かわらざす たきいり ひうちいわ

公 55

私 345

鷹ノ巣山南面 東京都西多摩郡奥多摩町内

（変更番号：83，106) 東京都水道局水源林奥多摩分区81林班及び82林班の全部並びに61林班，62

林班，78林班から80林班まで及び83林班の各一部 （公 436)

東京都西多摩郡奥多摩町

留浦の一部 （私 156)
と ず ら

鶏冠山 山梨県塩山市内
けいかん

（変更番号：91） 東京都水道局水源林萩原山分区４林班及び31林班の全部並びに11林班，12

林班及び30林班の各一部 （公 350)



地 区 の 概 要 面 積（ha）

川苔山北面の大丹波川（多摩川水系）上流域や東面一帯では，スギ，ヒノキ等 ８９８
かわのり お お た ば

の人工林を主とするものの，一部にブナ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の維持 公 259

を図る必要性の高い地区である。 私 639

【旧計画：未区分特別地域，普通地域】

笠取山や唐松尾山の南に広がる一ノ瀬高原一帯は，良好なカラマツの人工林を ９３８
かさとり からまつお

主とした森林が広がり，風致の維持を図る必要性の高い地区である。 公 814

【旧計画：未区分特別地域】 私 124

丹波川（多摩川水系）北岸の山手添い一帯は，良好なスギ，ヒノキ等の人工林 １，６２８
た ば

を主とした森林が広がり，風致の維持を図る必要性の高い地区である。 公 1,283

【旧計画：未区分特別地域，普通地域】 私 345

奥多摩湖北岸の鷹ノ巣山南面の山腹一帯は，スギ，ヒノキの人工林を主とする ５９２

ものの，一部にブナ，ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，風致の維持を図る必 公 436

要性の高い地区である。 私 156

【旧計画：未区分特別地域】

鶏冠山北面及び南面の山腹一帯は，良好なカラマツ等の人工林を主とした森林 ３５０
けいかん

が広がり，風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 350）

【旧計画：未区分特別地域】



名 称 区 域

黒富士 山梨県甲府市

燕岩 御岳町の一部 (私 260)
み た け

（変更番号：85，109)

野猿谷 山梨県甲府市内

（変更番号：86） 山梨県有林甲府事業区80林班及び81林班の全部並びに75林班，82林班，83

林班及び86林班の各一部 (公 400)

山梨県甲府市

御岳町の一部 (私 30)
み た け

御岳山 東京都青梅市
みた け

大岳山 御岳山及び御岳二丁目の各一部 (私 338)
おおたけ み た け み た け

御前山
ごぜ ん

三頭山 東京都あきる野市
みと う

月夜見山 養沢の一部 (私 382)
つ き よ み ようざわ

ヌカザス山

（変更番号：80，107 東京都西多摩郡日の出町

108） 大久野の一部 公 37
お お ぐ の

私 33

東京都西多摩郡檜原村

字大嶽，字神戸，字数馬，字倉掛及び字藤原の各一部 公 201
おおだけ か の と か ず ま くらかけ

私 1,087

東京都西多摩郡奥多摩町内

東京都水道局水源林奥多摩分区65林班の全部並びに66林班から72林班ま

で，74林班及び84林班の各一部 (公 505)

東京都西多摩郡奥多摩町

海澤，梅澤，川野，河内，小丹波，境，原及び氷川の各一部 公 109
うなざわ こ う ち こ た ば ひ か わ

私 819

金 桜神社 山梨県甲府市
かなざくら

（変更番号：87） 御岳町の一部 (私 50)
み た け



地 区 の 概 要 面 積（ha）

黒富士の北東斜面で燕岩岩脈を含む一帯は，カラマツ等の人工林を主とするも ２６０

のの，一部にミズナラ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の維持を図る必要性の高 （私 260）

い地区である。

【旧計画：未区分特別地域，普通地域】

野猿谷の両岸に広がる中津森一帯は，良好なカラマツの人工林を主とした森林 ４３０

が広がり，風致の維持を図る必要性の高い地区である。 公 400

【旧計画：未区分特別地域】 私 30

御岳山から三頭山にかけての稜線から南北に広がる山腹一帯は，スギ，ヒノキ ３，５１１
みた け み と う

の人工林を主とするものの，一部でミズナラ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の 公 852

維持を図る必要性の高い地区である。 私 2,659

【旧計画：未区分特別地域，第３種特別地域】

古くは山岳信仰と密教の修験道の霊地とされていた金 桜神社周辺は，良好な ５０
かなざくら

スギ，ヒノキの人工林を主とした森林が広がり，風致の維持を図る必要性の高い （私 50）

地区である。

【旧計画：未区分特別地域】



名 称 区 域

大菩薩嶺山麓 山梨県塩山市内
だいぼさつ

（変更番号：92） 山梨県有林塩山事業区77林班，90林班及び91林班の各一部 (公 313)

山梨県北都留郡小菅村内

東京都水道局水源林小菅分区１林班から６林班まで及び16林班から18林班

までの全部並びに７林班の一部 (公 799)

山梨県北都留郡丹波山村

東京都水道局水源林丹波山分区70林班及び71林班の全部並びに68林班及び

69林班の各一部 (公 270)

御岳昇仙峡 山梨県甲府市内
みたけしょうせん

（変更番号：88） 山梨県有林甲府事業区97林班の全部並びに98林班の一部 (公 15)

山梨県甲府市

高成町の一部 (私 3)
たかなり

山梨県中巨摩郡敷島町内

山梨県有林甲府事業区100－Ⅰ林班の一部 (公 23)

千代田湖 山梨県甲府市内

（変更番号：89） 国有林山梨森林管理事務所１林班から３林班の全部 (国 80)

山梨県甲府市

下帯那町及び平瀬町の各一部 (私 64)
しもおびな



地 区 の 概 要 面 積（ha）

大菩薩嶺の山麓一帯は，良好なスギ，ヒノキ，カラマツ等の人工林を主とした １，３８２
だいぼさつ

森林が広がり，風致の維持を図る必要性の高い地区である。 （公 1,382）

【旧計画：未区分特別地域】

御岳昇仙峡の周辺は，良好なカラマツ等の人工林を主とした森林からなり，風 ４１
みたけしょうせん

致の維持を図る必要性の高い地区である。 公 38

【旧計画：未区分特別地域】 私 3

御岳昇仙峡の入口にあたる千代田湖周辺は，カラマツの人工林を主とするもの １４４
みたけしょうせん

の，一部にミズナラ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の維持を図る必要性の高い 国 80

地区である。 私 64

【旧計画：未区分特別地域】



イ 普通地域

普通地域の区域は次のとおりである。

（表１０：普通地域表）

都 県 名 区 域 面 積 （ha）

埼 玉 県 秩父郡両神村 ８７７

大字小森及び大字薄の各一部 (私 877) （私 877）
すすき

秩父郡大滝村内 ２０，８２３

国有林埼玉森林管理事務所62林班，64－Ⅱ林班，66林 国 8,175

班，71林班から73林班まで及び76林班の全部並びに63 公 1,807

林班，64－Ⅰ林班及び67林班から70林班までの各一部 私 10,841

(国 2,849)

秩父郡大滝村内

東京大学農学部附属演習林秩父演習林１林班から４林

班まで，６林班から13林班まで，19林班，25林班から

32林班まで及び34林班の全部並びに５林班，14林班か

ら16林班まで，18林班，20林班から24林班まで及び33

林班の各一部 (国 5,092)

秩父郡大滝村内

東京農工大学農学部附属演習林の全部 (国 234)

秩父郡大滝村内

埼玉県有林101Ａ林班から101Ｉ林班まで，102Ａ林班

から102Ｄ林班まで，102Ｆ林班，102Ｉ林班，103Ａ林

班から103Ｅ林班まで，104Ａ林班から104Ｇ林班ま

で，104Ｋ林班から104Ｒ林班まで，105Ａ林班から105

Ｑ林班まで，106Ａ林班，106Ｂ林班，107Ｊ林班，107

Ｋ林班，108Ａ林班から108Ｈ林班まで，109Ａ林班か

ら109Ｐ林班まで，110Ｊ林班，111Ａ林班から111Ｆ林

班まで及び112Ａ林班から112Ｃ林班までの全部並びに

102Ｅ林班，102Ｇ林班及び102Ｈ林班の各一部

(公 1,807)

秩父郡大滝村

大字大滝，大字中津川及び大字三峰の各一部
みつみね

(私 10,841)



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

埼 玉 県 ２１，７００

小 計 国 8,175

公 1,807

私 11,718

東 京 都 青梅市 １，６８６

沢井一丁目，沢井二丁目，沢井三丁目，成木七丁目， 公 12

梅郷三丁目，梅郷四丁目，梅郷五丁目，梅郷六丁目， 私 1,674
ばいごう ばいごう ばいごう ばいごう

日向和田三丁目，二俣尾一丁目，二俣尾二丁目，二俣
ひ な た わ だ ふたまた お ふたまたお ふたまた

尾三丁目，二俣尾四丁目，二俣尾五丁目，御岳本町，
お ふたまたお ふたまた お みたけほんちょう

御岳一丁目，御岳二丁目，柚木町一丁目，柚木町二丁
み たけ み た け ゆ ぎ ま ち ゆ ぎ ま ち

目及び柚木町三丁目の各一部 公 12
ゆ ぎ ま ち

私 1,674

あきる野市 １，３７４

乙津，戸倉及び養沢の各一部 国 48 国 48
お つ ようざわ

公 6 公 6

私 1,320 私 1,320

西多摩郡日の出町 ５７８

大久野の一部 国 5 国 5
お お ぐ の

公 11 公 11

私 562 私 562

西多摩郡檜原村 ５，７５９

字小沢及び字三都郷の全部並びに字数馬，字神戸， 国 113
み つ ご う か ず ま か の と

字上元郷，字倉掛，字下元郷，字南郷，字樋里，字藤 公 179
かみもとごう くらかけ しももとごう なんごう ひ ざ と

原，字人里及び字本 宿の各一部 国 113 私 5,467
へんぼり もとじゅく

公 179

私 5,467



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

東 京 都 西多摩郡奥多摩町内 １０，９３７

東京都水道局水源林奥多摩分区４林班，５林班，32林 国 39

班，33林班，58林班から60林班まで及び73林班の全部 公 1,241

並びに２林班，６林班，34林班，74林班，80林班及び 私 9,657

85林班から90林班の各一部 (公 741)

西多摩郡奥多摩町

海澤，梅澤，大丹波，川井，川野，河内，小丹波，
うなざわ お お た ば こ う ち こ た ば

境，白丸，棚澤，丹三郎，留浦，日原，原及び氷川の
しろまる たなざわ たんざぶろう と ず ら にっぱら ひ か わ

各一部 国 39

公 500

私 9,657

２０, ３３４

小 計 国 205

公 1,449

私 18,680

山 梨 県 甲府市内 ５，７４９

国有林山梨森林管理事務所４林班の全部(国 27) 国 27

公 3,836

甲府市内 私 1,886

山梨県有林甲府事業区74林班，76林班から79林班ま

で，84林班，85林班，87林班から92－Ⅰ林班まで，93

林班から95林班まで，104林班，105－Ⅰ林班及び

105－Ⅱ林班の全部 (公 2,186)

甲府市内

甲府市有林１林班から７林班まで，10林班から13林班

まで，21林班及び23林班の全部

(公 1,650)

甲府市

黒平町，草鹿沢町及び塔岩町の全部並びに猪狩町，
くろべら そうかざわ とういわ い か り

上帯那町，川窪町，下帯那町，高町，高成町，竹日向
かみおびな しもおびな たかなり

町，平瀬町及び御岳町の各一部 (私 1,886)
み た け



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

山 梨 県 塩山市内 ３，４０８

東京都水道局水源林萩原山分区６林班，14林班から29 公 3,295

林班まで及び32林班から36林班までの全部並びに５林 私 113

班，13林班の各一部 (公 2,325)

塩山市内

山梨県有林塩山事業区74林班から76林班までの全部並

びに73林班の一部 (公 970)

塩山市

一之瀬高橋の一部 (私 113)

東山梨郡牧丘町 ８４５

山梨県有林塩山事業区３林班及び25林班の全部並びに （公 845）

４林班及び24林班の各一部 (公 845)

東山梨郡三富村内 ３，７０３

山梨県有林塩山事業区31林班，32林班，37林班及び38 国 55

林班の全部並びに33林班から35林班まで及び39林班の 公 1,974

各一部 (公 1,974) 私 1,674

東山梨郡三富村

上釜口及び川浦の各一部 国 55
かみかまぐち

私 1,674

中巨摩郡敷島町 １３０

千田の全部並びに吉沢の一部 (私 130) (私 130)
せ ん だ きっさわ

北都留郡須玉町内 ３，１９０

山梨県有林韮崎事業区141林班，142－Ⅰ林班，142－Ⅱ 国 35

林班，149林班，150林班，152－Ⅰ林班，156林班，157 公 2,638

林班，160林班及び161林班の全部並びに140林班，143 私 517

林班，151林班，152－Ⅱ林班，153林班から155林班ま

で，158林班，159林班及び162林班の各一部

(公 2,638)

北巨摩郡須玉町

小尾及び比志の各一部 国 35
お び ひ し

私 517



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

山 梨 県 北都留郡小菅村内 １，６０８

東京都水道局水源林小菅分区９林班及び15林班の各一 公 77

部 (公 77) 私 1,531

北都留郡小菅村

字天ノ久保，字池ノ尻，字池之尻河原，字イツ沢，字
あ ま の く ぼ いけのしり いけのしりがわら

今川，字上ノ山，字姥ヶ懐，字梅之木久保，字大茶
いまがわ うばがふところ う め の き く ぼ おおちゃ

ァ，字大夏地，字大成，字小沢，字甲斐渡戸，字カズ
おおなつち おおなり お ざ わ か い わ ど

久保，字上割間，字川久保，字川久保向，字鯨 沢，
かみわりま か わ く ぼ かわくぼむかい くじらざわ

字小仏，字小峯，字轉 石，字獅子倉，字下タ畑，字
こぼとけ こ み ね ころびいし し し く ら したたばた

清水，字菅 平，字高淀，字田口，字タケノカヤ，字
すがだいら たかよど た ぐ ち

竹ノ沢，字棚沢，字田元上，字タンノカヤ，字ドウド
たなざわ たもとうえ

コロ，字中丸，字ナツチ，字西沢，字橋立，字橋立
なかまる にしざわ はしたて はしたて

向 ，字日向今川，字日向金風呂，字宮川，字岩花，
むかい ひ な たいまがわ ひ な た か な ぶ ろ みやがわ や ば な

字淀及び字渡茶アの全部並びに字田元，字田元原，字
よど わたぢゃあ た も と たもとはら

ヒナテの各一部 (私 1,531)

北都留郡丹波山村内 ３，７４９

東京都水道局水源林丹波山分区51林班から53林班ま 公 1,178

で及び72林班から76林班までの全部並びに77林班の一 私 2,571

部 (公 631)



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

山 梨 県 北都留郡丹波山村

字芦沢，字あまめ平，字板取久保，字一ツ沢，字井
あしざわ だいら いたどり い っ さ わ い

戸川山神西，字井戸川山 神 東，字上岡道上，字上岡
とかわやまのかみにし い ど が わやまのかみひがし うえおかみちうえ うえおか

道下，字後 山，字うづも，字上手川，字大山戸谷
みちした うしろやま う わ で がわ おおやまと だに

頂 ，字起成畑，字奥秋，字奥秋河原西，字奥秋河原
がしら おきなりはた おくあき おくあきがわらにし おくあきがわら

東 ，字奥秋夏地，字奥秋の上，字奥秋の上道上，字
ひがし おくあきなつち おくあき うえ おくあき うえみちうえ

尾崎，字押垣外水西，字押垣外水東，字落滝，字親
おさ き おしがいとみずにし おしがいとみずひがし おちたき おや

川，字親川向，字かしわぶろう，字刀さす頭， 刀
がわ おやがわむかう かたなざす かたな

さす道上，字刀さす道下，字釜の沢，字上はんや川，
ざす み ち う え かたなざすみちした かみ かわ

字唐沢，字からす沢，字京戸，字金竜寺東，字葛
からさわ きょうど きんりゅうじひがし くず

倉，字熊沢，字倉沢，字倉沢頭，字くろふ，字源太
ぐら くまざわ くらさわ くらさわがしら げ ん た

川，字こいだわ道上，字こいだわ道下，字小袖，字
がわ みちうえ みちした こ そ で

小栃山，字小峯，字小室，字佐倉，字さす沢，字さな
こと ちやま こ む ろ さくぐら

久保，字清水，字下熊倉，字下ッ畑道下，字下どち，
しもくまぐら しもっぱたみちした しも

字志ろよし，字高尾，字高指，字高畑，字竹の花，字
たかざす たかはた

棚口，字丹波，字たわの向，字ちの久保，字寺の
たなぐち た ば むこう

上，字栃久保，字との久保，字とや久保，字梨久保，
うえ な し く ぼ

字鍋久保，字成畑，字西からんごう，字西ッ原，字西
なりはた ぱら

はんや川，字西船井，字西まりこ，字ぬくいど，字ね
かわ にしふない

んし，字ねんし頭，字のぶ指，字橋詰，字橋場の
かしら ざす はしずめ は し ば

上，字日影まりこ，字東からんごう，字東はんや川，
うえ かわ

字 東船井，字東まりこ，字東山，字左 指，字引越道
ひがしふな い ひだりざす ひっこしみち

上，字引越道下， 字ひわだしろ道上，字ひわだしろ
うえ ひっこしみちした みちうえ

道下，字不動滝，字舟久保，字舟久保頭，字平六，
みちした ふどうたき ふ な く ぼ ふ な く ぼがしら へいろく

字保之瀬，字保之瀬夏地，字ほっ久保，字ほっちょう
ほ う の せ ほ う の せ な つ ち

ど，字松狩，字水掛，字宮の後，字宮の前，字柳川
まつがり みずがけ うしろ まえ やながわ

戸，字横手 及び字横まくれの全部並びに字大久保，
ど よ こ て

字大指，字大山戸谷，字御祭り，字御祭り頂，字貝
おおざす おおやまと だ に お ま つ お ま つ りがしら

久保，字貝沢，字貝沢平山，字上熊倉，字釜の沢
かいざわ かいざわひらやま かみくまぐら

頭 ，字鴨沢，字鴨沢の上，字河原指，字上庭畑道
がしら かもさわ うえ かわらざす かみにわばたみち

上，字こやの沢，字権現山，字坂本，字さをうら，字
うえ ごんげんやま

塩の山，字下ッ畑道上，字杉奈久保，字滝入，字滝の
しもっぱたみちうえ す ぎ な

沢，字和田倉，字竹の尾，字寺沢，字寺沢平，字通
た た ぐ ら て ら さ わ てらさわだいら とお

り沢，字戸川，字所 畑道上，字所畑道上西久保，字
とか わ ところはたみちうえ ところはたみちうえ

中ツ指，字中ツ指 頭，字中ノ沢，字火の口，字古
さす さすかしら ふっ

寺，字船越，字見沢，字皆久保，字紫久保及び字もろ
てら ふなこし み さ わ

畑の各一部 公 547
はた

私 2,571



都 県 名 区 域 面 積 （ha）

山 梨 県 ２２，３８２

小 計 国 117

公 13,843

私 8,422

長 野 県 南佐久郡川上村内 ５，３５６

国有林東信森林管理署48林班の全部並びに60林班の一 国 446

部 (国 265) 公 861

私 4,049

南佐久郡川上村

大字秋山, 大字梓山，大字居倉及び大字川端下の各
あずさ い ぐ ら か わ は け

一部 国 181

公 861

私 4,049

５，３５６

小 計 国 446

公 861

私 4,049

６９，７７２

合 計 国 8,943

公 17,960

私 42,869





ウ 面積内訳

（ア）地域地区別土地所有別面積（変更後）

（表１１：地域地区別土地所有別面積総括表）

地 域 区 分 特 別 地

地 種 区 分 特別保護地区 第１種特別地域 第２種特別地域

土 地 所 有 別 国 公 私 国 公 私 国 公 私

土地所有別面積 1,698 - - 2,714 - 83 2,265 299 1,000
埼

地種区分別面積 2,797 3,564
（比率） ( 8.1 ) ( 10.4 )

玉 1,698
地域地区別面積 11,013

（比率） ( 4.9 ) ( 32.0 )
県

地 域 別 面 積 12,711
（比率） ( 36.9 )

土地所有別面積 - 148 - - 1,874 665 201 3,037 1,696
東

地種区分別面積 2,539 4,934
（比率） ( 7.2 ) ( 14.0 )

京 148
地域地区別面積 14,816

（比率） ( 0.4 ) ( 42.0 )
都

地 域 別 面 積 14,964
（比率） ( 42.4 )

土地所有別面積 - 1,563 103 - 3,536 21 - 7,700 1,671
山

地種区分別面積 3,557 9,371
（比率） ( 7.6 ) ( 20.0 )

梨 1,666
地域地区別面積 22,786

（比率） ( 3.6 ) ( 48.6 )
県

地 域 別 面 積 24,452
（比率） ( 52.2 )

土地所有別面積 279 - - 273 - - - 61 -
長

地種区分別面積 273 61
（比率） ( 2.8 ) ( 0.6 )

野 279
地域地区別面積 4,081

（比率） ( 3.0 ) ( 42.0 )
県

地 域 別 面 積 4,360
（比率） ( 45.0 )

土地所有別面積 1,977 1,711 103 2,987 5,410 769 2,466 11,097 4,367

合 地種区分別面積 9,166 17,930
（比率） ( 7.3 ) ( 14.2 )

3,791
地域地区別面積 52,696

（比率） ( 3.0 ) ( 41.8 )
計

地 域 別 面 積 56,487
（比率） ( 44.8 )



（単位：面積 ｈａ，比率 ％）

域
普 通 地 域 合 計

第３種特別地域

国 公 私 国 公 私 国 公 私

1,439 1,771 1,442 8,175 1,807 11,718 16,291 3,877 14,243

4,652
( 13.5 )

21,700 34,411
( 63.1 ) ( 100.0 )

- 3,841 3,502 205 1,449 18,680 406 10,349 24,543

7,343
( 20.8 )

20,334 35,298
( 57.6 ) ( 100.0 )

80 8,761 1,017 117 13,843 8,422 197 35,403 11,234

9,858
( 21.0 )

22,382 46,834
( 47.8 ) ( 100.0 )

2,632 1,115 - 446 861 4,049 3,630 2,037 4,049

3,747
( 38.6 )

5,356 9,716
( 55.0 ) ( 100.0 )

4,151 15,488 5,961 8,943 17,960 42,869 20,524 51,666 54,069

25,600
( 20.3 )

69,772 126,259
( 55.2 ) ( 100.0 )



（イ）地域地区別市町村別面積

（表１２：地域地区別市町村別面積総括表）

現 行

地域地区 特 別 地 域
普通地域 合 計

市町村名 未 区 分 第３種 小 計

埼 秩父郡 両神村 462 - 462 851 1,313

大滝村 9,930 1,130 11,060 22,038 33,098
玉

小 計
県 10,392 1,130 11,522 22,889 34,411

青梅市 674 - 674 1,708 2,382
東

あきる野市 503 - 503 1,365 1,868

西多摩郡 日の出町 167 - 167 578 745

京 檜原村 1,960 39 1,999 5,738 7,737

奥多摩町 10,224 101 10,325 12,238 22,563

都 小 計
13,528 140 13,668 21,627 35,295

甲府市 2,628 - 2,628 5,834 8,462

塩山市 3,912 - 3,912 3,477 7,389
山

東山梨郡 牧丘町 645 - 645 845 1,490

三富村 4,037 - 4,037 6,405 10,442

中巨摩郡 敷島町 171 - 171 130 301
梨

北巨摩郡 須玉町 2,754 - 2,754 3,183 5,937

北都留郡 小菅村 1,115 - 1,115 1,608 2,723

丹波山村 6,597 - 6,597 3,558 10,155
県

小 計
21,859 - 21,859 25,040 46,899

長 南佐久郡 川上村 4,360 - 4,360 5,356 9,716

野
小 計

県 4,360 - 4,360 5,356 9,716

合 計
50,139 1,270 51,409 74,912 126,321

※各々の面積は，再計測により得た値に基づくものである。
※なお，再計測を行う前の秩父多摩国立公園の合計面積は，121,600haである。



（単位：ｈａ）

変 更 後

特 別 地 域 増 減
普通地域 合 計

特 保 第１種 第２種 第３種 小 計

- - 436 - 436 877 1,313 0

1,698 2,797 3,128 4,652 12,275 20,823 33,098 0

1,189 1,189 0 0△

1,698 2,797 3,564 4,652 12,711 21,700 34,411

- 21 315 363 699 1,686 2,385 3

- - 112 382 494 1,374 1,868 0

- - 97 70 167 578 745 0

76 - 614 1,288 1,978 5,759 7,737 0

72 2,518 3,796 5,240 11,626 10,937 22,563 0

1,296 1,293 3 3△

148 2,539 4,952 7,671 14,964 20,334 35,298

309 422 557 1,417 2,705 5,749 8,454 8△

288 469 1,566 1,601 3,924 3,408 7,332 57△

6 29 30 580 645 845 1,490 0

347 590 2,949 2,853 6,739 3,703 10,442 0

59 27 62 23 171 130 301 0

343 482 1,235 687 2,747 3,190 5,937 0

- 166 150 799 1,115 1,608 2,723 0

314 1,372 2,822 1,898 6,406 3,749 10,155 0

2,593 2,658 65 65△ △ △

1,666 3,557 9,562 9,858 24,452 22,382 46,834

279 273 61 3,747 4,360 5,356 9,716 0

0 0 0 0

279 273 61 3,747 4,360 5,356 9,716

- - - - 5,078 5,140 62 62△ △ △

3,791 9,166 17,930 25,600 56,487 69,772 126,259



３ 利用計画

（１）利用施設計画

ア 集団施設地区

集団施設地区を次のとおりとする。

（表１３：集団施設地区表）

番 号 名 称 区 域 計 画 目 標

１ 三峰 埼玉県秩父郡大滝村大字 三峰集団施設地区は，標高１，１０２ｍの三
みつみね みつみね みつ

三峰の一部 峰から雲取山へと続く稜線沿いに位置する。二
みつみね みね くもとり ふた

瀬三峰線車道や三峰山線索道が通じており，雲
せ みつみね みつみね くも

取山にかけての登山道の起点でもある。
とり

また，雲取山から大洞山（飛龍山）にかけて
くもとり おおぼら ひりゅう

の奥秩父連山の展望に優れており，地区の中央

部には三峯神社が鎮座し，厳かな雰囲気を醸す
みつみね

スギ，ヒノキ等の境内林が広がっている。

良好な自然環境や人文的景観に恵まれた立地

条件を活かし，自然や文化財へのふれあい施設

を整備するとともに，登山拠点としての施設整

備を図る。



整 備 方 針 面積(ha) 旧計画との関係

整備計画区及び基盤施設

三峰整備計 二瀬三峰線車道が到達し，雲取山への登山口があ ３４．１ 一般計画
みつみね ふ た せみつみね くもとり

画区 る地区南部を利用の拠点と位置づけ，園地，休憩 昭29. 2.18決定

所，展望施設，駐車場，博物展示施設等を整備す

る。 区域

地区北部にあたる三峰山線索道の到達する山頂駅 昭37.12. 7指定
みつみね

周辺には，休憩所，展望施設，案内所等を整備す 昭40. 6. 9変更

る。

地区の中央に位置する三峯神社周辺には，利用者 詳細計画
みつみね

が滞在するための宿舎，展望施設等を整備する。 昭37.12. 7決定

また，自然環境や人文的景観にふれあうため，並 昭40. 6. 9変更

びに，地区内の連絡を良好にするための歩道を整備

する。 三峯秩父湖集団
みつみね

施設地区の変更

国 公 私

面 積 計 ― ― 34.1

３４．１



番 号 名 称 区 域 計 画 目 標

２ 奥多摩湖岫 東京都西多摩郡奥多摩町 奥多摩湖は東京都郊外における自然レクリエ
くき

沢 大字川野の一部 ーションの場として、多くの利用者が訪れてい

る。当該池は奥多摩湖の南岸に位置し、十里木
じゅうりき

小河内線車道に接する谷沿いの区域である。
お ご う ち

湖畔やミズナラ林などの良好な自然環境を保全

しながら、自然とのふれあいを目的とした公

園利用施設の整備充実を図る。



整 備 方 針 面積(ha) 旧計画との関係

整備計画区及び基盤施設

奥多摩湖岫 地区北部の奥多摩湖に面した平坦地を利用拠点と ３５．０ 一般計画
くき

沢整備計画区 して、園地、宿舎、休憩所、駐車場、博物展示施 昭33. 5.31

設、駐車場等を整備する。

地区南部は渓流沿いに地形を活かしながら、テン 小河内集団施設
お ご う ち

トサイト、ケビン、炊事棟等の野営場を整備する。 地区の変更

地区内の各施設への安定給水のために給水施設

を、各施設の排水を処理するための排水施設を整備

する。

また、博物展示施設を拠点とした自然探勝、散策

のための園路を整備する。

地区内の自然林は極力保全するとともに、都民の

水源池である奥多摩湖の水質保全に留意する。

国 公 私

面 積 計 3.0 31.4 0.6

３５．０



イ 単独施設

単独施設を次のとおりとする。

（表１４：単独施設表）

番号 種 類 位 置

１ 園 地 埼玉県秩父郡両神村（日向大谷）
ひな た お お や

２ 避難小屋 埼玉県秩父郡両神村（清滝）
きよたき

３ 園 地 埼玉県秩父郡両神村（白井差）
しらいさす

４ 避難小屋 埼玉県秩父郡両神村（白井差）
しらいさす

５ 博物展示施設 埼玉県秩父郡両神村（白井差）
しらいさす

６ 園 地 埼玉県秩父郡両神村（広河原）
ひろがわら

７ 駐 車 場 埼玉県秩父郡両神村（広河原）
ひろがわら

８ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村（中双里）
なかそおり

９ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村及び長野県南佐久郡川上村（三国山）

１０ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村及び長野県南佐久郡川上村（三国峠）

１１ 避難小屋 埼玉県秩父郡大滝村（白泰山）
はくたい

１２ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村（滝沢）



整 備 方 針 旧計画との関係

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）日 向 大 谷 広 場

両神山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規

（清 滝 宿 舎）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

両神山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規

両神山の自然解説や公園利用のための情報提供等を行うための博物展示施設とし 新 規

て整備する。

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

両神山の登山利用者等のための駐車場として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（中双里苑地）

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（三国山苑地）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

白泰山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 昭34. 3.24告示
はくたい

（ ）白 泰 山 避 難 小 屋

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規



番号 種 類 位 置

１３ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村（栃本）
とちもと

１４ 避難小屋 埼玉県秩父郡大滝村（四里観音）
よ り かんのん

１５ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村（秩父湖）

１６ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村（秩父湖）

１７ 駐 車 場 埼玉県秩父郡大滝村（秩父湖）

１８ 給水施設 埼玉県秩父郡大滝村（秩父湖）

１９ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村（十文字峠）
じゅうもんじ

２０ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村（大輪）
おお わ

２１ 避難小屋 埼玉県秩父郡大滝村（柳小屋）

２２ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村（豆焼沢）

２３ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村（甲武信ヶ岳）
こ ぶ し

２４ 休 憩 所 埼玉県秩父郡大滝村（霧藻ヶ峰）
きり も

２５ 避難小屋 埼玉県秩父郡大滝村（破不山）
は ふ



整 備 方 針 旧計画との関係

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（栃 本 広 場）

十文字山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）三峯秩父湖集団施設地区

秩父湖やその周辺の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規

（ ）三峯秩父湖集団施設地区

秩父湖やその周辺の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規

（ ）三峯秩父湖集団施設地区

秩父湖やその周辺地区に安定的に飲料水等を給水するための給水施設として整備 新 規

する。 （ ）三峯秩父湖集団施設地区

十文字山の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）十 文 字 峠 宿 舎

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（大 輪 広 場）

十文字山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規

（柳小屋宿舎）

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

奥秩父縦走等の登山利用者のための宿泊施設として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）甲 武 信 岳 宿 舎

雲取山の登山利用者等のための休憩所として整備する。 新 規
くもとり

（地蔵峠苑地）

奥秩父縦走等の登山利用者の安全を図るための避難小屋として整備する。 昭34. 3.24告示

（ ）破 不 山 避 難 小 屋



番号 種 類 位 置

２６ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村（雁坂峠）
かりさか

２７ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村（白岩山）
しらいわ

２８ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村及び山梨県東山梨郡三富村（雁峠）
がん

２９ 避難小屋 埼玉県秩父郡大滝村（雁峠）
がん

３０ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村及び東京都西多摩郡奥多摩町（雲取山）
くもとり

３１ 園 地 東京都青梅市（軍 畑）
いくさばた

３２ 駐 車 場 東京都青梅市（射山渓）
しゃざんけい

３３ 案 内 所 東京都青梅市（御岳）
みた け

３４ 園 地 東京都青梅市（御岳）
みた け

３５ 広 場 東京都青梅市（滝本）

３６ 駐 車 場 東京都青梅市（滝本）

３７ 園 地 東京都青梅市（梅郷）

３８ 園 地 東京都青梅市（御岳山）
みた け



整 備 方 針 旧計画との関係

奥秩父縦走等の登山利用者のための宿泊施設として整備する。 昭27.10.13告示

（雁坂峠宿舎）

雲取山の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 昭30. 3.30告示
くもとり

（白岩山宿舎）

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

奥秩父縦走等の登山利用者の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規

雲取山の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 新 規

（雲取山宿舎）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

御岳渓谷やその周辺の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規
みた け

（射山渓苑地）

奥多摩地区における登山コース，興味対象等について教示案内するための案内所 新 規

として整備する。

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（御 岳 広 場）

散策等のための広場として整備する。 昭30. 3.30告示

（滝 本 広 場）

御岳山やその周辺の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規
みた け

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）吉 野 梅 林 苑 地

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）御岳集団 施 設 地区



番号 種 類 位 置

３９ 宿 舎 東京都青梅市（御岳山）
みた け

４０ 休 憩 所 東京都青梅市（御岳山）
みた け

４１ 博物展示施設 東京都青梅市（御岳山）
みた け

４２ 園 地 東京都青梅市（御岳長尾平）
みたけながおたいら

４３ 宿 舎 東京都あきる野市（養沢鍾乳洞）
ようざわ

４４ 広 場 東京都あきる野市（上養沢）
ようざわ

４５ 園 地 東京都あきる野市（長岳）
ながたけ

４６ 宿 舎 東京都あきる野市（長岳）
ながたけ

４７ 野 営 場 東京都あきる野市（長岳）
ながたけ

４８ 運 動 場 東京都あきる野市（長岳）
ながたけ

４９ 博物展示施設 東京都あきる野市（長岳）
ながたけ

５０ 駐 車 場 東京都あきる野市（十里木）
じゅうりき

５１ 園 地 東京都西多摩郡日の出町（日の出山）



整 備 方 針 旧計画との関係

御岳山の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規
みた け

（ ）御岳集団 施 設 地区

御岳山の自然探勝等の利用者のための休憩所として整備する。 新 規
みた け

（ ）御岳集団 施 設 地区

御岳山の自然解説，公園利用のための情報提供等を行うための博物展示施設とし 新 規
みた け

て整備する。 （ ）御岳集団 施 設 地区

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）御岳集団 施 設 地区

養沢鍾乳洞やその周辺の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規
ようざわ

散策等のための広場として整備する。 昭30. 3.30告示

（柿 平 広 場）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）秋川集団 施 設 地区

秋川渓谷の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規

（ ）秋川集団 施 設 地区

秋川渓谷の自然とふれあうための野営場として整備する。 新 規

（ ）秋川集団 施 設 地区

自然とふれあうための運動場として整備する。 新 規

（ ）秋川集団 施 設 地区

秋川渓谷の自然解説や公園利用のための情報提供等を行うための博物展示施設と 新 規

して整備する。 （ ）秋川集団 施 設 地区

秋川渓谷やその周辺の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規

（ ）秋川集団 施 設 地区

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規



番号 種 類 位 置

５２ 宿 舎 東京都西多摩郡日の出町（日の出山）

５３ 避難小屋 東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町（鋸山）

５４ 園 地 東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町（大岳山）
おおたけ

５５ 宿 舎 東京都西多摩郡檜原村（大岳山）
おおたけ

５６ 園 地 東京都西多摩郡檜原村（神戸）
かの と

５７ 野 営 場 東京都西多摩郡檜原村（神戸）
かの と

５８ 園 地 東京都西多摩郡檜原村（馬頭刈山）
ま ず か り

５９ 園 地 東京都西多摩郡檜原村（三頭山）
みと う

６０ 避難小屋 東京都西多摩郡檜原村（三頭山）
みと う

６１ 博物展示施設 東京都西多摩郡檜原村（三頭山）
みと う

６２ 園 地 東京都西多摩郡檜原村（払沢の滝）
ほっさわ

６３ 園 地 東京都西多摩郡檜原村（浅間嶺）
せんげん

６４ 広 場 東京都西多摩郡檜原村（数馬）
かず ま



整 備 方 針 旧計画との関係

日の出山の登山等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規

鋸山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 昭45. 5.21告示

（ ）鋸 山 避 難 小 屋

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭47. 9.16告示

（大岳山園地）

大岳山の登山等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規
おおたけ

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（神 戸 苑 地）

自然とふれあうための野営場として整備する。 新 規

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）馬 頭 刈 山 苑 地

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（三頭山苑地）

三頭山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規
みと う

三頭山の自然解説や公園利用のための情報提供等を行うための博物展示施設とし 新 規
みと う

て整備する。

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

散策等のための広場として整備する。 昭30. 3.30告示

（数 馬 広 場）



番号 種 類 位 置

６５ 避難小屋 東京都西多摩郡奥多摩町（酉谷山）
とりたに

６６ 避難小屋 東京都西多摩郡奥多摩町（一杯水）
いっぱいみず

６７ 避難小屋 東京都西多摩郡奥多摩町（雲取山）
くもとり

６８ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（倉沢谷）

６９ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（日原鍾乳洞）
にっぱら

７０ 野 営 場 東京都西多摩郡奥多摩町（大丹波）
お お た ば

７１ 宿 舎 東京都西多摩郡奥多摩町（五十人平）

７２ 広 場 東京都西多摩郡奥多摩町（日原）

７３ 避難小屋 東京都西多摩郡奥多摩町（鷹ノ巣山）

７４ 広 場 東京都西多摩郡奥多摩町（大丹波）
お お た ば

７５ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（日原大沢）

７６ 野 営 場 東京都西多摩郡奥多摩町（梅沢）

７７ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（鳩ノ巣）



整 備 方 針 旧計画との関係

酉谷山（天目山）の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規
とりたに てんもく

（天目山宿舎）

天目山（三ツドッケ）の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備す 新 規
てんもく

る。 （一杯水宿舎）

雲取山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 昭31.12.10告示
くもとり

（ ( ）雲取山宿舎 避難小屋）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（倉沢谷苑地）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）日 原 鍾 乳 洞 苑 地

自然とふれあうための野営場として整備する。 新 規

雲取山等の登山利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規
くもとり

（檜 尾 宿 舎）

散策等のための広場として整備する。 昭30. 3.30告示

（日 原 広 場）

鷹ノ巣山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規

散策等のための広場として整備する。 昭30. 3.30告示

（大丹波広場）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭34.10.26告示

（大 沢 園 地）

自然とふれあうための野営場として整備する。 昭27.10.13告示

（梅沢野営場）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（鳩ノ巣苑地）



番号 種 類 位 置

７８ 宿 舎 東京都西多摩郡奥多摩町（鳩ノ巣）

７９ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（白丸）
しろまる

８０ 野 営 場 東京都西多摩郡奥多摩町（氷川）
ひか わ

８１ 公衆浴場 東京都西多摩郡奥多摩町（氷川）
ひか わ

８２ 博物展示施設 東京都西多摩郡奥多摩町（氷川）
ひか わ

８３ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（登計）
と け

８４ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（小河内ダム）
お ご う ち

８５ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（大麦代）
おおむぎしろ

８６ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（海沢谷）
うなざわ

８７ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（坂本）

８８ 駐 車 場 東京都西多摩郡奥多摩町（峰谷）
みねだに

８９ 駐 車 場 東京都西多摩郡奥多摩町（川野）

９０ 駐 車 場 東京都西多摩郡奥多摩町（留浦）
とず ら



整 備 方 針 旧計画との関係

鳩ノ巣渓谷やその周辺の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 昭35. 3.14告示

（鳩の巣宿舎）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

氷川渓谷の自然とふれあうための野営場として整備する。 昭31. 8.18告示
ひか わ

（氷川野営場）

氷川渓谷やその周辺の自然探勝等の利用者ための公衆浴場として整備する。 新 規
ひか わ

奥多摩地区の自然解説や公園利用のための情報提供等を行うための博物展示施設 昭62. 2.19告示

として整備する。 （ ）奥多摩博物展示施設

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（登 計 苑 地）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）小河内集団施設地区

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）小河内集団施設地区

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）小河内集団施設地区

奥多摩湖畔の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規

（ ）小河内集団施設地区

奥多摩湖畔の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規

（ ）小河内集団施設地区

奥多摩湖畔の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規

（ ）小河内集団施設地区



番号 種 類 位 置

９１ 避難小屋 東京都西多摩郡奥多摩町（御前山）
ごぜ ん

９２ 休 憩 所 山梨県甲府市（御室小屋）
おむ ろ ご や

９３ 園 地 山梨県甲府市（金 楼）
かなざくら

９４ 宿 舎 山梨県甲府市（金 楼）
かなざくら

９５ 園 地 山梨県甲府市（御岳昇仙峡）
みたけしょうせん

９６ 宿 舎 山梨県甲府市（御岳昇仙峡）
みたけしょうせん

９７ 駐 車 場 山梨県甲府市（天神森）
てんじんもり

９８ 園 地 山梨県甲府市（白山）
しろやま

９９ 宿 舎 山梨県塩山市（笠取山）
かさとり

１００ 宿 舎 山梨県塩山市（将 監峠）
しょうげん

１０１ 野 営 場 山梨県塩山市（三之瀬）

１０２ 野 営 場 山梨県塩山市（藤尾）

１０３ 園 地 山梨県塩山市（柳 沢峠）
やなぎさわ



整 備 方 針 旧計画との関係

御前山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規
ごぜ ん

金峰山の登山利用者等のための休憩所として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（金 桜 広 場）

金 楼神社やその周辺の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 昭30. 3.30告示
かなざくら

（金 桜 宿 舎）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（仙 滝 園 地）

御岳昇仙峡の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 昭40. 6. 9告示
みたけしょうせん

（昇仙峡宿舎）

御岳昇仙峡の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規
みたけしょうせん

（天神平広場）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（白 山 苑 地）

奥秩父縦走等の登山利用者のための宿泊施設として整備する。 昭30. 3.30告示

（笠取山宿舎）

奥秩父縦走等の登山利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規

（ ）牛 王 院 平 宿 舎

登山者の拠点となる野営場として整備する。 新 規

（ ﾉ ）一 瀬集団施設地区

自然とふれあうための野営場として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（柳沢峠苑地）



番号 種 類 位 置

１０４ 休 憩 所 山梨県塩山市（千石）
せんごく

１０５ 園 地 山梨県塩山市（大菩薩峠）
だいぼさつ

１０６ 宿 舎 山梨県塩山市（大菩薩峠）
だいぼさつ

１０７ 園 地 山梨県東山梨郡牧丘町（大 弛峠）
おおだるみ

１０８ 宿 舎 山梨県東山梨郡牧丘町（大 弛峠）
おおだるみ

１０９ 宿 舎 山梨県東山梨郡三富村（西沢渓谷）

１１０ 園 地 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）

１１１ 宿 舎 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）

１１２ 休 憩 所 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）

１１３ 野 営 場 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）

１１４ 駐 車 場 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）

１１５ 博物展示施設 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）

１１６ 給水施設 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）



整 備 方 針 旧計画との関係

大菩薩嶺の登山利用者等のための休憩所として整備する。 新 規
だいぼさつ

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭31.12.17告示

（ ）大 菩 薩 峠 苑 地

大菩薩嶺の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 昭30. 3.30告示
だいぼさつ

（ ）大 菩 薩 峠 宿 舎

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

国師ヶ岳の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 新 規
こく し

（ ｹ ）国 師 岳 宿 舎

西沢渓谷の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（広 瀬 広 場）

広瀬湖畔やその周辺の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 昭30. 3.30告示

（広 瀬 宿 舎）

広瀬湖畔やその周辺の自然探勝等の利用者のための休憩所として整備する。 新 規

自然とふれあうための野営場として整備する。 新 規

広瀬湖やその周辺の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規

広瀬湖やその周辺の自然解説や公園利用のための情報提供等を行うための博物展 新 規

示施設として整備する。

広瀬湖やその周辺地区に安定的に飲料水等を給水するための給水施設として整備 新 規

する。



番号 種 類 位 置

１１７ 避難小屋 山梨県東山梨郡三富村（牛首）
うしくび

１１８ 園 地 山梨県東山梨郡三富村（青笹川）
あおざさ

１１９ 園 地 山梨県中巨摩郡敷島町（パノラマ台）

１２０ 園 地 山梨県中巨摩郡敷島町（羅漢寺）
ら か ん じ

１２１ 園 地 山梨県北巨摩郡須玉町（周先ヶ原）
しゅうせんがはら

１２２ 宿 舎 山梨県北巨摩郡須玉町（周先ヶ原）
しゅうせんがはら

１２３ 野 営 場 山梨県北巨摩郡須玉町（周先ヶ原）
しゅうせんがはら

１２４ 宿 舎 山梨県北巨摩郡須玉町（大日岩）
だいにち

１２５ 宿 舎 山梨県北巨摩郡須玉町（富士見平）

１２６ 野 営 場 山梨県北巨摩郡須玉町（富士見平）

１２７ 園 地 山梨県北巨摩郡須玉町（里宮平）
さとみやだいら

１２８ 宿 舎 山梨県北巨摩郡須玉町（里宮平）
さとみやだいら

１２９ 駐 車 場 山梨県北巨摩郡須玉町（里宮平）
さとみやだいら



整 備 方 針 旧計画との関係

黒金山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規
くろがね

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（ﾊﾟﾉﾗ ﾏ ）台苑地

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭27. 2.18告示

（羅漢寺苑地）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

周先ヶ原やその周辺の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規
しゅうせんがわら

自然とふれあうための野営場として整備する。 新 規

金峰山の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 昭30. 3.30告示

（大日岩宿舎）

瑞牆山の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 昭36.10.24告示
みずがき

（ ）富 士 見 平 宿 舎

登山者の拠点となる野営場として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

金峰山の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 新 規

金峰山の登山利用者等のための駐車場として整備する。 新 規



番号 種 類 位 置

１３０ 園 地 山梨県北巨摩郡須玉町（増富）
ますとみ

１３１ 宿 舎 山梨県北巨摩郡須玉町（増富）
ますとみ

１３２ 駐 車 場 山梨県北巨摩郡須玉町（増富）
ますとみ

１３３ 園 地 山梨県北巨摩郡須玉町（桂 平）
かつらだいら

１３４ 避難小屋 山梨県北都留郡丹波山村（飛龍山）
ひりゅう

１３５ 宿 舎 山梨県北都留郡丹波山村（三条の湯）

１３６ 宿 舎 山梨県北都留郡丹波山村（七ツ石山）
ななついし

１３７ 園 地 山梨県北都留郡丹波山村（三条橋）

１３８ 園 地 長野県南佐久郡川上村（毛木場）
も お き ば

１３９ 野 営 場 長野県南佐久郡川上村（毛木場）
も お き ば

１４０ 宿 舎 長野県南佐久郡川上村（金峰山）



整 備 方 針 旧計画との関係

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）増富集団 施 設 地区

増富温泉やその周辺の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規

（ ）増富集団 施 設 地区

増富温泉やその周辺の自然探勝等のための駐車場として整備する。 新 規

（ ）増富集団 施 設 地区

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

奥秩父縦走等の登山利用者の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規

（飛龍山宿舎）

奥秩父縦走等の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）三 条 鉱 泉 宿 舎

雲取山の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 新 規
くもとり

（ ﾂ ）七 石 山 宿 舎

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 昭30. 3.30告示

（三条橋苑地）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

登山者の拠点となる野営場として整備する。 新 規

金峰山の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 昭30. 3.30告示

（金峰山宿舎）



ウ 道路

（ア）車道

車道は次のとおりとする。

（表１５：道路（車道）表）

番号 路 線 名 区 間 主要経過地

１ 両神山線 起点－埼玉県秩父郡両神村（広河原・国立公園境界）

終点－埼玉県秩父郡両神村（白井差）
しらいさす

２ 中津川八丁峠線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（出合・車道分岐点）
であ い

終点－埼玉県秩父郡大滝村（八丁峠・国立公園境界）

３ 中津川梓山線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（塩沢・車道分岐点） 中津峡

終点－長野県南佐久郡川上村 三国峠

（三国峠・国立公園境界）

起点－長野県南佐久郡川上村（梓山・国立公園境界）

終点－長野県南佐久郡川上村（梓山・国立公園境界）

４ 秩父広瀬線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（強石・国立公園境界） 大輪
こわいし お お わ

終点－山梨県東山梨郡三富村（円川・国立公園境界） 滝沢
まるかわ

終点－埼玉県秩父郡大滝村（川又・車道合流点） 秩父湖

終点－埼玉県秩父郡大滝村（川又・車道合流点） 栃本
とちもと

広瀬湖

５ 二瀬三峰線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（二瀬・車道分岐点）
ふた せみつみね ふ た せ

終点－埼玉県秩父郡大滝村（三峰）
みつみね

６ 大血川三峰線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（大達原・車道分岐点） 太陽寺
おお ち みつみね

終点－埼玉県秩父郡大滝村（三峰）
みつみね

７ 御岳滝本線 起点－東京都青梅市（御岳・車道分岐点）
みた け み た け

終点－東京都青梅市（滝本）

８ 青梅塩山線 起点－東京都青梅市（日向和田・国立公園境界） 御岳渓谷
ひ な た わ だ み た け

終点－山梨県塩山市（裂石・国立公園境界） 鳩ノ巣渓谷
さけいし は と の す

氷川渓谷
ひか わ

奥多摩湖

丹波渓谷
た ば

柳 沢峠
やなぎさわ



整 備 方 針 旧計画との関係

秩父方面から両神山への登山口にあたる白井差への到達道路として整備する。 新 規
しらいさす

神流川流域の風景観賞等のための道路として整備する。 新 規
かん な

埼玉県側と長野県側とを結ぶ連絡道路として整備する。 昭30. 3.30告示

（梓山落合線）

埼玉県側と山梨県側とを結ぶ連絡道路として整備する。 昭30. 3.30告示

（秩父栃本線）

（塩山広瀬線）

三峰集団施設地区への到達道路として整備する。 昭40. 6. 9告示
みつみね

（ ）二瀬三峰 山 登 山線

三峰集団施設地区への到達道路として整備する。 新 規
みつみね

御岳山の玄関口である滝本への到達道路として整備する。 昭30. 3.30告示
みた け

（御 岳 山 線）

東京都側と山梨県側とを結ぶ主要連絡道路として整備する。 昭30. 3.30告示

（青梅塩山線）



番号 路 線 名 区 間 主要経過地

９ 多摩川南岸線 起点－東京都青梅市（梅郷・国立公園境界） 吉野梅郷
ばいごう ばいごう

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（氷川・車道合流点） 御岳渓谷
ひか わ み た け

終点－東京都西多摩郡奥多摩町 鳩ノ巣渓谷
は と の す

（小丹波・車道合流点）
こ た ば

１０ 十里木養沢線 起点－東京都あきる野市（十里木・国立公園境界）
じゅうりきようざわ じゅうりき

終点－東京都あきる野市（上養沢）
ようざわ

１１ 十里木小河内線 起点－東京都あきる野市（十里木・国立公園境界） 秋川渓谷
じゅ う り き お ご う ち じゅうりき

終点－東京都西多摩郡檜原村 数馬
かず ま

（下川乗・国立公園境界） 風張峠
のり

起点－東京都西多摩郡檜原村 月夜見山

（下川乗・国立公園境界） 奥多摩湖
のり

終点－東京都西多摩郡檜原村

（下川乗・国立公園境界）
のり

起点－東京都西多摩郡檜原村

（下川乗・国立公園境界）
のり

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（三頭橋・車道合流点）
みと う

１２ 肝要三ツ沢線 起点－東京都西多摩郡日の出町
かんよう

（肝要・国立公園境界）
かんよう

終点－東京都西多摩郡日の出町（三ツ沢）

１３ 大沢神戸線 起点－東京都西多摩郡檜原村（大沢・車道分岐点）
かの と

終点－東京都西多摩郡檜原村（神戸）
かの と

１４ 本 宿日向平線 起点－東京都西多摩郡檜原村（本 宿・車道分岐点）
もとじゅくひなたびら もとじゅく

終点－東京都西多摩郡檜原村（日向平）
ひなたびら

１５ 上川乗小岩線 起点－東京都西多摩郡檜原村（上川乗・車道分岐点） 松生山
のり のり

終点－東京都西多摩郡檜原村（小岩・車道合流点）

１６ 川井大丹波線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（川井・車道分岐点）
お お た ば

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（大丹波）
お お た ば

１７ 氷川日原線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（氷川・車道分岐点） 日原渓谷
ひか わにっぱら ひ か わ にっぱら

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（日原）
にっぱら

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（倉沢谷）





整 備 方 針 旧計画との関係

青梅市方面から多摩川南岸を通り氷川に至る連絡道路として整備する。 昭30. 3.30告示
ひ か わ

（吉野古里線）

八王子方面から日の出山の登山口にあたる上養沢への到達道路として整備する。 昭30. 3.30告示
ようざわ

（ ）十 里 木 養 沢 線

八王子方面と奥多摩湖とを結ぶ連絡道路として整備する。 昭43. 4.15告示

（ ）本 宿 小 河 内 線

八王子方面から日の出山の登山口にあたる三ツ沢への到達道路として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）五 日 市 御 岳 山 線

神戸園地等への到達道路として整備する。 新 規
かの と

本 宿から日向平への到達道路として整備する。 昭30. 3.30告示
もとじゅく ひなたびら

（ ）五 日 市 小 河 内 線

南秋川と北秋川とを結ぶ連絡道路として整備する。 新 規

大丹波広場等への到達道路として整備する。 昭30. 3.30告示
お お た ば

（ ）川 井 大 丹 波 線

日原鍾乳洞園地等への到達道路として整備する。 昭30. 3.30告示
にっぱら

（氷川日原線）





番号 路 線 名 区 間 主要経過地

１８ 坂本峰谷線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町

（坂本・車道分岐点）

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（峰谷）

１９ 川野小菅線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町

（深山橋・車道分岐点）
みや ま

終点－山梨県北都留郡小菅村（橋立）

２０ 甲府増富線 起点－山梨県中巨摩郡敷島町 御岳昇仙峡
ますとみ みたけしょうせん

（長瀞橋・国立公園境界） 能泉湖
ながとろ

終点－山梨県北巨摩郡須玉町（塩川・国立公園境界） 金 桜神社
かなざくら

終点－山梨県甲府市（野猿谷） 木賊峠

増富
ますとみ

２１ 御岳昇仙峡線 起点－山梨県甲府市（河方・車道分岐点） 御岳昇仙峡
みたけしょうせん みたけしょうせん

終点－山梨県甲府市（竹日向・車道合流点）

２２ 和田峠天神森線 起点－山梨県甲府市（和田・国立公園境界） 和田峠

終点－山梨県甲府市（天神森・車道合流点） 千代田湖

２３ 落合花魁淵線 起点－山梨県塩山市（落合・車道分岐点） 一之瀬
おいらん

終点－山梨県塩山市（花魁淵・車道合流点）
おいらん

２４ 黒森本谷川線 起点－山梨県北巨摩郡須玉町（黒森・国立公園境界） 里宮平
ほんたに

終点－山梨県北巨摩郡須玉町（落合・車道合流点）

２５ 梓山毛木場線 起点－長野県南佐久郡川上村（梓山・車道分岐点）
も お き ば

終点－長野県南佐久郡川上村（毛木場）
も お き ば



整 備 方 針 旧計画との関係

鷹ノ巣山等の登山口にあたる峰谷への到達道路として整備する。 新 規

奥多摩湖方面から大菩薩嶺等の登山口にあたる橋立への到達道路として整備す 昭30. 3.30告示
だいぼさつ

る。 （川野川池線）

甲府方面から御岳昇仙峡を経て増富温泉方面に至る連絡道路として整備する。 昭30. 3.30告示
みたけしょうせん

（甲府増富線）

御岳昇仙峡の風景観賞等のための道路として整備する。 昭45. 4.11告示
みたけしょうせん

（ ）御 岳 昇 仙 峡 線

甲府市街から御岳昇仙峡への到達道路として整備する。 昭30. 3.30告示
みたけしょうせん

（ ）和 田 峠 天 神 平 線

奥秩父主稜等の登山口にあたる一之瀬への到達道路として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）落 合 花 魁 淵 線

金峰山等の登山口にあたる里宮平への到達道路として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）黒 森 本 谷 川 線

甲武信ヶ岳等の登山口にあたる毛木場への到達道路として整備する。 昭30. 3.30告示
も お き ば

（ ）梓 山 十 文 字 峠 線



ウ 道路

（イ）歩道

歩道は次のとおりとする。

（表１６：道路（歩道）表）

番号 路 線 名 区 間 主要経過地

１ 集人両神山線 起点－埼玉県秩父郡両神村（集人・国立公園境界） 清滝
あつばと あつばと

終点－埼玉県秩父郡両神村及び同郡大滝村

（両神山・歩道合流点）

終点－埼玉県秩父郡両神村（清滝小屋上・歩道合流点）

２ 白井差両神山線 起点－埼玉県秩父郡両神村（白井差） 一位ガタワ
しらいさす しらいさす

終点－埼玉県秩父郡両神村（清滝小屋・歩道合流点）

終点－埼玉県秩父郡両神村（両神神社・歩道合流点）

３ 白井差大峠線 起点－埼玉県秩父郡両神村（白井差）
しらいさす しらいさす

終点－埼玉県秩父郡両神村及び同郡大滝村

（大峠・歩道合流点）

４ 両神山縦走線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（中双里） 両神山
なかそうり

終点－埼玉県秩父郡大滝村（上落合橋） 八丁峠

５ 三国山十文字峠線 起点－埼玉県秩父郡大滝村及び長野県南佐久郡川上村 三国峠

（三国山・国立公園境界）

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び長野県南佐久郡川上村

（十文字峠・歩道合流点）

６ 塩沢二瀬線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（塩沢）
ふた せ

終点－埼玉県秩父郡大滝村（二瀬）
ふた せ

７ 御岳山線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（強石） 御岳山
おんたけ こわいし おんたけ

終点－埼玉県秩父郡大滝村（落合）

８ 白泰山線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（栃本） 白泰山
はくたい とちもと はくたい

起点－埼玉県秩父郡大滝村（栃本）
とちもと

終点－埼玉県秩父郡大滝村（四里観音・歩道合流点）
より か ん の ん

９ 二瀬三峰線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（二瀬） 三峯神社
ふた せみつみね ふ た せ みつみね

終点－埼玉県秩父郡大滝村（三峰・歩道合流点）
みつみね



整 備 方 針 旧計画との関係

集人から両神山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
あつばと

（ ）日向大谷 両 神 山線

白井差から両神山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
しらいさす

（ ）広 河 原 両 神 山 線

白井差と両神山縦走線歩道とを連絡する登山道として整備する。 新 規
しらいさす

中双里から両神山を経て上落合橋に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
なかそうり

（ ）両 神 山 縦 走 線

三国山から十文字峠に至る登山道として整備する。 新 規

塩沢から二瀬に至る自然探勝歩道として整備する。 新 規
ふた せ

強石から御岳山を経て落合に至る登山道として整備する。 新 規
こわいし おんたけ

栃本から白泰山を経て十文字峠に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
とちもと はくたい

（白 泰 山 線）

二瀬から三峰に至る登山道として整備する。 昭36. 6. 8告示
ふた せ みつみね

（ ）二 瀬 三 峯 線



番号 路 線 名 区 間 主要経過地

１０ 大輪三峰線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（大輪）
おおわみつみね お お わ

終点－埼玉県秩父郡大滝村（三峰・歩道合流点）
みつみね

１１ 川又十文字峠線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（川又） 入川

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び長野県南佐久郡川上村 柳小屋

（十文字峠南・歩道合流点）

１２ 川又雁坂峠線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（川又） 突出峠
かりさか つんだし

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び山梨県東山梨郡三富村 雁坂小屋
かりさか

（雁坂峠・歩道合流点）
かりさか

１３ 白石山線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（二瀬） 白石山
しらいし ふ た せ しらいし

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び山梨県塩山市 東仙波

（山ノ神土・歩道合流点）

終点－埼玉県秩父郡大滝村（白石山）
しらいし

１４ 真の沢線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（柳小屋・歩道分岐点） 真の沢
しんのさわ しんのさわ

終点－埼玉県秩父郡大滝村，山梨県東山梨郡三富村及び

長野県南佐久郡川上村

（甲武信ヶ岳・歩道合流点）
こ ぶ し

１５ 三峰雲取山線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（三峰・歩道分岐点） 霧藻ヶ峰
みつみねくもとり みつみね き り も

終点－埼玉県秩父郡大滝村，東京都西多摩郡奥多摩町及 白岩山
しらいわ

び山梨県北都留郡丹波山村

（雲取山・歩道合流点）
くもとり

１６ 大日向霧藻ヶ峰線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（大日向）
きり も

終点－埼玉県秩父郡大滝村（霧藻ヶ峰・歩道合流点）
きり も

１７ 黒岩尾根線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（豆焼沢） 黒岩

終点－埼玉県秩父郡大滝村（雁坂小屋・歩道合流点）
かりさか



整 備 方 針 旧計画との関係

大輪から三峰に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
おお わ みつみね

（大輪三峯線）

川又から入川沿いを通り十文字峠に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）栃 本 十 文 字 峠 線

川又から奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）栃 本 雁 坂 峠 線

二瀬から白石山を経て奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規
ふた せ しらいし

柳小屋から真の沢沿いを通り甲武信ヶ岳に至る登山道として整備する。 新 規
しんのさわ こ ぶ し

三峰から雲取山に至る登山道として整備する。 昭30.3.30告示
みつみね くもとり

（ ）三 峯 雲 取 山 線

大日向から霧藻ヶ峰に至る登山道として整備する。 昭30.3.30告示
き り も

（ ）強 石 太 陽 寺 線

豆焼沢から黒岩尾根を通り奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規



番号 路 線 名 区 間 主要経過地

１８ 奥秩父縦走線 起点－埼玉県秩父郡大滝村，東京都西多摩郡奥多摩町及 大洞山
おおぼら

び山梨県北都留郡丹波山村 将 監峠
しょうげん

（雲取山・歩道分岐点） 牛王院平
くもとり ごおういん

終点－山梨県甲府市及び長野県南佐久郡川上村 笠取山
かさとり

（金峰山・歩道合流点） 雁峠
がん

雁坂峠
かりさか

甲武信ヶ岳
こ ぶ し

国師ヶ岳
こく し

朝日岳

１９ 軍畑岩茸石山線 起点－東京都青梅市（軍 畑） 高水山
いくさばたいわたけ いくさばた たかみず

終点－東京都青梅市及び東京都西多摩郡奥多摩町

（岩茸石山・歩道合流点）
いわたけ

２０ 吉野日の出山線 起点－東京都青梅市（柚木） 琴平神社
ゆ ぎ

起点－東京都青梅市（梅郷・国立公園境界）
ばいごう

終点－東京都青梅市及び東京都西多摩郡日の出町

（日の出山・歩道合流点）

２１ 吉野氷川線 起点－東京都青梅市（日向和田・国立公園境界） 御岳渓谷
ひか わ ひ な た わ だ み た け

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（登計） 鳩ノ巣渓谷
と け は と の す

２２ 御岳山三頭山線 起点－東京都青梅市（御岳山・歩道分岐点） 大岳山
みた け み と う み た け おおたけ

終点－東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町 鋸 山
のこぎり

（三頭山・歩道合流点） 御前山
みと う ご ぜ ん

月夜見山

２３ 軍道大岳山線 起点－東京都あきる野市（軍道） 馬頭刈山
ぐん おおたけ ぐん ま ず か り

終点－東京都あきる野市及び東京都西多摩郡奥多摩町

（つづら岩・歩道合流点）

起点－東京都西多摩郡檜原村（八割・歩道分岐点）

終点－東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町

（大岳山・歩道合流点）
おおたけ

２４ 三ツ沢日の出山線 起点－東京都西多摩郡日の出町（三ツ沢）

終点－東京都西多摩郡日の出町

（日の出山南東・歩道合流点）



整 備 方 針 旧計画との関係

雲取山から金峰山に至る奥秩父主稜を縦走する登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
くもとり

（秩父縦走線）

軍 畑から岩茸石山に至る登山道として整備する。 昭57. 5.17告示
いくさばた いわたけ

（ ）軍 畑 岩 茸 石 山 線

梅郷から日の出山に至る登山道として整備する。 昭57. 5.17告示
ばいごう

（ ）吉 野 日 の 出 山 線

日向和田から氷川までの多摩川の自然を探勝するための歩道として整備する。 昭30. 3.30告示
ひ な た わ だ ひ か わ

（吉野氷川線）

御岳山から三頭山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
みた け み と う

（ ）御 岳 山 三 頭 山 線

軍道から大岳山に至る登山道として整備する。 昭57. 5.17告示
ぐん おおたけ

（軍畑大岳線）

三ツ沢から日の出山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）大 久 野 御 岳 線



番号 路 線 名 区 間 主要経過地

２５ 日向平水久保沢線 起点－東京都西多摩郡檜原村（日向平） 小河内峠
ひなたびら ひなたびら お ご う ち

終点－東京都西多摩郡奥多摩村

（水久保沢・歩道合流点）

２６ 宮ヶ谷戸御前山線 起点－東京都西多摩郡檜原村（宮ヶ谷戸）
ごぜ ん

終点－東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町

（御前山・歩道合流点）
ごぜ ん

２７ 数馬三頭山線 起点－東京都西多摩郡檜原村（数馬上） 槙寄山
かず ま み と う か ず ま まきよせ

終点－東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町

（三頭山・歩道合流点）
みと う

２８ 数馬浅間嶺線 起点－東京都西多摩郡檜原村（数馬上） 浅間尾根
かず ませんげん か ず ま せんげん

起点－東京都西多摩郡檜原村（数馬下）
かず ま

終点－東京都西多摩郡檜原村（浅間嶺・歩道合流点）
せんげん

２９ 笛吹槙寄山線 起点－東京都西多摩郡檜原村（笛吹） 笛吹峠
うずひきまきよせ うずひき うずひき

終点－東京都西多摩郡檜原村（槙寄山・歩道合流点）
まきよせ

３０ 首都圏自然歩道線 起点－東京都西多摩郡檜原村（上川乗・国立公園境界） 浅間嶺
のり せんげん

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（大丹波） つづら岩
お お た ば

大岳沢
おおたけ

日の出山

御岳山
みた け

御岳
みた け

惣岳山

岩茸石山

棒ノ嶺

百軒茶屋

３１ 川苔山天目山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（踊 平・歩道分岐点） 日向沢ノ峰
かわのり てんもく おどりだいら

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（一杯水・歩道合流点） 蕎麦粒山
いっぱいみず そ ば つ ぶ

３２ 日原酉谷山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（日原鍾乳洞） 小川谷
にっぱらとりたに にっぱら

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（酉谷山・歩道合流点）
とりたに



整 備 方 針 旧計画との関係

日向平と水久保沢とを連絡する登山道として整備する。 新 規
ひなたびら

宮ヶ谷戸から御前山に至る登山道として整備する。 新 規
ごぜ ん

数馬から三頭山に至る登山道として整備する。 新 規
かず ま み と う

数馬から浅間尾根を通り浅間嶺に至る登山道として整備する。 昭57. 5.17告示
かず ま せんげん せんげん

（ ）数 馬 浅 間 嶺 線

笛吹から槙寄山に至る登山道として整備する。 新 規
うずひき まきよせ

首都圏自然歩道として整備する。 昭57. 5.17告示

（ ）首都圏自 然 歩 道線

川苔山北方の踊 平と天目山南方の一杯水とを連絡する登山道として整備する。 新 規
かわのり おどりだいら てんもく いっぱいみず

日原から小川谷を通り酉谷山に至る登山道として整備する。 新 規
にっぱら とりたに



番号 路 線 名 区 間 主要経過地

３３ 天祖山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町 天祖神社

（八丁橋・歩道分岐点） 天祖山

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び東京都西多摩郡奥多摩町

（梯子坂ノ頭・歩道合流点）

３４ 川苔山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町 踊 平
かわのり おどりだいら

（百軒茶屋・歩道分岐点）

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（鳩ノ巣）
は と の す

３５ 日原雲取山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（小川谷橋） 大雲取谷
にっぱらくもとり くもとり

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び東京都西多摩郡奥多摩町 ノジン尾根

（大ダワ・歩道合流点）

終点－東京都西多摩郡奥多摩町及び山梨県北都留郡丹波

山村（小雲取山・歩道合流点）
くもとり

３６ 日原芋木ノドッケ 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（日原） 一杯水
にっぱら にっぱら いっぱいみず

線 終点－埼玉県秩父郡大滝村及び東京都西多摩郡奥多摩町 酉谷山
とりたに

（芋木ノドッケ・歩道合流点）

３７ 日原七ツ石山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（日原） 鷹ノ巣山
にっぱらななついし にっぱら

終点－東京都西多摩郡奥多摩町及び山梨県北都留郡丹波

山村（ブナ坂・歩道合流点）

３８ 川苔谷線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（川乗橋） 百尋ノ滝
かわのり かわのり ひろ

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（川苔山・歩道合流点）
かわのり

３９ 小丹波川苔山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（小丹波） 赤久奈山
こ た ば かわのり こ た ば あ か く な

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（曲ヶ谷北峰・歩道合流点）
まがりがや

４０ 鳩ノ巣御岳山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（鳩ノ巣・歩道分岐点）
は と の す み た け は と の す

起点－東京都西多摩郡奥多磨町（寸庭・歩道分岐点）

終点－東京都青梅市（御岳山・歩道合流点）
みた け

４１ 丹三郎御岳山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（丹三郎） 大塚山
たんさぶろうみたけ たんさぶろう

終点－東京都青梅市（御岳山・歩道合流点）



整 備 方 針 旧計画との関係

日原川から天祖山を経て水松山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
にっぱら あららぎ

（ ）日 原 長 沢 山 線

百軒茶屋から大丹波川沿いを通り川苔山を経て鳩ノ巣に至る登山道として整備す 昭30. 3.30告示
お お た ば かわのり は と の す

る。 （川 乗 山 線）

日原から大ダワ及び小雲取山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
にっぱら くもとり

（ ）日 原 雲 取 山 線

日原から芋木ノドッケに至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
にっぱら

（ ）日 原 天 目 山 線

（ ）天 目 山 雲 取 山 線

日原から七ツ石山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
にっぱら ななついし

（ ﾂ ）日 原 七 石 山 線

川苔谷を通り川苔山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
かわのり かわのり

（ ）小 菅 川 乗 山 線

小丹波から川苔山東方の曲ヶ谷北峰に至る登山道として整備する。 新 規
こ た ば かわのり まがりがや

鳩ノ巣及び寸庭から御岳山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
は と の す み た け

（ ﾉ ）鳩 巣 御 岳 山 線

丹三郎から大塚山を経て御岳山に至る登山道として整備する。 新 規
たんさぶろう み た け



番号 路 線 名 区 間 主要経過地

４２ 氷川川苔山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（氷川） 本仁田山
ひか わかわのり ひ か わ ほ に た

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（舟井戸・歩道合流点）

４３ 氷川鷹ノ巣山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（氷川） 六ツ石山
ひか わ ひ か わ む つ い し

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（鷹ノ巣山・歩道合流点）

４４ 氷川 鋸 山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（氷川）
ひか わのこぎり ひ か わ

終点－東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町

（ 鋸 山・歩道合流点）
のこぎり

４５ 境御前山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（境橋） 栃寄
ごぜ ん とちより

終点－東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町

（御前山・歩道合流点）
ごぜ ん

４６ 峰谷鷹ノ巣山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（峰谷）

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（鷹ノ巣山避難小屋・歩道合流点）

４７ 水根六ツ石山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（水根）
む つ い し

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（六ツ石山・歩道合流点）
む つ い し

４８ 水根御前山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（水根） サス沢山
ごぜ ん

終点－東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町

（惣岳山・歩道合流点）

４９ 奥多摩湖南岸線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町 奥多摩湖岫沢
くき

（平ヶ谷・歩道分岐点） 集団施設地区

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（三頭橋）
みと う

５０ 奥多摩湖鷹ノ巣山 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（熱海） 倉戸山
くら と

線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（坂本） 榧ノ木山
かや

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（水根山・歩道合流点）

５１ 奥多摩湖三頭山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（川野） イヨ山
みと う

終点－東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町 ヌカザス山

（三頭山・歩道合流点）
みと う



整 備 方 針 旧計画との関係

氷川から本仁田山を経て川苔山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
ひか わ ほ に た かわのり

（ ）氷 川 本 仁 田 山 線

氷川から六ツ石山を経て鷹ノ巣山に至る登山道として整備する。 新 規
ひか わ む つ い し

氷川から 鋸 山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
ひか わ のこぎり

（登計鋸山線）

境橋から栃寄を経て御前山に至る登山道として整備する。 新 規
とちより ご ぜ ん

峰谷から鷹ノ巣山に至る登山道として整備する。 昭33. 5.31告示

（ ﾂ ）小河内七 石 山線

水根から六ツ石山に至る登山道として整備する。 新 規
む つ い し

水根からサス沢山を経て御前山に至る登山道として整備する。 新 規
ごぜ ん

奥多摩湖南岸の自然を探勝する歩道として整備する。 昭33. 5.31告示

（蛇沢岫沢線）

奥多摩湖畔の熱海及び坂本から倉戸山，榧ノ木山を経て鷹ノ巣山に至る登山道と 昭33. 5.31告示
くら と かや

して整備する。 （ ）小河内鷹 ノ 巣 山線

奥多摩湖畔から三頭山に至る登山道として整備する。 新 規
みと う



番号 路 線 名 区 間 主要経過地

５２ 岫沢鞘口峠線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（岫沢・歩道分岐点）
くき さいぐち くき

終点－東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町

（鞘口峠・歩道合流点）
さいぐち

５３ 黒平金峰山線 起点－山梨県甲府市（黒平） 水晶峠
くろべら くろべら

終点－山梨県甲府市及び長野県南佐久郡川上村

（金峰山・歩道合流点）

５４ 二之瀬将 監峠線 起点－山梨県塩山市（二之瀬）
しょうげん

終点－山梨県塩山市（将 監小屋・歩道合流点）
しょうげん

５５ 一之瀬笠取山線 起点－山梨県塩山市（一之瀬）
かさとり

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び山梨県塩山市

（笠取山・歩道合流点）
かさとり

５６ 落合大菩薩峠線 起点－山梨県塩山市（落合） 横手峠
だいぼさつ

起点－山梨県塩山市（柳 沢峠） 三本木
やなぎさわ

終点－山梨県塩山市及び山梨県北都留郡小菅村 丸川峠

（大菩薩峠・歩道合流点） 大菩薩嶺
だいぼさつ だいぼさつ

雷岩

神部岩
かん べ

賽ノ河原
さい

５７ 鶏冠山線 起点－山梨県塩山市（三重河原） 横手峠
けいかん み え

終点－山梨県塩山市（鶏冠山西方・歩道合流点） 鶏冠山
けいかん けいかん

５８ 裂石大菩薩峠線 起点－山梨県塩山市（裂石・国立公園境界） 上日川峠
さけいしだいぼさつ さけいし かみひかわ

終点－山梨県塩山市及び山梨県北都留郡丹波山村 富士見峠

（雷岩・歩道合流点）

終点－山梨県塩山市及び山梨県北都留郡丹波山村

（神部岩・歩道合流点）
かん べ

終点－山梨県塩山市，山梨県北都留郡小菅村及び同郡丹

波山村（賽ノ河原・歩道合流点）
さい

終点－山梨県塩山市及び山梨県北都留郡小菅村

（大菩薩峠・歩道合流点）
だいぼさつ

終点－山梨県塩山市及び山梨県北都留郡小菅村

（石丸峠・歩道合流点）



整 備 方 針 旧計画との関係

奥多摩湖岫沢集団施設地区から鞘口峠に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
くき さいぐち

（ ）数 馬 小 河 内 線

黒平から金峰山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
くろべら

（ ）黒 平 金 峯 山 線

二之瀬から奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ﾉ ）一 瀬牛王 院 平線

一之瀬から奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ﾉ ）一 瀬 雁 峠 線

落合及び柳 沢峠から大菩薩嶺を経て大菩薩峠に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
やなぎさわ だいぼさつ だいぼさつ

（ ）落 合 大 菩 薩 峠 線

（ ）柳沢峠大 菩 薩 嶺線

三重河原から鶏冠山に至る登山道として整備する。 新 規
み え けいかん

裂石から大菩薩峠等に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
さけいし だいぼさつ

（ ）裂 石 大 菩 薩 峠 線



番号 路 線 名 区 間 主要経過地

５９ 鷹見岩線 起点－山梨県東山梨郡三富村（東沢渓谷・歩道分岐点） 鷹見岩

終点－山梨県東山梨郡三富村（西沢渓谷・歩道合流点）

６０ 東沢甲武信ヶ岳線 起点－山梨県東山梨郡三富村（二俣・歩道分岐点） 東沢渓谷
こ ぶ し

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び山梨県東山梨郡三富村

（甲武信小屋・歩道合流点）
こ ぶ し

６１ 木賊山線 起点－山梨県東山梨郡三富村
とく さ

（西沢渓谷・歩道分岐点）

起点－山梨県東山梨郡三富村

（西沢渓谷・歩道分岐点）

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び山梨県東山梨郡三富村

（木賊山・歩道合流点）
とく さ

６２ 西沢国師ヶ岳線 起点－山梨県東山梨郡三富村（西沢渓谷・歩道分岐点） 天狗岩
こく し

終点－山梨県東山梨郡三富村及び長野県南佐久郡川上村

（国師ヶ岳・歩道合流点）
こく し

６３ 黒金山線 起点－山梨県東山梨郡三富村（西沢渓谷・歩道分岐点） 牛首ノタル

起点－山梨県東山梨郡三富村（幕岩・国立公園境界） 黒金山

終点－山梨県東山梨郡三富村（大ダオ・歩道合流点） 水ノタル

終点－山梨県東山梨郡三富村（水ノタル・歩道合流点）

６４ 西沢渓谷線 起点－山梨県東山梨郡三富村（広瀬） 七ツ釜五段ノ

終点－山梨県東山梨郡三富村 滝

（西沢渓谷・歩道合流点）

６５ 広瀬雁坂峠線 起点－山梨県東山梨郡三富村（広瀬）
かりさか

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び山梨県東山梨郡三富村

（雁坂峠・歩道合流点）
かりさか

６６ 広瀬雁峠線 起点－山梨県東山梨郡三富村（広瀬）
がん

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び山梨県東山梨郡三富村

（雁峠・歩道合流点）
がん

６７ 白沢笠取山線 起点－山梨県東山梨郡三富村（白沢）
しらさわかさとり しらさわ

終点－山梨県塩山市（笠取小屋・歩道合流点）
かさとり



整 備 方 針 旧計画との関係

鷹見岩を通り東沢渓谷と西沢渓谷とを連絡する登山道として整備する。 新 規

笛吹川源流の東沢沿いを通り甲武信ヶ岳に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
こ ぶ し

（ ）赤志甲武 信 ヶ 岳線

西沢渓谷入口から奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規

西沢渓谷から国師ヶ岳に至る登山道として整備する。 新 規
こく し

西沢渓谷等から黒金山に至る登山道として整備する。 昭40.10.23告示

（ ）西 沢 黒 金 山 線

昭30. 3.30告示

（ ）徳 和 黒 金 山 線

西沢渓谷を周回する自然探勝歩道として整備する。 昭40.10.23告示

（ ）西 沢 黒 金 山 線

広瀬から奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）広 瀬 雁 坂 峠 線

広瀬から奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規

白沢から奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規
しらさわ



番号 路 線 名 区 間 主要経過地

６８ 乾徳山線 起点－山梨県東山梨郡三富村 乾徳山
けんとく

（国師ヶ原・国立公園境界）

起点－山梨県東山梨郡三富村

（小屋沢ノ頭・国立公園境界）

終点－山梨県東山梨郡三富村（水ノタル・歩道合流点）

６９ 徳和渓谷線 起点－山梨県東山梨郡三富村（西奥山窪・歩道分岐点）

終点－山梨県東山梨郡三富村（西奥山窪・歩道合流点）

７０ 徳和国師ヶ岳線 起点－山梨県東山梨郡三富村（徳和・国立公園境界） 大ダオ
こく し

終点－山梨県東山梨郡牧丘町，同郡三富村及び長野県南 奥千丈岳

佐久郡川上村（国師ヶ岳・歩道合流点） 北奥千丈岳
こく し

７１ 長瀞パノラマ台線 起点－山梨県中巨摩郡敷島町（長瀞橋・国立公園境界）
ながとろ ながとろ

終点－山梨県中巨摩郡敷島町（パノラマ台）

７２ 小川山線 起点－山梨県北巨摩郡須玉町（ヤナギ坂・歩道分岐点）

終点－山梨県北巨摩郡須玉町及び長野県南佐久郡川上村

（小川山）

７３ 瑞牆山線 起点－山梨県北巨摩郡須玉町（富士見平・歩道分岐点） 瑞牆山
みずがき みずがき

終点－山梨県北巨摩郡須玉町（周先ヶ原）

７４ 里宮平金峰山線 起点－山梨県北巨摩郡須玉町（里宮平） 富士見平
さとみや さとみや

終点－山梨県甲府市及び長野県南佐久郡川上村 大日岩

（金峰山・歩道合流点）

７５ 増富温泉線 起点－山梨県北巨摩郡須玉町（増富温泉）
ますとみ ますとみ

終点－山梨県北巨摩郡須玉町（増富温泉）
ますとみ

７６ 小菅大菩薩峠線 起点－山梨県北都留郡小菅村（橋立）
だいぼさつ

終点－山梨県塩山市及び山梨県北都留郡小菅村

（大菩薩峠・歩道合流点）
だいぼさつ

７７ 田元大菩薩峠線 起点－山梨県北都留郡小菅村（田元・国立公園境界） 牛ノ寝通り
たも とだいぼさつ た も と

終点－山梨県塩山市及び山梨県北都留郡小菅村

（大菩薩峠・歩道合流点）
だいぼさつ



整 備 方 針 旧計画との関係

徳和から乾徳山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
けんとく

（ ）徳 和 黒 金 山 線

徳和渓谷を周回する自然探勝歩道として整備する。 新 規

徳和から奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規

御岳昇仙峡入口の長瀞橋からパノラマ台に至る自然探勝歩道として整備する。 昭30. 3.30告示
みたけしょうせん ながとろ

（ ﾊﾟﾉﾗﾏ ）天鼓林 台線

瑞牆山線歩道から分岐し小川山に至る登山道として整備する。 新 規
みずがき

富士見平から瑞牆山を経て周先ヶ原に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
みずがき

（ ）瑞 牆 山 登 山 線

里宮平から金峰山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
さとみや

（ ）増 富 金 峯 山 線

増富温泉の自然を探勝する歩道として整備する。 新 規
ますとみ

（ ）増富集団 施 設 地区

橋立から大菩薩峠に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
だいぼさつ

（ ）小河内大 菩 薩 峠線

田元から大菩薩峠に至る登山道として整備する。 新 規
たも と だいぼさつ



番号 路 線 名 区 間 主要経過地

７８ 三条の湯線 起点－山梨県北都留郡丹波山村

（三条ダルミ・歩道分岐点）

終点－山梨県北都留郡丹波山村（三条の湯）

７９ 丹波飛龍山線 起点－山梨県北都留郡丹波山村（奥秋） 熊倉山
ひりゅう

終点－山梨県北都留郡丹波山村（飛龍山・歩道合流点） 前飛龍
ひりゅう ひりゅう

８０ 丹波大菩薩峠線 起点－山梨県北都留郡丹波山村（押垣外） サカリ山
た ば だ い ぼ さ つ おしがいと

終点－山梨県北都留郡小菅村及び同郡丹波山村

（フルコンパ小屋跡・歩道合流点）

８１ 鴨沢雲取山線 起点－山梨県北都留郡丹波山村（鴨沢） 七ツ石山
くもとり ななついし

終点－埼玉県秩父郡大滝村，東京都西多摩郡奥多摩町及 小雲取山
くもとり

び山梨県北都留郡丹波山村

（雲取山・歩道合流点）
くもとり

８２ 毛木場甲武信ヶ岳 起点－長野県南佐久郡川上村（毛木場） 十文字峠
も お き ば こ ぶ し も お き ば

線 終点－埼玉県秩父郡大滝村，山梨県東山梨郡三富村及び 三宝山

長野県南佐久郡川上村

（甲武信ヶ岳・歩道合流点）
こ ぶ し

８３ 千曲川源流線 起点－長野県南佐久郡川上村（毛木場）
も お き ば

終点－山梨県東山梨郡三富村及び長野県南佐久郡川上村

（甲武信ヶ岳西方・歩道合流点）
こ ぶ し

８４ 川端下金峰山線 起点－長野県南佐久郡川上村（川端下・国立公園境界）
か わ は け か わ は け

終点－山梨県甲府市及び長野県南佐久郡川上村

（金峰山・歩道合流点）



整 備 方 針 旧計画との関係

奥秩父主稜から三条の湯に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）丹 波 雲 取 山 線

奥秋から奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示

（ ）丹 波 雲 取 山 線

押垣外から大菩薩峠に至る登山道として整備する。 新 規
おしがいと だいぼさつ

鴨沢から雲取山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
くもとり

（ ）鴨 沢 雲 取 山 線

毛木場から十文字峠を経て甲武信ヶ岳に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
も お き ば こ ぶ し

（ ）梓 山 甲 武 信 岳 線

毛木場から千曲川源流を通り奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規
も お き ば

川端下から金峰山に至る登山道として整備する。 昭30. 3.30告示
か わ は け

（ ）川 端 下 金 峯 山 線



エ 運輸施設

運輸施設は次のとおりである。

（表１７：運輸施設表）

番号 路 線 名 種 類 位 置 又 は 区 間 主要経過地

１ 三峰山線 索道運送施設 起点－埼玉県秩父郡大滝村（大輪）
みつみね お お わ

終点－埼玉県秩父郡大滝村（三峰）
みつみね

２ 御岳山線 鉄道運送施設 起点－東京都青梅市（滝本）
みた け

終点－東京都青梅市（御岳平）
みた け

３ 御岳富士峰線 索道運送施設 起点－東京都青梅市（御岳平）
みた け み た け

終点－東京都青梅市（富士峰）

４ 御岳昇仙峡線 索道運送施設 起点－山梨県甲府市（御岳昇仙峡）
みたけしょうせん

終点－山梨県甲府市（パノラマ台）



整 備 方 針 旧計画との関係

大輪から三峰に至る索道（ロープウェイ）として整備する。 昭35. 6.11告示
おお わ みつみね

（三 峯 線）

滝本から御岳平に至る鉄道（ケーブルカー）として整備する。 新 規
みた け

御岳平から富士峰に至る索道（リフト）として整備する。 新 規
みた け

（ ）御岳集団 施 設 地区

御岳昇仙峡からパノラマ台に至る索道（ロープウェイ）として整備する。 昭39. 8.20告示
みたけしょうせん

（羅漢寺山線）



４ 参考事項

（１）指定植物

特別地域において採取又は損傷を規制する植物は次のとおりである。

科 名 種 名 （ミズゴケ科の植物にあっては属名）

ヒカゲノカズラ ヒメスギラン，スギラン，ヤチスギラン，マンネンスギ

イワヒバ エゾヒメクラマゴケ，ヒモカズラ，イワヒバ

ハナヤスリ ヒメハナワラビ（ヘビノシタ），エゾフユノハナワラビ（ヤマハナワラビを含

む。）

イノモトソウ ヒメウラジロ，ミヤマウラジロ，ヤツガタケシノブ，フジシダ

オシダ ナンタイシダ，ハカタシダ，ナヨシダ，ウサギシダ，イワウサギシダ，エビラシ

ダ，キンモウワラビ，タチヒメワラビ，トヨグチイノデ，トガクシデンダ

シシガシラ ミヤマシシガシラ

チャセンシダ イチョウシダ，アオチャセンシダ，クモノスシダ

ウラボシ ミヤマウラボシ，キレハオオクボシダ，ミョウギシダ，イワオモダカ，オオクボシ

ダ

シシラン シシラン，ナカミシシラン

マツ ハイマツ

ヒノキ ミヤマビャクシン（ミヤマハイビャクシン），ホンドミヤマネズ

ヤナギ チチブヤナギ，シライヤナギ

タデ イブキトラノオ，ムカゴトラノオ

ナデシコ センジュガンピ，エンビセンノウ，オオビランジ（ビランジ，ツルビランジを含

む。），ワチガイソウ，ワダソウ，ヒゲネワチガイ

キンポウゲ オオレイジンソウ，コブシトリカブト，レイジンソウ，ミタケウズ，ホソバトリカ

ブト，フクジュソウ，ヒメイチゲ，ハクサンイチゲ，ミスミソウ（スハマソウを含

む。），イチリンソウ，キクザキイチリンソウ，アズマイチゲ，サンリンソウ，レ

ンゲショウマ，ミヤマハンショウヅル（コミヤマハンショウヅルを含む。），トリ

ガタハンショウヅル，バイカオウレン，ミツバオウレン，セツブンソウ，チチブシ

ロカネソウ，トウゴクサバノオ，オキナグサ，ミヤマキンポウゲ，アカギキンポウ

ゲ，ハルカラマツ，ミヤマカラマツ，オオカラマツ（ミョウギカラマツ），シキン

カラマツ，モミジカラマツ，キンバイソウ，シナノキンバイ，ヤマシャクヤク，ベ

ニバナヤマシャクヤク

メギ サンカヨウ

ウマノスズクサ カントウカンアオイ（カンアオイ），ウスバサイシン（サイシン）

オトギリソウ フジオトギリ，オクヤマオトギリ，コオトギリ，ミヤマオトギリ（シナノオトギ

リ）

モウセンゴケ モウセンゴケ

ケシ オサバグサ

アブラナ イワハタザオ，キタダケナズナ（ハクホウナズナ，ヤツガタケナズナ）

ベンケイソウ ツメレンゲ，イワベンケイ，チチブベンケイ



科 名 種 名 （ミズゴケ科の植物にあっては属名）

ユキノシタ ハナチダケサシ，ハナネコノメ，ウメウツギ，ヒメウメバチソウ，オオシラヒゲソ

ウ，シラヒゲソウ，ウメバチソウ（コウメバチソウを含む。），ヤワタソウ，ヤシ

ャビシャク，ムカゴユキノシタ，ジンジンソウ，ダイモンジソウ（ウチワダイモン

ジソウを含む。），ミヤマダイモンジソウ，ウラベニダイモンジソウ，クロクモソ

ウ

バラ シモツケソウ（アカバナシモツケソウを含む。），シロバナノヘビイチゴ（モリイ

チゴ），ミヤマダイコンソウ，エゾノコリンゴ，イワキンバイ，ハクロバイ，ミヤ

マキンバイ，タカネイバラ，サンショウバラ，コガネイチゴ，イワシモツケ，マル

バイワシモツケ

マメ イワオオギ

フウロソウ チシマフウロ，グンナイフウロ（タカネグンナイフウロを含む。），イヨフウロ（

シコクフウロ），カイフウロ，コフウロ

ジンチョウゲ チョウセンナニワズ

グミ ハコネグミ

スミレ キバナノコマノツメ，ウスバスミレ，ミヤマスミレ，シコクスミレ（ハコネスミ

レ），ヒメスミレサイシン

アカバナ ヤナギラン，ヒメアカバナ，ミヤマアカバナ

ヤマトグサ ヤマトグサ

ミズキ ゴゼンタチバナ

ウコギ ウラジロウコギ

セリ イワニンジン，ミシマサイコ，ミヤマゼンゴ，ミヤマセンキョウ，ミヤマニンジ

ン，ハクサンボウフウ，オオカサモチ（オニカサモチ），ヤマナシウマノミツバ，

クロバナウマノミツバ，シラネニンジン

イワウメ イワウメ，ヒメイワカガミ，イワカガミ（コイワカガミ，オオイワカガミを含

む。），イワウチワ（オオイワウチワ，トクワカソウを含む。）

イチヤクソウ ウメガサソウ，シャクジョウソウ，ギンリョウソウモドキ（アキノギンリョウソ

ウ），ギンリョウソウ，コバノイチヤクソウ，ベニバナイチヤクソウ（ベニイチヤ

クソウ），マルバノイチヤクソウ，ジンヨウイチヤクソウ，コイチヤクソウ

ツツジ コメバツガザクラ，ウラシマツツジ，イワヒゲ，ハリガネカズラ，アカモノ，シラ

タマノキ，イワナンテン，ミネズオウ，ウラジロヨウラク（ツリガネツツジを含

む。），ツガザクラ，キバナシャクナゲ，ハクサンシャクナゲ（シロバナシャクナ

ゲ，ネモトシャクナゲを含む。），ミツバツツジ，サツキ（サツキツツジ），レン

ゲツツジ（キレンゲを含む。），ヒカゲツツジ，アズマシャクナゲ，アカヤシオ，

シロヤシオ（ゴヨウツツジ），コメツツジ（チョウジ型を含む。）トウゴクミツバ

ツツジ，ダイセンミツバツツジ，ミヤマホツツジ，サラサドウダン，ベニサラサド

ウダン，チチブドウダン，ハコネコメツツジ，イワツツジ，コケモモ

ガンコウラン ガンコウラン

サクラソウ クリンソウ，コイワザクラ，クモイコザクラ（キヨサトコザクラ），サクラソウ，

チチブイワザクラ，ツマトリソウ



科 名 種 名 （ミズゴケ科の植物にあっては属名）

リンドウ トウヤクリンドウ，チチブリンドウ，オヤマリンドウ，リンドウ，ハルリンドウ，

ハナイカリ，ムラサキセンブリ

アカネ ヒロハコンロンカ

ムラサキ ムラサキ

シソ ヒラギソウ（ヒイラギソウ），ミヤマクルマバナ，ムシャリンドウ，シモバシラ，

イブキジャコウソウ（イワジャコウソウを含む。）

ナス アオホオズキ，（タカオホオズキを含む。），タカオホロシ

ゴマノハグサ ヒメコゴメグサ（コバノコゴメグサ），タカネママコナ，ヨツバシオガマ，ハンカ

イシオガマ，セリバシオガマ，トモエシオガマ，ヒメトラノオ，クガイソウ

イワタバコ イワタバコ

ハマウツボ キヨスミウツボ

タヌキモ ムシトリスミレ

スイカズラ イワツクバネウツギ，ベニバナツクバネウツギ，リンネソウ，イボタヒョウタンボ

ク，コウズイスカグラ，チチブヒョウタンボク，キバナウツギ

オミナエシ コキンレイカ（ハクサンオミナエシ），キンレイカ

マツムシソウ マツムシソウ，タカネマツムシソウ

キキョウ フクシマシャジン，ヒメシャジン，ミョウギシャジン，ミヤマシャジン，イワシャ

ジン，チシマギキョウ，イワギキョウ，ヤマホタルブクロ，ツルギキョウ，サワギ

キョウ，タニギキョウ，キキョウ

キク ヤハズハハコ，トダイハハコ，クリヤマハハコ，ウサギギク（エゾウサギギクを含

む。），ハコネギク（ミヤマコンギク），カニコウモリ，テバコモミジガサ，イワ

インチン（オオイワインチン），モリアザミ，アズマギク，ミヤマコウゾリナ，タ

カネニガナ，ウスユキソウ，マルバダケブキ，オタカラコウ，カイタカラコウ，オ

オモミジガサ，コウシュウヒゴタイ，シラネアザミ，アサマヒゴタイ，ヒメヒゴタ

イ，タカオヒゴタイ，トゲキクアザミ，セイタカトウヒレン（トウヒレン），ヤハ

ズヒゴタイ（ミヤマヒゴタイ），タカネヒゴタイ，キクアザミ，コウリンカ，ダキ

バキオン，サワオグルマ

ユリ ネバリノギラン，シロウマアサツキ，ツバメオモト，スズラン，カタクリ，キバナ

ノアマナ，キスゲ（ユウスゲ），ニッコウキスゲ（ゼンテイカ），イワギボウシ，

ヤマユリ，コオニユリ，ミヤマスカシユリ，クルマユリ，チシマアマナ，ヒメマイ

ズルソウ，クルマバツクバネソウ，ワニグチソウ，コワニグチソウ，ハルナユキザ

サ，ヒロハユキザサ，オオバタケシマラン，チシマゼキショウ（リシリゼキショ

ウ），チャボゼキショウ（ハコネハナゼキショウ），タマガワホトトギス，エンレ

イソウ，ミヤマエンレイソウ（シロバナエンレイソウ），アマナ，ヒロハノアマ

ナ，コバイケイ（ウラゲコバイケイを含む。）

イグサ タカネスズメノヒエ（ミヤマスズメノヒエ）

イネ ミヤマヌカボ，タカネコウボウ，ミヤマコウボウ，フォーリーガヤ（ミヤマチャヒ

キ）



科 名 種 名 （ミズゴケ科の植物にあっては属名）

ラン エビネ，キンセイラン，サルメンエビネ，ホテイラン，ギンラン，キンラン，ササ

バギンラン，アオチドリ，サイハイラン，シュンラン（ホクロ），アツモリソウ，

キバナノアツモリソウ，イチヨウラン，セッコク，コイチヨウラン，ハコネラン，

アオスズラン（エゾスズラン），カキラン，トラキチラン，オニノヤガラ，ツリシ

ュスラン，ヒメミヤマウズラ，ミヤマウズラ，ノビネチドリ，テガタチドリ（チド

リソウ，ミヤマモジズリ，サギソウ，ジガバチソウ，クモキリソウ，スズムシソウ

，フタバラン（コフタバラン），ミヤマフタバラン，タカネフタバラン，ホザキイ

チヨウラン，アリドオシラン，ヒメムヨウラン，ヨウラクラン，ハクサンチドリ（

ウズラバハクサンチドリを含む。），カモメラン（カモメソウ），ニョホウチド

リ，コケイラン，タカネトンボ，ジンバイソウ，ミズチドリ，ツレサギソウ，タカ

ネサギソウ，オオバノトンボソウ，キソチドリ，ナガバキソチドリ，オオヤマサギ

ソウ，オオバナオオヤマサギソウ（フガクオオヤマサギソウ），ミヤマチドリ（ニ

ッコウチドリ），ホソバノキソチドリ，ヤマトキソウ，カシノキラン，カヤラン，

イイヌマムカゴ，トンボソウ，キバナノショウキラン，ショウキラン



（２）過去の経緯

ア 公園区域

昭和２５年 ７月１０日 公園区域の指定

イ 保護計画

昭和３０年 ３月３０日 特別地域（未区分）の指定

昭和３３年 ５月３１日 特別地域の一部変更（小河内特別地域（未区分）の追加）

昭和３７年１２月 ７日 特別地域の区域変更（秩父湖周辺特別地域（第３種特別地域）の追

加）

平成４３年 ８月２３日 特別地域の区域変更（小河内特別地域，御岳・三頭山特別地域（第３

種特別地域）の追加）

ウ 利用計画

昭和２７年１０月１３日 利用計画の決定

（秋川集団施設地区の一般計画決定，広場１，宿舎１，野営場１，

歩道１）

昭和２９年 ２月１８日 利用計画の決定（三峯及び御岳集団施設地区の一般計画決定及び苑地

追加１）

昭和３０年 ３月３０日 利用計画の決定（一ノ瀬及び増富集団施設地区の一般計画決定及び苑

地追加26，広場追加15，宿舎追加36，野営場追加４，車道追加22，歩

道追加55）

昭和３１年 ８月１８日 利用計画の決定（野営場追加１）

昭和３１年１２月１０日 利用計画の決定（宿舎追加１）

昭和３１年１２月１７日 利用計画の決定（苑地追加１）

昭和３２年 ５月 ８日 利用計画の決定（苑地追加１）

昭和３３年 ５月３１日 利用計画の決定（小河内集団施設地区の一般計画決定，車道追加１，

歩道追加２）及び一部変更（車道変更１，歩道変更１）

昭和３３年 ９月１８日 利用計画の決定（宿舎追加１）

昭和３４年 ３月２４日 利用計画の決定（避難小屋追加２，スケート場追加１）

昭和３４年１０月２６日 利用計画の決定（園地追加１）

昭和３５年 ３月１４日 利用計画の決定（宿舎追加１）

昭和３５年 ５月１７日 利用計画の決定（宿舎追加１，野営場追加１）

昭和３５年 ６月１１日 利用計画の決定（索道追加１）

昭和３５年１１月１４日 利用計画の決定（鋼索鉄道追加１，索道追加２）

昭和３５年１２月２６日 利用計画の決定（園地追加１）

昭和３６年 ４月 ４日 利用計画の決定（宿舎追加１）

昭和３６年 ６月 ８日 利用計画の決定（駐車場追加１，歩道追加１）

昭和３６年１０月２４日 利用計画の決定（宿舎追加１）

昭和３７年１２月 ７日 利用計画の決定（三峯集団施設地区を三峯秩父湖集団施設地区に改称

し区域指定及び詳細計画決定，車道追加１）



昭和３８年１０月１０日 利用計画の一部変更（宿舎→避難小屋１）

昭和３９年 ８月２０日 利用計画の決定（索道追加１）

昭和４０年 ６月 ９日 利用計画の決定（宿舎追加１）及び一部変更（三峯秩父湖集団施設地

区の区域変更及び詳細計画変更，車道変更１）

昭和４０年１０月２３日 利用計画の決定（歩道追加１）

昭和４３年 ４月１５日 利用計画の一部変更（車道変更１）

昭和４５年 ４月１１日 利用計画の決定（車道追加１）

昭和４５年 ５月２１日 利用計画の一部変更（宿舎→避難小屋１）

昭和４７年 ９月１６日 利用計画の一部決定（歩道追加１）及び一部変更（苑地→園地１）

昭和５７年 ５月１７日 利用計画の一部変更（歩道（首都圏自然歩道線）追加１，歩道変更５，

歩道削除３）

昭和６２年 ２月１９日 利用計画の一部変更（博物展示施設追加１）



（３）公園区域及び公園計画の変更

ア 公園区域及び保護規制計画

公園区域及び保護規制計画の変更は次のとおりである。

（表１８：公園区域及び保護規制計画変更表）

番号 変 更 内 容 位 置

（公園区域の変更）

１ 公園区域外 東京都青梅市成木七丁目の一部

↓

普通地域 （私 3）

２ 普通地域 山梨県甲府市山宮町の一部
やまみや

↓

公園区域外 (計２か所) （私 8）△

３ 普通地域 山梨県塩山市上萩原の一部

↓ 公 42△

公園区域外 私 15△



変 更 理 由 面 積 (ha)

高水山の北側斜面を通る軍畑岩茸石山線歩道沿線の風景保護を図るため，区 ３
たかみず いくさばたいわたけ

域を拡張するもの。

(私 3)

市街化が著しく国立公園としての資質が失われているため，公園区域から削除 △８

するもの。

(私 8)△

区域線の明確化のため，公園区域から削除するもの。 △５７

公 42△

私 15△



番号 変 更 内 容 位 置

（保護規制計画の変更）

４ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 国有林埼玉森林管理事務所57林班から59林班までの全部並びに42林班

特別保護地区 から47林班まで，49林班から56林班まで及び60林班の各一部

（国 1,698）

東京都西多摩郡奥多摩町内

東京都水道局水源林奥多摩分区39林班及び57林班の各一部

（公 72）

山梨県塩山市内

東京都水道局水源林萩原山分区50林班から55林班まで及び57林班の各

一部 （公 238）

山梨県東山梨郡三富村内

山梨県有林塩山事業区55林班，56林班及び58林班から60林班までの各

一部 （公 124）

山梨県東山梨郡三富村

川浦の一部 （私 103）

山梨県北都留郡丹波山村内

東京都水道局水源林丹波山分区21林班，22林班，31林班から33林班ま

で，43林班，46林班，49林班及び50林班の各一部 （公 314）

長野県南佐久郡川上村内

国有林東信森林管理署45林班及び47林班の各一部 （国 89）

【甲武信ヶ岳，雲取山から甲武信ヶ岳に至る山稜】
こ ぶ し くもとり こ ぶ し

５ 特別地域 東京都西多摩郡檜原村

↓ 字数馬の一部 （公 76）
かず ま

特別保護地区

【三頭山】
みと う



変 更 理 由 面 積 (ha)

甲武信ヶ岳は長野県側の千曲川（信濃川），山梨県側の笛吹川（富士川）と埼 ２，６３８
こ ぶ し

玉県側の荒川を分ける位置にあり，山容は拳状をなし，山体は花崗閃緑岩で，標 国 1,787

高2,000ｍ以上の山嶺部一帯はコメツガ，トウヒ，シラビソ，オオシラビソ等の 公 748

亜高山性針葉樹林に被われている。 私 103

甲武信ヶ岳の北東面山腹は，荒川源流部（真の沢一帯）にあたり，その標高は
こ ぶ し しんのさわ

1,200ｍから2,475ｍにもわたるため，落葉広葉樹林帯から亜高山性針葉樹林帯に

至る自然林が広がり，保存状態は極めて良好である。稜線近くのシラビソ－ オ

オシラビソ群集，1,600ｍ以上のコメツガ群落を主とする亜高山性針葉樹林，

1,200ｍ以上のブナ－スズタケ群集等の落葉広葉樹林に加えて，渓流沿いにはシ

オジ－ミヤマクマワラビといった多様性に富んだ垂直分布の植生が見られる。

一方，雲取山から大洞山（飛龍山），笠取山，雁坂嶺を経て甲武信ヶ岳に至る
くもとり おおぼら ひりゅう かさとり かりさか こ ぶ し

地区は，2,000ｍ級の山々が直線距離にして約20kmにもわたり連なる構造山地の

山稜となっており，奥秩父縦走線歩道が整備されている。この歩道沿線では，コ

メツガ，トウヒ，シラビソ等の亜高山性針葉樹林に，コケ類，シダ類が地床とな

る本公園独特の深山の景観が見られる。また，雲取山，将 監峠，雁峠及び雁坂
くもとり しょうげん がん かりさか

峠等で見られるミヤコザサ群落の草原も特筆すべきものがある。

厳正に景観の保護を図る必要性が高い。

三頭山は，多摩川の支流である秋川源流部を擁する。東京都内でまとまったブ ７６
みと う

ナ林の見られ，「都民の森」として整備されている。ブナ林の他にも，ミズナ (公 76)

ラ，カツラ，シオジ，ナツツバキ，ダケカンバ等の落葉広葉樹林が見られ，厳正

に景観の保護を図る必要性が高い。



番号 変 更 内 容 位 置

６ 特別地域 山梨県甲府市内

↓ 山梨県有林塩山事業区１林班の一部 （公 14）

特別保護地区

山梨県甲府市内

甲府市有林８林班，９林班及び17林班から20林班までの各一部

（公 265）

山梨県北巨摩郡須玉町内

山梨県有林韮崎事業区145林班から147林班まで，155林班及び158林班

の各一部 （公 343）

長野県南佐久郡川上村内

国有林東信森林管理署53林班，54林班，56林班及び58林班の各一部

（国 149）

【瑞牆山，金峰山】
みずがき

７ 特別地域 山梨県甲府市内

↓ 山梨県有林甲府事業区96林班，98林班及び99－Ⅰ林班の各一部

特別保護地区 （公 30）

山梨県中巨摩郡敷島町内

山梨県有林甲府事業区99－Ⅱ林班及び100－Ⅰ林班の各一部

（公 59）

【御岳昇仙峡（計３か所）】
みたけしょうせん

８ 特別地域 山梨県塩山市内

↓ 山梨県有林塩山事業区90林班及び91林班の各一部 （公 50）

特別保護地区

【大菩薩峠，石丸峠（計２か所）】
だいぼさつ



変 更 理 由 面 積 (ha)

金峰山は，山梨，長野の県境にそびえる秩父山塊の盟主で，山体は花崗岩で構 ７７１

成される。山頂部では，高山性植生であるハイマツ群落の広がる中，ハクサンシ 国 149

ャクナゲ，キバナシャクナゲ，コケモモ等の散在する特筆すべき景観が見られる。 公 622

また，山頂周辺には，コメツガ，トウヒ，シラビソ，オオシラビソ等の亜高山性

針葉樹林が広がっている。

金峰山の西方に位置する瑞牆山は，浸食による花崗岩が山頂につき出している
みずがき

奇峰が印象的で，八ヶ岳や南アルプスの展望に優れている。その特徴ある岩峰の

林立する景観は特筆され，植生はコメツガ等の亜高山性針葉樹林が主であるが，

アズマシャクナゲも多い。

この両山を中心とする一帯は，厳正に景観の保護を図る必要性が高い。

御岳昇仙峡は甲府盆地に流れ込む荒川（富士川水系）が刻んだ渓谷で，約100 ８９
みたけしょうせん

ｍにも及ぶ岩壁や仙娥滝等の滝が連続するほか，覚円峰をはじめとする岩峰の林 (公 89)
せ ん が がくえんぽう

立する特異な景観を有する。これらは割れ目の少ない花崗岩の岩体が浸食，風化

に抵抗して残ったもので，アカマツを主木とする自然林と見事に調和しており，

厳正に景観の保護を図る必要性が高い。

大菩薩嶺は中里介山の長編小説「大菩薩峠」で有名な山であり，多摩川水系と ５０
だいぼさつ だいぼさつ

富士川水系の分水嶺にあたる。大菩薩峠や石丸峠付近では，ヤナギラン，テガタ (公 50)
だいぼさつ

チドリ等が見られる草原が広がり，厳正に景観の保護を図る必要性が高い。



番号 変 更 内 容 位 置

９ 特別地域 山梨県東山梨郡牧丘町内

↓ 山梨県有林塩山事業区１林班の一部 （公 6）

特別保護地区

山梨県東山梨郡三富村内

山梨県有林塩山事業区45林班及び46林班の各一部 （公 28）

長野県南佐久郡川上村内

国有林東信森林管理署50林班及び53林班の各一部 （国 41）

【国師ヶ岳】
こく し

１０ 特別地域 山梨県東山梨郡三富村内

↓ 山梨県有林塩山事業区57林班及び58林班の各一部 （公 78）

特別保護地区

【鶏冠山】
とさ か

１１ 特別地域 山梨県東山梨郡三富村内

↓ 山梨県有林塩山事業区34林班から36林班まで，42林班及び43林班の各

特別保護地区 一部 （公 14）

【乾徳山，黒金山（計２か所）】
けんとく

１２ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 国有林埼玉森林管理事務所75林班の全部 （国 144）

第１種特別地域

【両神山】

１３ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 国有林埼玉森林管理事務所74林班の全部 （国 38）

第１種特別地域

【神流川左岸】
かん な

１４ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 国有林埼玉森林管理事務所63林班の一部 （国 107）

第１種特別地域

【中津峡】



変 更 理 由 面 積 (ha)

国師ヶ岳は山頂部が平坦な特異地形を有する。一方，国師ヶ岳の南に位置する ７５
こく し こ く し

北奥千丈岳は，標高2,601ｍで本公園の最高峰をなしている。植生はシラビソ－ 国 41

オオシラビソ群集が主であるが，北奥千丈岳ではハイマツ，ハクサンシャクナゲ 公 34

群落等が広がり，厳正に景観の保護を図る必要性が高い。

甲武信ヶ岳の南側に位置する鶏冠山は，標高は2,122ｍとさほど高くないもの ７８
こ ぶ し と さ か

の，急峻な岩塊からなる特異な山体を有するため，特に西沢渓谷の入口から目立 (公 78)

つ存在である。コメツガ等の亜高山性針葉樹の中に矮少な灌木の落葉広葉樹の混

交する自然林やハクサンシャクナゲ群落等が特筆され，厳正に景観の保護を図る

必要性が高い。

昔，修験道の霊地とされていた乾徳山山頂は，巨石が重なり合い石祠がまつら １４
けんとく

れており，四囲の大観が見事である。一方，黒金山山頂は，雲取山から甲武信ヶ (公 14)
くもとり こ ぶ し

岳に至る山稜が間近に見える展望を誇る。

植生は，コメツガ等の亜高山性針葉樹の中に矮少な灌木の落葉広葉樹が混交す

る自然林やハクサンシャクナゲ等が見られ，厳正に景観の保護を図る必要性が高

い。

両神山の南西山腹は，チャートからなる特徴的な岩塊の連続する地形に，ブ １４４

ナ，ミズナラ，ヤシオツツジ等の落葉広葉樹林が広がり，優れた風致の維持を図 (国 144)

る必要性が高い。

中津川支流の神流川（荒川水系）左岸は，砂岩，粘板岩等からなる急峻な地形 ３８
かん な

と，イヌブナ,コナラ等の落葉広葉樹林からなり，優れた風致の維持を図る必要 (国 38)

性が高い。

岩壁の迫る中津峡の核心部では，イヌブナ，コナラ等の落葉広葉樹林が広が １０７

り，優れた風致の維持を図る必要性が高い。 (国 107)



番号 変 更 内 容 位 置

１５ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 国有林埼玉森林管理事務所51林班から56林班まで及び60林班の各一部

第１種特別地域 (国 1,990）

【荒川源流部（計２か所）】

１６ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 東京大学農学部附属演習林秩父演習林５林班の一部 （国 7）

第１種特別地域

埼玉県秩父郡大滝村

大字大滝の一部 （私 83）

【白岩山】
しらいわ

１７ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 国有林埼玉森林管理事務所42林班から44林班までの各一部

第１種特別地域 （国 428）

【雲取山西斜面】
くもとり

１８ 特別地域 東京都青梅市

↓ 御岳山の一部 （私 21）
みた け

第１種特別地域

【御岳山】
みた け

１９ 特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区21林班，22林班，27林班，28林班，31

第１種特別地域 林班，38林班及び50林班から56林班までの全部並びに10林班から13林

班まで，15林班，16林班，18林班から20林班まで，34林班，39林班，

45林班，48林班，49林班，57林班，78林班，79林班及び83林班の各一

部 （公 1,874）

東京都西多摩郡奥多摩町

日原の一部 （私 644）
にっぱら

【日原川源流部（計２か所）】
にっぱら



変 更 理 由 面 積 (ha)

荒川源流部一帯では，コメツガ等の亜高山性針葉樹林にブナ等の落葉広葉樹林 １，９９０

を加えた針広混交の自然林が広がり，コケ類，シダ類の生育も旺盛で，本公園独 (国 1,990)

特の森林美を見せている。優れた風致の維持を図る必要性が高い。

雲取山から北側に通ずる稜線沿いに位置し，主にコメツガ等の亜高山性針葉樹 ９０
くもとり

林が広がり，一部では石灰岩特有の植生も見られる。優れた風致の維持を図る必 国 7

要性が高い。 私 83

雲取山西斜面は大洞川（荒川水系）源流部で，コメツガ等の亜高山性針葉樹林 ４２８
くもとり おおぼら

が広がる。優れた風致の維持を図る必要性が高い。 (国 428)

信仰の山として知られる御岳山の奥ノ院から綾広ノ滝にかけての一帯は，ミズ ２１
みた け

ナラ，カエデ等の落葉広葉樹林からなり，優れた風致の維持を図る必要性が高 (私 21)

い。

多摩川支流の日原川源流部一帯は，高標高部ではコメツガ等の亜高山性針葉樹 ２，５１８
にっぱら

林が，低標高部ではブナ，ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がる。優れた風致の維 公 1,874

持を図る必要性が高い。 私 644



番号 変 更 内 容 位 置

２０ 特別地域 山梨県甲府市内

↓ 甲府市有林９林班及び15林班から20林班までの各一部 (公 238）

第１種特別地域

山梨県北巨摩郡須玉町内

山梨県有林韮崎事業区145林班，154林班，155林班及び158林班の各一

部 （公 358）

長野県南佐久郡川上村内

国有林東信森林管理署54林班，56林班及び58林班の各一部

（国 197）

【金峰山山腹（計６か所）】

２１ 特別地域 山梨県甲府市内

↓ 山梨県有林甲府事業区75林班，82林班，83林班及び86林班の各一部

第１種特別地域 （公 112）

山梨県甲府市

御岳町の一部 （私 12)
み た け

【野猿谷】

２２ 特別地域 山梨県甲府市内

↓ 山梨県有林甲府事業区96林班の一部 （公 60）

第１種特別地域

山梨県中巨摩郡敷島町内

山梨県有林甲府事業区99－Ⅱ林班及び100－Ⅱ林班の各一部

（公 18）

山梨県中巨摩郡敷島町

吉沢の一部 （私 9）
きっさわ

【御岳昇仙峡（計２か所）】
みたけしょうせん



変 更 理 由 面 積 (ha)

金峰山の山腹一帯は，コメツガ等の亜高山性針葉樹に鬱蒼と被われ，優れた風 ７９３

致の維持を図る必要性が高い。 国 197

公 596

サルの生息する野猿谷や板敷渓谷は，御岳昇仙峡の上流域に位置する深い渓谷 １２４
みたけしょうせん

で，板敷渓谷の大滝に代表される大小の滝からなる渓谷美と，ミズナラ，カエデ 公 112

類等の落葉広葉樹林とが見事に調和している。優れた風致の維持を図る必要性が 私 12

高い。

御岳昇仙峡線車道沿線等では，常緑針葉樹のアカマツを主として，一部に良好 ８７
みたけしょうせん

なミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，優れた風致の維持を図る必要性が高い。 公 78

私 9



番号 変 更 内 容 位 置

２３ 特別地域 山梨県塩山市内

↓ 東京都水道局水源林萩原山分区７林班，９林班，30林班，47林班から

第１種特別地域 52林班まで，54林班，55林班，57林班及び63林班の各一部

（公 307）

山梨県北都留郡丹波山村内

東京都水道局水源林丹波山分区19林班及び38林班から42林班までの全

部並びに１林班，７林班，８林班，11林班，15林班，16林班，18林班, 21林

班，28林班，30林班から32林班まで, 34林班，37林班及び43林班から

50林班までの各一部 （公 1,203）

【多摩川源流部，七ツ石山から雲取山を経て笠取山に至る山稜の一部
ななついし くもとり かさとり

（計７か所＋α）】

２４ 特別地域 山梨県塩山市内

↓ 東京都水道局水源林萩原山分区８林班，10林班，12林班及び13林班の

第１種特別地域 各一部 （公 47）

【鶏冠山】
けいかん

２５ 特別地域 山梨県塩山市内

↓ 山梨県有林塩山事業区77林班，90林班及び91林班の各一部

第１種特別地域 （公 103）

山梨県北都留郡小菅村内

東京都水道局水源林小菅分区７林班，８林班及び20林班の各一部

（公 166）

山梨県北都留郡丹波山村内

東京都水道局水源林丹波山分区59林班，62林班から64林班まで，68林

班及び69林班の各一部 （公 169）

【大菩薩嶺】
だいぼさつ



変 更 理 由 面 積 (ha)

多摩川本流の源流部一帯や七ツ石山から雲取山を経て笠取山に至る山稜の一部 １，５１０
ななついし くもとり かさとり

では，コメツガ，シラビソ等の亜高山性針葉樹林に，ブナ，ミズナラ，カエデ等 (公 1,510)

の落葉広葉樹林を加えた針広混交の自然林が広がり，優れた風致の維持を図る必

要性が高い。

大菩薩嶺の北方に位置する鶏冠山の山頂付近では,ブナ，ミズナラ等の落葉広 ４７
だいぼさつ けいかん

葉樹林が広がり，優れた風致の維持を図る必要性が高い。 (公 47)

大菩薩嶺の山頂付近では，コメツガを主とした亜高山性針葉樹林が，その下部 ４３８
だいぼさつ

にはブナ，ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，優れた風致の維持を図る必要性 (公 438)

が高い。



番号 変 更 内 容 位 置

２６ 特別地域 山梨県東山梨郡牧丘町内

↓ 山梨県有林塩山事業区１林班の一部 （公 29）

第１種特別地域

山梨県東山梨郡三富村内

山梨県有林塩山事業区44林班から46林班まで及び51林班から54林班ま

での各一部 （公 162）

長野県南佐久郡川上村内

国有林東信森林管理署47林班，49林班及び50林班の各一部

（国 57）

【富士見，東梓，奥千丈岳】
あずさ

２７ 特別地域 山梨県東山梨郡三富村内

↓ 山梨県有林塩山事業区49林班，50林班及び55林班から59林班までの各

第１種特別地域 一部 （公 301）

【東沢渓谷，鶏冠山（計２か所）】
とさ か

２８ 特別地域 山梨県東山梨郡三富村

↓ 山梨県有林塩山事業区33林班から36林班まで，42林班及び43林班の各

第１種特別地域 一部 （公 127）

【乾徳山，黒金山（計２か所）】
けんとく

２９ 特別地域 山梨県北巨摩郡須玉町内

↓ 山梨県有林韮崎事業区152－Ⅱ林班，153林班及び162林班の各一部

第１種特別地域 （公 124）

【本谷川渓谷】
たんたに

３０ 特別地域 長野県南佐久郡川上村内

↓ 国有林東信森林管理署44林班の一部 （国 19）

第１種特別地域

【十文字峠】



変 更 理 由 面 積 (ha)

甲武信ヶ岳から国師ヶ岳に至る稜線部及び国師ヶ岳周辺は，シラビソ，オオシ ２４８
こ ぶ し こ く し こ く し

ラビソ，コメツガ等の亜高山性針葉樹林からなり，優れた風致の維持を図る必要 国 57

性が高い。 公 191

甲武信ヶ岳に源を発する両岸絶壁の東沢渓谷（富士川水系）は，冬季には氷瀑 ３０１
こ ぶ し

となりクライマーに人気の乙女滝等，滝の連続する深山幽谷の秘境である。ミズ (公 301)

ナラ等の落葉広葉樹林が広がり，見事な渓谷美を見せている。

一方，鶏冠山から甲武信ヶ岳に至る稜線は，コメツガ等の亜高山性針葉樹林が
とさ か こ ぶ し

広がっている。優れた風致の維持を図る必要性が高い。

乾徳山と黒金山の山頂に挟まれた乾徳山線歩道や黒金山線歩道の沿線は，コメ １２７
けんとく けんとく

ツガ，シラビソ等の亜高山性針葉樹林が広がり，優れた風致の維持を図る必要性 (公 127)

が高い。

上流域に世界有数の放射能泉である増富温泉郷を擁する本谷川（富士川水系） １２４
ますとみ ほんたに

の渓谷沿いは，ブナ，ミズナラ，カエデ類等の落葉広葉樹林からなり，新緑や紅 (公 124)

葉の眺めが美しい。優れた風致の維持を図る必要性が高い。

十文字峠の西側は，コメツガを主とした亜高山性針葉樹林からなり，優れた風 １９

致の維持を図る必要性が高い。 (国 19)



番号 変 更 内 容 位 置

３１ 普通地域 山梨県塩山市内

↓ 東京都水道局水源林萩原山分区５林班の一部 （公 12）

第１種特別地域

【鶏冠山】
けいかん

３２ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 埼玉県有林110Ａ林班から110Ｉ林班までの全部 （公 223）

第２種特別地域

埼玉県秩父郡両神村

大字薄の一部 （私 436）
すすき

【両神山】

３３ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 国有林埼玉森林管理事務所64－Ⅰ林班の一部 （国 15）

第２種特別地域

埼玉県秩父郡大滝村内

東京大学農学部附属演習林秩父演習林33林班の一部 （国 26）

埼玉県秩父郡大滝村内

埼玉県有林101Ｊ林班から101Ｌ林班までの全部並びに102Ｅ林班,102Ｇ

林班及び102Ｈ林班の各一部 （公 49）

埼玉県秩父郡大滝村

大字中津川の一部 国 85

私 163

【中津峡】

３４ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 国有林埼玉森林管理事務所67林班から70林班までの各一部

第２種特別地域 （国 267）

【三国峠，十文字峠】

３５ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 東京大学農学部附属演習林秩父演習林17林班，18林班及び20林班から

第２種特別地域 22林班までの各一部 （国 66）

【荒川源流部】



変 更 理 由 面 積 (ha)

鶏冠山の山頂付近は，ブナ，ミズナラ等の落葉広葉樹林からなり，優れた風致 １２
けいかん

の維持を図る必要性が高い。 (公 12)

両神山は，古生代の硅石からなる。山頂は約50ｍにも及ぶ断崖の発達する特徴 ６５９

的な地形となっており，ブナ，ミズナラ，ヤシオツツジ等の落葉広葉樹林が広が 公 223

る。良好な風致の維持を図る必要性が高い。 私 436

岩壁の迫る中津峡ではコナラ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な風致の維持を ３３８

図る必要性が高い。 国 126

公 49

私 163

三国山から十文字峠に至る稜線の東側は，コメツガ等の亜高山性針葉樹林に, ２６７

ブナ，ダケカンバ等の落葉広葉樹林を加えた針広混交の自然林が広がり，良好な (国 267)

風致の維持を図る必要性が高い。

栃本から雁坂峠に至る栃本雁坂峠線歩道は，過去に往来の盛んであった旧秩父 ６６
とちもと かりさか とちもとかりさか

往還で，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (国 66)



番号 変 更 内 容 位 置

３６ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 東京大学農学部附属演習林秩父演習林14林班及び15林班の各一部

第２種特別地域 （国 125）

【荒川源流部】

３７ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村

↓ 大字大滝及び大字三峰の各一部 （私 191）
みつみね

第２種特別地域

【三峰】
みつみね

３８ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 国有林埼玉森林管理事務所41林班の全部 （国 180）

第２種特別地域

埼玉県秩父郡大滝村

大字大滝の一部 （私 210）

【大血川源流部，白岩山東方稜線部】
おお ち しらいわ

３９ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 国有林埼玉森林管理事務所45林班から47林班まで，49林班及び50林班

第２種特別地域 の各一部 （国 643）

【大洞山（飛龍山）北面，唐松尾山北面】
おおぼら ひりゅう からまつお

４０ 特別地域 東京都青梅市

↓ 沢井一丁目，沢井二丁目，沢井三丁目，梅郷三丁目，梅郷五丁目，梅
ばいごう ばいごう ばい

第２種特別地域 郷六丁目，日向和田三丁目，二俣尾一丁目，二俣尾二丁目，二俣尾三
ごう ひ な た わ だ ふたまたお ふたまたお ふたまたお

丁目，二俣尾四丁目，二俣尾五丁目, 御岳本町，御岳一丁目，御岳二
ふたまたお ふたまたお み た け み た け み た け

丁目，柚木町一丁目，柚木町二丁目及び柚木町三丁目の各一部
ゆ ぎ ゆ ぎ ゆ ぎ

（国 72）

東京都西多摩郡奥多摩町

海澤，梅澤，川井，小丹波，白丸，丹三郎，棚澤及び氷川の各一部
うなざわ こ た ば しろまる たんざぶろう たなざわ ひ か わ

国 72

私 169

【多摩川】



変 更 理 由 面 積 (ha)

荒川源流の滝川上流域一帯は，ブナ,ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，良 １２５

好な風致の維持を図る必要性が高い。 (国 125)

三峰は古い歴史と信仰の山で，また，雲取山への登山路のうち最も一般的なの １９１
みつみね くもとり

が，三峰から雲取山に至る三峰雲取山線歩道である。植生は，三峰付近では良好 (私 191)
みつみね くもとり みつみねくもとり みつみね

なスギ，ヒノキ等の人工林が，霧藻ヶ峰周辺ではブナ等の落葉広葉樹林が広が
きり も

る。良好な風致の維持を図る必要性が高い。

酉谷山（天目山）から芋ノ木ドッケに至る稜線の北側は，大血川（荒川水系） ３９０
とりだに お お ち

の源流部にあたり，ブナ，ミズナラ，ダケカンバ等の落葉広葉樹林が広がる。良 国 180

好な風致の維持を図る必要性が高い。 私 210

大洞山（飛龍山）や唐松尾山の北面は，コメツガ,ブナ等の落葉広葉樹林が広 ６４３
おおぼら ひりゅう からまつお

がり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (国 643)

多摩川では，御岳渓谷，鳩ノ巣渓谷及び氷川渓谷等の渓谷美が見られ，シラカ ３１３
みた け は と の す ひ か わ

シ，コナラ，クリ等の落葉広葉樹林とスギ，ヒノキ等の人工林が広がっている。 国 144

良好な風致の維持を図る必要性が高い。 私 169



番号 変 更 内 容 位 置

４１ 特別地域 東京都青梅市

↓ 御岳山及び御岳二丁目の各一部 （私 243）
み た け み た け

第２種特別地域

東京都あきる野市

養沢の一部 （私 86）
ようざわ

東京都西多摩郡日の出町

大久野の一部 公 41
お お ぐ の

私 56

東京都西多摩郡檜原村

字大嶽，字神戸，字倉掛及び字藤原の各一部 公 10
おおだけ か の と くらかけ

私 116

東京都西多摩郡奥多摩町内

東京都水道局水源林奥多摩分区63林班の全部並びに66林班から69林班

までの各一部 （公 67）

東京都西多摩郡奥多摩町

海澤，境，原及び氷川の各一部 公 6
うなざわ ひ か わ

私 53

【御岳山，大岳山， 鋸 山，御前山】
みた け おおたけ のこぎり ご ぜ ん

４２ 特別地域 東京都あきる野市

↓ 乙津及び養沢の各一部 公 5
お つ ようざわ

第２種特別地域 私 21

【長岳】

４３ 特別地域 東京都西多摩郡檜原村

↓ 字神戸の一部 （私 34）
かの と

第２種特別地域

【神戸岩】
かの と

４４ 特別地域 東京都西多摩郡檜原村

↓ 字数馬の一部 公 121
か ず ま

第２種特別地域 私 46

【三頭山山腹】
みと う



変 更 理 由 面 積 (ha)

御岳山から大岳山， 鋸 山，御前山，月夜見山に至る御岳山三頭山線歩道沿線 ６７８
みた け おおたけ のこぎり ご ぜ ん つ き よ み み た け み と う

では，一部にスギ，ヒノキ等の人工林が見られるものの，ミズナラ，クリ等の落 公 124

葉広葉樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 私 554

養沢川及び秋川（多摩川水系）の合流地点の西側は，コナラ，クリ等の落葉広 ２６
ようざわ

葉樹林とスギ，ヒノキ等の人工林の混交する森林からなり，良好な風致の維持を 公 5

図る必要性が高い。 私 21

岩峰の特徴的な神戸岩付近は，コナラ，クリ等の落葉広葉樹林とスギ，ヒノキ ３４
かの と

等の人工林の混交する森林からなり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (私 34)

三頭山山麓は，ブナ，ツガ，ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な風致 １６７
みと う

の維持を図る必要性が高い。 公 121

私 46



番号 変 更 内 容 位 置

４５ 特別地域 東京都西多摩郡檜原村

↓ 字南郷，字樋里及び字人里の各一部 公 8
なんごう ひ ざ と へんぼり

第２種特別地域 私 18

【浅間嶺】
せんげん

４６ 特別地域 東京都西多摩郡檜原村

↓ 字数馬及び字人里の各一部 公 14
か ず ま へんぼり

第２種特別地域 私 247

【笛吹峠】
うずひき

４７ 特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町

↓ 大丹波の一部 （公 378）
お お た ば

第２種特別地域

【大丹波川上流】
お お た ば

４８ 特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区６林班の一部 （公 25）

第２種特別地域

東京都西多摩郡奥多摩町

棚澤，日原及び氷川の各一部 国 28
たなざわ にっぱら ひ か わ

公 408

私 225

【日原渓谷，川苔谷（計２か所）】
にっぱら かわのり

４９ 特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町

↓ 日原の一部 （私 7）
にっぱら

第２種特別地域

【日原鍾乳洞】
にっぱら

５０ 特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区40林班から42林班まで，44林班，46林

第２種特別地域 班，47林班及び75林班から77林班までの全部並びに45林班，48林班，

49林班，61林班及び62林班の各一部 （公 1,063）

【鷹ノ巣山山腹】



変 更 理 由 面 積 (ha)

浅間嶺は，ミズナラ等の落葉広葉樹林とカラマツ等の人工林の混交する森林か ２６
せんげん

らなり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 公 8

私 18

笛吹峠から槙寄山に至る稜線の北側には笛吹槙寄山線歩道が整備されている。 ２６１
うずひき まきよせ うずひきまきよせ

一部にスギ，ヒノキ等の人工林が見られるものの，ミズナラ等の落葉広葉樹林が 公 14

広がり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 私 247

日向沢ノ峰から棒ノ嶺に至る稜線の南側一帯は，大丹波川（多摩川水系）上流 ３７８
お お た ば

部にあたり，首都圏自然歩道や川乗山線歩道が整備されている。一部にスギ，ヒ （公 378）
かわのり

ノキ等の人工林が見られるものの，ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な

風致の維持を図る必要性が高い。

日原川（多摩川水系）とその支流の倉沢谷や川苔谷の一帯は，古里川苔山線歩 ６８６
にっぱら かわのり こ り かわのり

道，氷川川苔山線歩道等が整備され，優れた渓谷美が見られる。一部にスギ，ヒ 国 28
ひかわかわのり

ノキ等の人工林が見られるものの，ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な 公 433

風致の維持を図る必要性が高い。 私 225

日原鍾乳洞は，日原川（多摩川水系）上流部に位置し，石灰岩の岩壁，岩峰等 ７
にっぱら にっぱら

が見られる。良好な風致の維持を図る必要性が高い。 （私 7）

日原川源流部にあたる鷹ノ巣山の北面及び東面山腹一帯では，ブナ等の落葉広 １，０６３
にっぱら

葉樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (公 1,063)



番号 変 更 内 容 位 置

５１ 特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区64林班の全部並びに68林班，70林班か

第２種特別地域 ら72林班まで，74林班，80林班及び84林班から90林班までの各一部

（公 377）

東京都西多摩郡奥多摩町

川野，河内，境，留浦及び原の各一部 国 29
こ う ち と ず ら

公 411

私 280

山梨県北都留郡丹波山村内

東京都水道局水源林丹波山分区77林班の一部 （公 40）

山梨県北都留郡丹波山村

字大山戸谷，字御祭り，字鴨沢，字鴨沢の上，字神庭畑道上，字権現
おおやまとだに お ま つ かもさわ かもさわ かんにわばたみちうえ ごんげん

山，字坂本，字杉奈久保，字滝の沢，字竹の尾，字和田倉，字寺沢，
やま す ぎ な た た ぐ ら てらさわ

字寺沢平，字通り沢，字戸川，字所畑道上，字所畑道上西久保，
てらさわだいら とお と か わ ところはたみちうえ ところはたみちうえ

字古寺，字皆久保及び字もろ畑の各一部 （私 56）
ふってら

【奥多摩湖】

５２ 特別地域 山梨県甲府市内

↓ 山梨有林塩山事業区１林班の一部 （公 14）

第２種特別地域

山梨県東山梨郡牧丘町内

山梨県有林塩山事業区１林班の一部 （公 30）

【大 弛峠（計２か所）】
おおだるみ

５３ 特別地域 山梨県甲府市内

↓ 甲府市有林18林班及び19林班の各一部 （公 69）

第２種特別地域

【金峰山山麓】



変 更 理 由 面 積 (ha)

奥多摩湖は，昭和３２年に小河内ダムにより堰き止められて出現した人造湖 １，１９３
お ご う ち

で，総貯水量は１億８，５００万㎡である。春には，１万本近いサクラが湖畔を 国 29

彩り，周辺には小河内神社，普門寺，太子堂が静かなたたずまいを見せている。 公 828
お ご う ち

良好な風致の維持を図る必要性が高い。 私 336

大 弛峠園地及び大 弛峠宿舎利用計画地の周辺は，コメツガ等の亜高山性針葉 ４４
おおだるみ おおだるみ

樹林からなり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (公 44)

金峰山南面山麓の御室小屋休憩所計画地周辺は，コメツガ等の亜高山性針葉樹 ６９
おむ ろ

林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (公 69)



番号 変 更 内 容 位 置

５４ 特別地域 山梨県甲府市内

↓ 山梨県有林甲府事業区82林班及び83林班の各一部 （公 138）

第２種特別地域

山梨県甲府市

川窪町及び御岳町の各一部 （私 208）
かわくぼ み た け

【野猿谷（計２か所）】

５５ 特別地域 山梨県甲府市内

↓ 山梨県有林甲府事業区96林班，98林班及び99－Ⅰ林班の各一部

第２種特別地域 （公 9）

山梨県甲府市内

甲府市有林24林班の全部 （公 4）

山梨県甲府市

猪狩町，上帯那町，高成町及び竹日向町の各一部 （私 115）
い か り かみおびな たかなり たけひなた

山梨県中巨摩郡敷島町内

山梨県有林甲府事業区100－Ⅰ林班の一部 （公 36）

山梨県中巨摩郡敷島町

吉沢の一部 （私 26）
きっさわ

【御岳昇仙峡（計３か所）】
みたけしょうせん

５６ 特別地域 山梨県塩山市内

↓ 東京都水道局水源林萩原山分区37林班，38林班及び61林班の全部並び

第２種特別地域 に39林班，40林班，43林班から45林班まで，47林班から49林班まで，

51林班から60林班まで，62林班及び63林班の各一部 （公 984）

山梨県北都留郡丹波山村

東京都水道局水源林丹波山分区36林班の全部並びに37林班，44林班，

45林班，47林班，48林班及び50林班の各一部 （公 447）

【多摩川源流部（計３か所）】



変 更 理 由 面 積 (ha)

御岳昇仙峡の上流域に位置する野猿谷では，イヌブナ，ミズナラ等の落葉広葉 ３４６
みたけしょうせん

樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 公 138

私 208

甲府増富線車道，羅漢寺園地等の周辺では，常緑針葉樹のアカマツを主として １９０
ますとみ

コナラ，クリ等の落葉広葉樹が混交する森林が広がり，良好な風致の維持を図る 公 49

必要性が高い。 私 141

牛王院平，唐松尾山，笠取山の南側山腹及び山麓の多摩川源流部一帯は，ミズ １，４３１
ごおういん からまつお かさとり

ナラ，イヌブナ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性が高 (公 1,431)

い。



番号 変 更 内 容 位 置

５７ 特別地域 山梨県塩山市内

↓ 東京都水道局水源林萩原山分区１林班から３林班までの全部並びに７

第２種特別地域 林班から11林班までの各一部 （公 531）

山梨県北都留郡丹波山村

東京都水道局水源林丹波山分区55林班から58林班まで，60林班，61林

班及び65林班から67林班までの全部並びに54林班，59林班及び62林班

から64林班までの各一部 （公 1,019）

【鶏冠山，泉水谷】
けいかん せんすい

５８ 特別地域 山梨県塩山市内

↓ 山梨県有林塩山事業区77林班，90林班及び91林班の各一部

第２種特別地域 （公 51）

【大菩薩嶺南麓（計３か所）】
だいぼさつ

５９ 特別地域 山梨県東山梨郡三富村内

↓ 山梨県有林塩山事業区45林班，46林班及び51林班から56林班までの各

第２種特別地域 一部 （公 969）

【甲武信ヶ岳山腹，国師ヶ岳山腹】
こ ぶ し こ く し

６０ 特別地域 山梨県東山梨郡三富村内

↓ 山梨県有林塩山事業区57林班から60林班までの各一部（公 423）

第２種特別地域

山梨県東山梨郡三富村

川浦の一部 （私 826）

【破不山，雁坂峠，雁峠】
は ふ かりさか がん

６１ 特別地域 山梨県東山梨郡三富村内

↓ 山梨県有林塩山事業区35林班，36林班，42林班及び43林班の各一部

第２種特別地域 （公 51）

【乾徳山，黒金山（計３か所）】
けんとく



変 更 理 由 面 積 (ha)

鶏冠山の山腹や泉水谷一帯では，ブナ，イヌブナ，ミズナラ等の落葉広葉樹林 １，５５０
けいかん せんすい

が広がり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (公 1,550)

大菩薩嶺南麓の裂石大菩薩峠線歩道沿線の一帯は，主にブナ，ミズナラ等の落 ５１
だいぼさつ さけいしだいぼさつ

葉広葉樹林からなり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (公 51)

甲武信ヶ岳から国師ヶ岳に至る稜線の南東側山腹では，コメツガ等の亜高山性 ９６９
こ ぶ し こ く し

針葉樹林に，ダケカンバ等の落葉広葉樹林を加えた針広混交の自然林が広がり， (公 969)

良好な風致の維持を図る必要性が高い。

笠取山から甲武信ヶ岳に至る山稜部の南西側では，コメツガ等の亜高山性針葉 １，２４９
かさとり こ ぶ し

樹林に，ミズナラ，ブナ等の落葉広葉樹林を加えた針広混交の自然林が広がり， 公 423

良好な風致の維持を図る必要性が高い。 私 826

乾徳山や黒金山の山頂周辺は，コメツガ，シラビソ等の亜高山性針葉樹を主と ５１
けんとく

した自然林からなり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (公 51)



番号 変 更 内 容 位 置

６２ 特別地域 山梨県北巨摩郡須玉町内

↓ 山梨県有林韮崎事業区144林班の全部並びに145林班，147林班及び148

第２種特別地域 林班の各一部 （公 658）

【瑞牆山山麓（計２か所）】
みずがき

６３ 特別地域 山梨県北巨摩郡須玉町内

↓ 山梨県有林韮崎事業区129－Ⅲ林班の全部並びに151林班及び162林班

第２種特別地域 の各一部 （公 235）

山梨県北巨摩郡須玉町

小尾及び比志の各一部 （私 342）
お び ひ し

【増富，本谷川】
ますとみ たんたに

６４ 特別地域 山梨県北都留郡小菅村内

↓ 東京都水道局水源林小菅分区19林班の全部並びに７林班, ８林班及び

第２種特別地域 20林班の各一部 （公 150）

【大菩薩峠東麓】
だいぼさつ

６５ 特別地域 山梨県北都留郡丹波山村内

↓ 東京都水道局水源林丹波山分区５林班，６林班，14林班，17林班及

第２種特別地域 び20林班の全部並びに１林班，３林班，４林班，７林班，８林班，11

林班，15林班，16林班，18林班，22林班及び30林班から33林班までの

各一部 （公 1,260）

【雲取山南面】
くもとり

６６ 特別地域 長野県南佐久郡川上村

↓ 大字秋山の一部 （公 61）

第２種特別地域

【梓川源流部（計２か所）】
あずさ



変 更 理 由 面 積 (ha)

瑞牆山の北側及び南側山麓では，一部にカラマツ等の人工林が見られるもの ６５８
みずがき

の，コメツガ等の亜高山性針葉樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性が (公 658)

高い。

増富温泉郷を含む本谷川流域一帯は，主としてミズナラ，コナラ，クリ等の落 ５７７
ますとみ たんたに

葉広葉樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 公 235

私 342

大菩薩峠東麓では，ミズナラ，イヌブナ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な風 １５０
だいぼさつ

致の維持を図る必要性が高い。 (公 150)

雲取山南面一帯は多摩川源流部にあたり，イヌブナ，ミズナラ，コナラ等の落 １，２６０
くもとり

葉広葉樹林が広がる。良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (公 1,260)

甲武信ヶ岳から国師ヶ岳に至る稜線の北西側の梓川源流部では，一部にカラ ６１
こ ぶ し こ く し あずさ

マツの人工林を含むものの，主にコメツガ等の亜高山性針葉樹林からなり，良好 (公 61)

な風致の維持を図る必要性が高い。



番号 変 更 内 容 位 置

６７ 第３種特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区85林班の一部 （公 12）

第２種特別地域

東京都西多摩郡奥多摩町

川野及び河内の各一部 （私 36）
こう ち

【奥多摩湖】

６８ 普通地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 埼玉県有林103Ｆ林班から103Ｉ林班までの全部 （公 27）

第２種特別地域

【神流川右岸】
かん な

６９ 普通地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 国有林埼玉森林管理事務所61林班の全部 （国 353）

第２種特別地域

【荒川源流部】

７０ 普通地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 東京大学農学部附属演習林秩父演習林23林班及び24林班の各一部

第２種特別地域 （国 252）

【荒川源流部】

７１ 普通地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 東京大学農学部附属演習林秩父演習林16林班及び17林班の各一部

第２種特別地域 （国 253）

【荒川源流部】

７２ 普通地域 東京都西多摩郡奥多摩町

↓ 日原の一部 （私 32）
にっぱら

第２種特別地域

【日原鍾乳洞（計２か所）】
にっぱら

７３ 普通地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区43林班の全部 （公 85）

第２種特別地域

【八丁山】



変 更 理 由 面 積 (ha)

多摩川湖畔に近い十里木小河内線車道の沿線一帯は，良好な風致の維持を図る ４８
じゅ う り き お ご う ち

必要性が高い。 公 12

私 36

中津川支流の神流川（荒川水系）右岸の中津川八丁峠線車道沿線では，砂岩， ２７
かん な

粘板岩等からなる急峻な地形に，コナラ,クリ等の落葉広葉樹林からなり，良好 (公 27)

な風致の維持を図る必要性が高い。

荒川源流部に位置する赤沢谷では，ブナ，ダケカンバ等の落葉広葉樹林が広が ３５３

り，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (国 353)

入川上流部（荒川源流部）は，ブナ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な風致の ２５２

維持を図る必要性が高い。 (国 252)

滝川上流部（荒川源流部）の国道１４０号の雁坂トンネル坑口周辺は，ブナ， ２５３
かりさか

ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (国 253)

石灰岩の岩壁，岩峰等の見られる日原鍾乳洞は，日原川（多摩川水系）上流部 ３２
にっぱら にっぱら

に位置する。周辺はブナ等の落葉広葉樹林からなり，良好な風致の維持を図る必 (私 32)

要性が高い。

日原川（多摩川水系）の源流部に位置する八丁山では，ブナ，ミズナラ等の落 ８５
にっぱら

葉広葉樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (公 85)



番号 変 更 内 容 位 置

７４ 普通地域 東京都西多摩郡奥多摩町

↓ 日原の一部 （私 13）
にっぱら

第２種特別地域

【稲村岩】

７５ 普通地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区85林班の一部 （公 6）

第２種特別地域

東京都西多摩郡奥多摩町

川野及び河内の各一部 （私 14）
こう ち

【奥多摩湖】

７６ 普通地域 山梨県東山梨郡三富村

↓ 川浦の一部 （私 98）

第２種特別地域

【久渡沢】

７７ 普通地域 山梨県東山梨郡三富村

↓ 山梨県有林塩山事業区41林班，48林班及び49林班の各一部

第２種特別地域 （公 582）

【西沢渓谷】

７８ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 国有林埼玉森林管理事務所48林班の全部並びに45林班から47林班ま

第３種特別地域 で，49林班及び50林班の各一部 （国 928）

埼玉県秩父郡大滝村

大字大滝の一部 公 1,086

私 548

【白石山】
しらいし

７９ 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村

↓ 大字大滝の一部 （私 379）

第３種特別地域

【白岩山西面】
しらいわ



変 更 理 由 面 積 (ha)

石灰岩の岩壁が特徴的な稲村岩は，日原川（多摩川水系）上流部に位置する。 １３
にっぱら

ミズナラ等の落葉広葉樹林からなり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (私 13)

奥多摩湖岫沢集団施設地区の良好な風致の維持を図るため。 ２０
くき

公 6

私 14

古礼山の西側山麓に位置する笛吹川（富士川水系）源流部の久渡沢では，ブ ９８
これ い

ナ，ミズナラ等の落葉広葉樹林が広がり，良好な風致の維持を図る必要性が高い。 (私 98)

国師ヶ岳に源を発する笛吹川（富士川水系）源流部の西沢渓谷一帯は，七ツ釜 ５８２
こく し

五段ノ滝等の多くの滝が連なる渓谷で，渓谷沿いに歩道が整備されている。ミズ (公 582)

ナラ等の落葉広葉樹林が広がる。また，初夏にはシャクナゲが一面ピンクに咲き

乱れる。良好な風致の維持を図る必要性が高い。

白石山は，荒川源流部の滝川と大洞川に挟まれた平坦な山頂を持つ独立峰で， ２，５６２
しらいし おおぼら

カラマツ等の人工林を主とした森林が広がり，風致の維持を図る必要性が高い。 国 928

公 1,086

私 548

白岩山西面の大洞川上流部一帯は，スギ，ヒノキ，カラマツ等の人工林を主と ３７９
しらいわ おおぼら

するものの，一部でミズナラ等の落葉広葉樹が見られ，風致の維持を図る必要性 (私 379)

が高い。



番号 変 更 内 容 位 置

８０ 特別地域 東京都青梅市

↓ 御岳山及び御岳二丁目の各一部 （私 338）
み た け み た け

第３種特別地域

東京都あきる野市

養沢の一部 （私 382）
ようざわ

東京都西多摩郡日の出町

大久野の一部 公 37
お お ぐ の

私 33

東京都西多摩郡檜原村

字大嶽，字神戸，字数馬，字倉掛及び字藤原の各一部 公 201
おおだけ か の と か ず ま くらかけ

私 1,048

東京都西多摩郡奥多摩町内

東京都水道局水源林奥多摩分区65林班の全部並びに66林班から70林班

まで及び84林班の各一部 （公 403）

東京都西多摩郡奥多摩町

海澤，梅澤，小丹波，境，原及び氷川の各一部 公 109
うなざわ こ た ば ひ か わ

私 567

【御岳山，大岳山，御前山，三頭山（５か所）】
みた け おおたけ ご ぜ ん み と う

８１ 特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区７林班から９林班まで，17林班，24林

第３種特別地域 班から26林班まで及び35林班から37林班までの全部並びに６林班，10

林班から16林班まで，18林班から20林班まで及び23林班の各一部

（公 1,882）

東京都西多摩郡奥多摩町

日原及び氷川の各一部 （私 48）
にっぱら ひ か わ

【日原川源流部（５か所）】
にっぱら



変 更 理 由 面 積 (ha)

御岳山から三頭山にかけての稜線から南北に広がる山腹一帯は，スギ，ヒノキ ３，１１８
みた け み と う

の人工林を主とするものの，一部でミズナラ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の 公 750

維持を図る必要性が高い。 私 2,368

酉谷山（天目山）から日向沢ノ峰にかけての稜線南面に位置する日原川源流部 １，９３０
とりだに てんもく

では，スギ，ヒノキの人工林を主とするものの，一部でブナ等の落葉広葉樹林が 公 1,882

見られ，風致の維持を図る必要性が高い。 私 48



番号 変 更 内 容 位 置

８２ 特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区１林班の全部 （公 127）

第３種特別地域

【大丹波川上流】
お お た ば

８３ 特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区82林班の全部並びに61林班，62林班，

第３種特別地域 78林班，79林班及び83林班の各一部 （公 348）

東京都西多摩郡奥多摩町

留浦の一部 （私 156）
と ず ら

【鷹ノ巣山南面（３か所）】

８４ 特別地域 山梨県甲府市内

↓ 山梨県有林塩山事業区１林班の一部 （公 66）

第３種特別地域

山梨県甲府市内

甲府市有林14林班の全部並びに８林班，９林班，15林班及び16林班の

一部 （公 449）

山梨県東山梨郡牧丘町内

山梨県有林塩山事業区２林班の全部並びに１林班及び24林班の各一部

（公 580）

山梨県東山梨郡三富村内

山梨県有林塩山事業区43林班から46林班までの各一部

（公 751）

山梨県北巨摩郡須玉町内

山梨県有林韮崎事業区159林班の一部 （公 74）

【金峰山山麓，国師ヶ岳山麓（２か所）】
こく し

８５ 特別地域 山梨県甲府市

↓ 御岳町の一部 （私 150）
み た け

第３種特別地域

【黒富士，燕岩】



変 更 理 由 面 積 (ha)

川苔山北面の大丹波川（多摩川水系）上流域では，スギ，ヒノキの人工林を主 １２７
かわのり お お た ば

とするものの，一部にブナ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の維持を図る必要性 (公 127)

が高い。

奥多摩湖北岸の鷹ノ巣山南面の山腹一帯は，スギ，ヒノキの人工林を主とする ５０４

ものの，一部にブナ，ミズナラ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の維持を図る必 公 348

要性が高い。 私 156

金峰山及び国師ヶ岳の南側山麓一帯は，良好なカラマツの人工林を主とした森 １，９２０
こく し

林が広がり，風致の維持を図る必要性が高い。 (公 1,920)

黒富士の北東斜面で燕岩岩脈を含む一帯は，カラマツ等の人工林を主とするも １５０

のの，一部にミズナラ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の維持を図る必要性が高 (私 150)

い。



番号 変 更 内 容 位 置

８６ 特別地域 山梨県甲府市内

↓ 山梨県有林甲府事業区80林班及び81林班の全部並びに75林班，82林

第３種特別地域 班，83林班及び86林班の各一部 （公 400）

山梨県甲府市

御岳町の一部 （私 30）
みた け

【野猿谷（４か所）】

８７ 特別地域 山梨県甲府市

↓ 御岳町の一部 （私 50）
みた け

第３種特別地域

【金 桜神社】
かなざくら

８８ 特別地域 山梨県甲府市内

↓ 山梨県有林甲府事業区97林班の全部並びに98林班の一部

第３種特別地域 （公 15）

山梨県甲府市

高成町の一部 （私 3）
たかなり

山梨県中巨摩郡敷島町内

山梨県有林甲府事業区100－Ⅰ林班の一部 （公 23）

【御岳昇仙峡（３か所）】
みたけしょうせん

８９ 特別地域 山梨県甲府市内

↓ 国有林山梨森林管理事務所１林班から３林班の全部 （国 80）

第３種特別地域

山梨県甲府市

下帯那町及び平瀬町の各一部 （私 64）
しもおびな

【千代田湖】



変 更 理 由 面 積 (ha)

野猿谷の両岸に広がる中津森一帯は，良好なカラマツの人工林を主とした森林 ４３０

が広がり，風致の維持を図る必要性が高い。 公 400

私 30

古くは山岳信仰と密教の修験道の霊地とされていた金 桜神社周辺は，良好な ５０
かなざくら

スギ，ヒノキの人工林を主とした森林が広がり，風致の維持を図る必要性が高い。 (私 50)

御岳昇仙峡の周辺は，良好なカラマツ等の人工林を主とした森林からなり，風 ４１
みたけしょうせん

致の維持を図る必要性が高い。 公 38

私 3

御岳昇仙峡の入口にあたる千代田湖周辺は，カラマツの人工林を主とするもの １４４
みたけしょうせん

の，一部にミズナラ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の維持を図る必要性が高い。 国 80

私 64



番号 変 更 内 容 位 置

９０ 特別地域 山梨県塩山市内

↓ 東京都水道局水源林萩原山分区41林班，42林班及び46林班の全部並び

第３種特別地域 に39林班，40林班，43林班から45林班まで，47林班から49林班まで，

51林班から53林班まで，56林班，58林班から60林班まで及び62林班の

各一部 （公 814）

山梨県塩山市

一之瀬高橋の一部 （私 124）

【一ノ瀬高原】

９１ 特別地域 山梨県塩山市内

↓ 東京都水道局水源林萩原山分区４林班及び31林班の全部並びに11林

第３種特別地域 班，12林班及び30林班の各一部 （公 350）

【鶏冠山（計２か所）】
けいかん

９２ 特別地域 山梨県塩山市内

↓ 山梨県有林塩山事業区77林班，90林班及び91林班の各一部

第３種特別地域 （公 313）

山梨県北都留郡小菅村内

東京都水道局水源林小菅分区１林班から６林班まで及び16林班から18

林班までの全部並びに７林班の一部 （公 799）

山梨県北都留郡丹波山村内

東京都水道局水源林丹波山分区70林班及び71林班の全部並びに68林班

及び69林班の各一部 （公 270）

【大菩薩嶺山麓（計５か所）】
だいぼさつ

９３ 特別地域 山梨県北巨摩郡須玉町内

↓ 山梨県有林韮崎事業区143林班，146林班及び148林班の各一部

第３種特別地域 （公 575）

【瑞牆山山麓】
みずがき



変 更 理 由 面 積 (ha)

笠取山や唐松尾山の南に広がる一ノ瀬高原一帯は，良好なカラマツの人工林を ９３８
かさとり からまつお

主とした森林が広がり，風致の維持を図る必要性が高い。 公 814

私 124

鶏冠山北面及び南面の山腹一帯は，良好なカラマツ等の人工林を主とした森林 ３５０
けいかん

が広がり，風致の維持を図る必要性が高い。 (公 350)

大菩薩嶺の山麓一帯は，良好なスギ，ヒノキ，カラマツ等の人工林を主とした １，３８２
だいぼさつ

森林が広がり，風致の維持を図る必要性が高い。 (公 1,382)

瑞牆山の西側山麓一帯は，良好なカラマツの人工林を主とした森林が広がり， ５７５
みずがき

風致の維持を図る必要性が高い。 (公 575)



番号 変 更 内 容 位 置

９４ 特別地域 山梨県北巨摩郡須玉町内

↓ 山梨県有林韮崎事業区152－Ⅱ林班の一部 （公 38）

第３種特別地域

【増富】
ますとみ

９５ 特別地域 山梨県北都留郡丹波山村内

↓ 東京都水道局水源林丹波山分区２林班，９林班，10林班，12林班，13

第３種特別地域 林班，23林班から27林班まで，29林班及び35林班の全部並びに１林班，３林

班，４林班，28林班，30林班，34林班及び54林班の各一部

（公 1,228）

山梨県北都留郡丹波山村

字上熊倉，字河原指，字さをうら，字滝入及び字火打岩の各一部
かみくまぐら かわらざす たきいり ひうちいわ

公 55

私 345

【丹波川，三条の湯周辺（３か所）】
た ば

９６ 特別地域 長野県南佐久郡川上村内

↓ 国有林東信森林管理署46林班の全部並びに44林班，45林班及び47林班

第３種特別地域 の各一部 （国 805）

長野県南佐久郡川上村

大字秋山及び大字梓山の各一部 国 11
あずさ

公 998

【千曲川源流部（２か所）】

９７ 特別地域 長野県南佐久郡川上村内

↓ 国有林東信森林管理署51林班，52林班，55林班及び59林班の全部並び

第３種特別地域 に49林班, 50林班，53林班，54林班，56林班，58林班，60林班及び63

林班の各一部 （国 1,816）

長野県南佐久郡川上村

大字秋山の一部 （公 117）

【金峰山北面】



変 更 理 由 面 積 (ha)

増富温泉郷の北側は，良好なカラマツの人工林を主とした森林からなり，風致 ３８
ますとみ

の維持を図る必要性が高い。 (公 38)

丹波川（多摩川水系）北岸の山手添い一帯は，良好なスギ，ヒノキ等の人工林 １，６２８
た ば

を主とした森林が広がり，風致の維持を図る必要性が高い。 公 1,283

私 345

甲武信ヶ岳から三国山にかけての稜線西側一帯は千曲川源流部にあたり，カラ １，８１４
こ ぶ し

マツ等の人工林を主とするものの，一部にシラカバ等の落葉広葉樹林が見られ 国 816

る。風致の維持を図る必要性が高い。 公 998

金峰山から国師ヶ岳にかけての稜線の北側山腹一帯は，カラマツ等の人工林を １，９３３
こく し

主とするものの，一部にコメツガ等の亜高山性針葉樹林が見られる。風致の維持 国 1,816

を図る必要性が高い。 公 117



番号 変 更 内 容 位 置

９８ 普通地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 埼玉県有林111Ｇ林班の全部 （公 26）

第３種特別地域

埼玉県秩父郡大滝村

大字中津川の一部 （私 5）

【神流川左岸】
かん な

９９ 普通地域 埼玉県秩父郡大滝村内

↓ 国有林埼玉森林管理事務所65林班の全部 （国 197）

第３種特別地域

埼玉県秩父郡大滝村内

埼玉県有林104Ｈ林班から104Ｊ林班まで，106Ｃ林班から106Ｊ林班ま

で及び107Ａ林班から107Ｉ林班までの全部 （公 540）

埼玉県秩父郡大滝村

大字中津川の一部 公 119

私 25

【中津川上流】

1 0 0 普通地域 埼玉県秩父郡大滝村

↓ 大字中津川の一部 （国 228）

第３種特別地域

【滝沢】

1 0 1 普通地域 埼玉県秩父郡大滝村

↓ 大字三峰の一部 （私 16）
みつみね

第３種特別地域

【秩父湖】

1 0 2 普通地域 東京都青梅市

↓ 沢井三丁目及び御岳本町の各一部 （私 25）
みた け

第３種特別地域

東京都西多摩郡奥多摩町

大丹波及び川井の各一部 （私 31）
お お た ば

【首都圏自然歩道】



変 更 理 由 面 積 (ha)

中津川の支流である神流川の左岸山手添いは，良好なスギ，ヒノキ等の人工林 ３１
かん な

を主とした森林からなり，風致の維持を図る必要性が高い。 公 26

私 5

白泰山の北西斜面の中津川上流部一帯は，カラマツ等の人工林を主とするもの ８８１
はくたい

の，一部にイヌブナ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の維持を図る必要性が高い。 国 197

公 659

私 25

滝沢周辺の秩父広瀬線車道沿線一帯では，良好なスギ，ヒノキ等の人工林を主 ２２８

とした森林が広がり，風致の維持を図る必要性が高い。 (国 228)

二瀬三峰線車道の区間変更に伴い，変更後の道路沿線の風致の維持を図るた １６
ふたせみつみね

め。 (私 16)

首都圏自然歩道線沿線の風致の維持を図るため。 ５６

(私 56)



番号 変 更 内 容 位 置

1 0 3 普通地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区29林班及び30林班の全部

第３種特別地域 （公 256）

【ウトウの頭】

1 0 4 普通地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区14林班及び23林班の各一部

第３種特別地域 （公 156）

【日原鍾乳洞（計２か所）】
にっぱら

1 0 5 普通地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区３林班の全部並びに２林班の一部

第３種特別地域 （公 132）

東京都西多摩郡奥多摩町

大丹波の一部 （私 583）
お お た ば

【川苔山東面】
かわのり

1 0 6 普通地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区81林班の全部並びに80林班の一部

第３種特別地域 （公 88）

【鷹ノ巣山南面（２か所）】

1 0 7 普通地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区71林班及び72林班の各一部

第３種特別地域 （公 13）

東京都西多摩郡奥多摩町

川野，河内及び原の各一部 （私 159）
こ う ち

【月夜見山（２か所）】
つ き よ み



変 更 理 由 面 積 (ha)

日原川（多摩川水系）上流域のウトウの頭の南面一帯は，スギ，ヒノキ等の人 ２５６
にっぱら

工林を主とするものの，一部にブナ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の維持を図 (公 256)

る必要性が高い。

日原鍾乳洞周辺は，スギ，ヒノキ等の人工林を主とするものの，一部にブナ等 １５６
にっぱら

の落葉広葉樹林が見られ，風致の維持を図る必要性が高い。 (公 156)

川苔山の東面一帯は，スギ，ヒノキ等の人工林を主とするものの，一部にミズ ７１５
かわのり

ナラ等の落葉広葉樹林が見られ，風致の維持を図る必要性が高い。 公 132

私 583

鷹ノ巣山南面の山腹一帯は，主にブナ，ミズナラ等の自然林が広がり，風致の ８８

維持を図る必要性が高い。 (公 88)

十里木小河内線車道の通る月夜見山周辺の風致の維持を図るため。 １７２
じゅ う り き お ご う ち つ き よ み

公 13

私 159



番号 変 更 内 容 位 置

1 0 8 普通地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区74林班の一部 （公 89）

第３種特別地域

【ヌカザス山】

1 0 9 普通地域 山梨県甲府市

↓ 御岳町の一部 （私 110）
み た け

第３種特別地域

【黒富士】

1 1 0 普通地域 山梨県東山梨郡三富村内

↓ 山梨県有林塩山事業区47林班の全部並びに35林班, 36林班, 42林班か

第３種特別地域 ら46林班まで，48林班及び50林班の各一部 （公 928）

【国師ヶ岳山麓】
こく し

1 1 1 普通地域 山梨県東山梨郡三富村内

↓ 山梨県有林塩山事業区40林班及び61林班の全部並びに39林班，41林

第３種特別地域 班，59林班及び60林班の各一部 （公 1,033）

山梨県東山梨郡三富村

川浦の一部 （私 141）

【笛吹川上流部】

1 1 2 特別地域 埼玉県秩父郡両神村

↓ 大字薄の一部 （私 26）
すすき

普通地域

1 1 3 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村

↓ 大字大滝の一部 （私 7）

普通地域

1 1 4 特別地域 埼玉県秩父郡大滝村

↓ 東京大学農学部附属演習林秩父演習林14林班及び15林班の各一部

普通地域 （国 176）



変 更 理 由 面 積 (ha)

奥多摩湖三頭山線歩道沿線は，スギ，ヒノキ等の人工林を主とするものの，一 ８９
みと う

部にミズナラ等の自然林が見られ，風致の維持を図る必要性が高い。 (公 89)

黒富士の北側斜面では，良好なカラマツの人工林を主とした森林が広がり，風 １１０

致の維持を図る必要性が高い。 (私 110)

国師ヶ岳山麓一帯は，良好なカラマツの人工林を主とした森林が広がり，風致 ９２８
こく し

の維持を図る必要性が高い。 (公 928)

広瀬湖西岸及び国道１４０号の雁坂トンネル坑口周辺一帯は，良好なスギ，ヒ １，１７４
かり

ノキ，カラマツ等の人工林を主とした森林が広がり，風致の維持を図る必要性が 公 1,033

高い。 私 141

地種区分線の明確化に伴い，特別地域から削除する。 ２６

(私 26)

地種区分線の明確化に伴い，特別地域から削除する。 ７

(私 7)

地種区分線の明確化に伴い，特別地域から削除する。 １７６

(国 176)



番号 変 更 内 容 位 置

1 1 5 特別地域 東京都あきる野市

↓ 乙津の一部 （私 9）
お づ

普通地域

1 1 6 特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町内

↓ 東京都水道局水源林奥多摩分区34林班の一部 （公 24）

普通地域

1 1 7 特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町

↓ 日原及び氷川の各一部 （私 75）
にっぱら ひ か わ

普通地域

1 1 8 特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町

↓ 氷川の一部 （私 9）
ひか わ

普通地域

1 1 9 特別地域 東京都西多摩郡奥多摩町

↓ 棚澤の一部 （私 3）
たなざわ

普通地域

1 2 0 特別地域 山梨県甲府市

↓ 御岳町の一部 （私 25）
みた け

普通地域

1 2 1 特別地域 山梨県東山梨郡三富村

↓ 川浦の一部 （私 80）

普通地域

1 2 2 特別地域 山梨県北巨摩郡須玉町

↓ 比志の一部 （私 7）
ひ し

普通地域

1 2 3 第３種特別地域 埼玉県秩父郡大滝村

↓ 大字大滝の一部 公 73

普通地域 私 498

1 2 4 第３種特別地域 埼玉県秩父郡大滝村

↓ 大字三峰の一部 （私 46）
みつみね

普通地域



変 更 理 由 面 積 (ha)

秋川に沿って集落化が進み，特別地域としての資質が失われたため。 ９

(私 9)

地種区分線の明確化に伴い，特別地域から削除する。 ２４

(公 24)

日原川に沿って集落化が進み，特別地域としての資質が失われたため。 ７５
にっぱら

(私 75)

多摩川に沿って集落化が進み，特別地域としての資質が失われたため。 ９

(私 9)

集落化が進み，特別地域としての資質が失われたため。 ３

(私 3)

地種区分線の明確化に伴い，特別地域から削除する。 ２５

(私 25)

地種区分線の明確化に伴い，特別地域から削除する。 ８０

(私 80)

集落化が進み，特別地域としての資質が失われたため。 ７

(私 7)

集落化が進み，第３種特別地域としての資質が失われたため。 ５７１

公 73

私 498

二瀬三峰線車道の区間変更に伴い，第３種特別地域として風致の維持を図る必 ４６
みつみね

要性がなくなったため。 (私 46)



番号 変 更 内 容 位 置

1 2 5 第３種特別地域 東京都西多摩郡檜原村

↓ 字数馬の一部 （私 21）
かず ま

普通地域



変 更 理 由 面 積 (ha)

集落化が進み，第３種特別地域としての資質が失われたため。 ２１

(私 21)



イ 利用施設計画

（１）利用施設計画

利用施設計画の一部を次のとおり変更する。

（ア）集団施設地区

①次の集団施設地区を次のとおり変更する。

（表１９：集団施設地区区域変更表）

番号 区 分 変 更 部 分 の 区 域

２ 拡 張 東京都西多摩郡奥多摩町（奥多摩湖岫沢）
くき

１ 削 除 埼玉県秩父郡大滝村（三峰）
みつみね

②次の集団施設地区を削除（解除）する。

（表２０：集団施設地区削除（解除）表）

番号 名 称 変 更 部 分 の 区 域

１ 秋 川 東京都西多摩郡小宮村乙津

２ 御 岳 東京都西多摩郡三田村御岳山
み た け

３ 一 ノ 瀬 山梨県塩山市地内

４ 増 富 山梨県北巨摩郡須玉町地内
ま す と み



変 更 理 由 変更面積 変更後面積

（ｈａ） （ｈａ）

奥多摩湖南岸の良好な自然環境を活かし，自然とふれあうことのでき － ３５．０

る拠点とするため，宿舎，休憩所，野営場及び博物展示施設等の施設を

集団的に整備するもの。

地形的な制約など，集団的に整備することが困難な区域を削除するも ５４．１ ３４．１△

の。

変 更 理 由 告示年月日

集団施設地区として整備する必要性を失ったため。 一般計画

昭和27.10.13

集団施設地区として整備する必要性を失ったため。 一般計画

昭和29. 2.18

集団施設地区として整備する必要性を失ったため。 一般計画

昭和30. 3.30

集団施設地区として整備する必要性を失ったため。 一般計画

昭和30. 3.30



（イ）単独施設

①次の単独施設を追加する。

（表２１：単独施設追加表）

番号 種 類 位 置

１ 園 地 埼玉県秩父郡両神村（日向大谷）
ひな た お お や

２ 避難小屋 埼玉県秩父郡両神村（清滝）
きよたき

３ 園 地 埼玉県秩父郡両神村（白井差）
しらいさす

４ 避難小屋 埼玉県秩父郡両神村（白井差）
しらいさす

５ 博物展示施設 埼玉県秩父郡両神村（白井差）
しらいさす

６ 園 地 埼玉県秩父郡両神村（広河原）
ひろがわら

７ 駐 車 場 埼玉県秩父郡両神村（広河原）
ひろがわら

９ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村及び長野県南佐久郡川上村（三国山）

１０ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村及び長野県南佐久郡川上村（三国峠）

１２ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村（滝沢）

１３ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村（栃本）
とちもと

１４ 避難小屋 埼玉県秩父郡大滝村（四里観音）
よ り かんのん



整 備 方 針 旧計画との関係

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）日 向 大 谷 広 場

両神山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規

（清 滝 宿 舎）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

両神山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規

両神山の自然解説や公園利用のための情報提供等を行うための博物展示施設とし 新 規

て整備する。

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

両神山の登山利用者等のための駐車場として整備する。 新 規

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（三国山苑地）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（栃 本 広 場）

十文字山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規



番号 種 類 位 置

１５ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村（秩父湖）

１６ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村（秩父湖）

１７ 駐 車 場 埼玉県秩父郡大滝村（秩父湖）

１８ 給水施設 埼玉県秩父郡大滝村（秩父湖）

２０ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村（大輪）
おお わ

２１ 避難小屋 埼玉県秩父郡大滝村（柳小屋）

２２ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村（豆焼沢）

２４ 休 憩 所 埼玉県秩父郡大滝村（霧藻ヶ峰）
きり も

２８ 園 地 埼玉県秩父郡大滝村及び山梨県東山梨郡三富村（雁峠）
がん

２９ 避難小屋 埼玉県秩父郡大滝村（雁峠）
がん

３０ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村及び東京都西多摩郡奥多摩町（雲取山）
くもとり

３１ 園 地 東京都青梅市（軍 畑）
いくさばた

３２ 駐 車 場 東京都青梅市（射山渓）
しゃざんけい



整 備 方 針 旧計画との関係

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）三峯秩父湖集団施設地区

秩父湖やその周辺の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規

（ ）三峯秩父湖集団施設地区

秩父湖やその周辺の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規

（ ）三峯秩父湖集団施設地区

秩父湖やその周辺地区に安定的に飲料水等を給水するための給水施設として整備 新 規

する。 （ ）三峯秩父湖集団施設地区

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（大 輪 広 場）

十文字山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規

（柳小屋宿舎）

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

雲取山の登山利用者等のための休憩所として整備する。 新 規
くもとり

（地蔵峠苑地）

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

奥秩父縦走等の登山利用者の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規

雲取山の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 新 規

（雲取山宿舎）

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

御岳渓谷やその周辺の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規
みた け

（射山渓苑地）



番号 種 類 位 置

３３ 案 内 所 東京都青梅市（御岳）
みた け

３４ 園 地 東京都青梅市（御岳）
みた け

３６ 駐 車 場 東京都青梅市（滝本）

３８ 園 地 東京都青梅市（御岳山）
みた け

３９ 宿 舎 東京都青梅市（御岳山）
みた け

４０ 休 憩 所 東京都青梅市（御岳山）
みた け

４１ 博物展示施設 東京都青梅市（御岳山）
みた け

４２ 園 地 東京都青梅市（御岳長尾平）
みたけながおたいら

４３ 宿 舎 東京都あきる野市（養沢鍾乳洞）
ようざわ

４５ 園 地 東京都あきる野市（長岳）
ながたけ

４６ 宿 舎 東京都あきる野市（長岳）
ながたけ

４７ 野 営 場 東京都あきる野市（長岳）
ながたけ

４８ 運 動 場 東京都あきる野市（長岳）
ながたけ



整 備 方 針 旧計画との関係

奥多摩地区における登山コース，興味対象等について教示案内するための案内所 新 規

として整備する。

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（御 岳 広 場）

御岳山やその周辺の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規
みた け

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）御岳集団 施 設 地区

御岳山の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規
みた け

（ ）御岳集団 施 設 地区

御岳山の自然探勝等の利用者のための休憩所として整備する。 新 規
みた け

（ ）御岳集団 施 設 地区

御岳山の自然解説，公園利用のための情報提供等を行うための博物展示施設とし 新 規
みた け

て整備する。 （ ）御岳集団 施 設 地区

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）御岳集団 施 設 地区

養沢鍾乳洞やその周辺の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規
ようざわ

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）秋川集団 施 設 地区

秋川渓谷の自然探勝等の利用者の宿泊施設として整備する。 新 規

（ ）秋川集団 施 設 地区

秋川渓谷の自然とふれあうための野営場として整備する。 新 規

（ ）秋川集団 施 設 地区

自然とふれあうための運動場として整備する。 新 規

（ ）秋川集団 施 設 地区



番号 種 類 位 置

４９ 博物展示施設 東京都あきる野市（長岳）
ながたけ

５０ 駐 車 場 東京都あきる野市（十里木）
じゅうりき

５１ 園 地 東京都西多摩郡日の出町（日の出山）

５２ 宿 舎 東京都西多摩郡日の出町（日の出山）

５５ 宿 舎 東京都西多摩郡檜原村（大岳山）
おおたけ

５７ 野 営 場 東京都西多摩郡檜原村（神戸）
かの と

６０ 避難小屋 東京都西多摩郡檜原村（三頭山）
みと う

６１ 博物展示施設 東京都西多摩郡檜原村（三頭山）
みと う

６２ 園 地 東京都西多摩郡檜原村（払沢の滝）
ほっさわ

６３ 園 地 東京都西多摩郡檜原村（浅間嶺）
せんげん

６５ 避難小屋 東京都西多摩郡奥多摩町（酉谷山）
とりだに

６６ 避難小屋 東京都西多摩郡奥多摩町（一杯水）
いっぱいみず

７０ 野 営 場 東京都西多摩郡奥多摩町（大丹波）
お お た ば



整 備 方 針 旧計画との関係

秋川渓谷の自然解説や公園利用のための情報提供等を行うための博物展示施設と 新 規

して整備する。 （ ）秋川集団 施 設 地区

秋川渓谷やその周辺の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規

（ ）秋川集団 施 設 地区

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

日の出山の登山等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規

大岳山の登山等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規
おおたけ

自然とふれあうための野営場として整備する。 新 規

三頭山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規
みと う

三頭山の自然解説や公園利用のための情報提供等を行うための博物展示施設とし 新 規
みと う

て整備する。

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

酉谷山（天目山）の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規
とりだに てんもく

（天目山宿舎）

天目山（三ツドッケ）の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備す 新 規
てんもく

る。 （一杯水宿舎）

自然とふれあうための野営場として整備する。 新 規



番号 種 類 位 置

７１ 宿 舎 東京都西多摩郡奥多摩町（五十人平）

７３ 避難小屋 東京都西多摩郡奥多摩町（鷹ノ巣山）

７９ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（白丸）
しろまる

８１ 公衆浴場 東京都西多摩郡奥多摩町（氷川）
ひか わ

８４ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（小河内ダム）
お ご う ち

８５ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（大麦代）
おおむぎしろ

８６ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（海沢谷）
うなざわ

８７ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（坂本）

８８ 駐 車 場 東京都西多摩郡奥多摩町（峰谷）
みねだに

８９ 駐 車 場 東京都西多摩郡奥多摩町（川野）

９０ 駐 車 場 東京都西多摩郡奥多摩町（留浦）
とず ら

９１ 避難小屋 東京都西多摩郡奥多摩町（御前山）
ごぜ ん

９２ 休 憩 所 山梨県甲府市（御室小屋）
おむ ろ ご や



整 備 方 針 旧計画との関係

雲取山等の登山利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規
くもとり

（檜 尾 宿 舎）

鷹ノ巣山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

氷川渓谷やその周辺の自然探勝等の利用者ための公衆浴場として整備する。 新 規
ひか わ

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）小河内集団施設地区

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）小河内集団施設地区

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）小河内集団施設地区

奥多摩湖畔の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規

（ ）小河内集団施設地区

奥多摩湖畔の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規

（ ）小河内集団施設地区

奥多摩湖畔の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規

（ ）小河内集団施設地区

御前山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規
ごぜ ん

金峰山の登山利用者等のための休憩所として整備する。 新 規



番号 種 類 位 置

９３ 園 地 山梨県甲府市（金 楼）
かなざくら

９７ 駐 車 場 山梨県甲府市（天神森）
てんじんもり

１００ 宿 舎 山梨県塩山市（将 監峠）
しょうげん

１０１ 野 営 場 山梨県塩山市（三之瀬）

１０２ 野 営 場 山梨県塩山市（藤尾）

１０４ 休 憩 所 山梨県塩山市（千石）
せんごく

１０７ 園 地 山梨県東山梨郡牧丘町（大 弛峠）
おおだるみ

１０８ 宿 舎 山梨県東山梨郡牧丘町（大 弛峠）
おおだるみ

１０９ 宿 舎 山梨県東山梨郡三富村（西沢渓谷）

１１０ 園 地 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）

１１２ 休 憩 所 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）

１１３ 野 営 場 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）

１１４ 駐 車 場 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）



整 備 方 針 旧計画との関係

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（金 桜 広 場）

御岳昇仙峡の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規
みたけしょうせん

（天神平広場）

奥秩父縦走等の登山利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規

（ ）牛 王 院 平 宿 舎

登山者の拠点となる野営場として整備する。 新 規

（ ﾉ ）一 瀬集団施設地区

自然とふれあうための野営場として整備する。 新 規

大菩薩嶺の登山利用者等のための休憩所として整備する。 新 規
だいぼさつ

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

国師ヶ岳の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 新 規
こく し

（ ｹ ）国 師 岳 宿 舎

西沢渓谷の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（広 瀬 広 場）

広瀬湖畔やその周辺の自然探勝等の利用者のための休憩所として整備する。 新 規

自然とふれあうための野営場として整備する。 新 規

広瀬湖やその周辺の自然探勝等の利用者のための駐車場として整備する。 新 規



番号 種 類 位 置

１１５ 博物展示施設 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）

１１６ 給水施設 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）

１１７ 避難小屋 山梨県東山梨郡三富村（牛首）
うしくび

１１８ 園 地 山梨県東山梨郡三富村（青笹川）
あおざさ

１２１ 園 地 山梨県北巨摩郡須玉町（周先ヶ原）
しゅうせんがはら

１２２ 宿 舎 山梨県北巨摩郡須玉町（周先ヶ原）
しゅうせんがはら

１２３ 野 営 場 山梨県北巨摩郡須玉町（周先ヶ原）
しゅうせんがはら

１２６ 野 営 場 山梨県北巨摩郡須玉町（富士見平）

１２７ 園 地 山梨県北巨摩郡須玉町（里宮平）
さとみやだいら

１２８ 宿 舎 山梨県北巨摩郡須玉町（里宮平）
さとみやだいら

１２９ 駐 車 場 山梨県北巨摩郡須玉町（里宮平）
さとみやだいら

１３０ 園 地 山梨県北巨摩郡須玉町（増富）
ますとみ

１３１ 宿 舎 山梨県北巨摩郡須玉町（増富）
ますとみ



整 備 方 針 旧計画との関係

広瀬湖やその周辺の自然解説や公園利用のための情報提供等を行うための博物展 新 規

示施設として整備する。

広瀬湖やその周辺地区に安定的に飲料水等を給水するための給水施設として整備 新 規

する。

黒金山の登山利用者等の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規
くろがね

風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

周先ヶ原やその周辺の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規
しゅうせんがわら

自然とふれあうための野営場として整備する。 新 規

登山者の拠点となる野営場として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

金峰山の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 新 規

金峰山の登山利用者等のための駐車場として整備する。 新 規

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

（ ）増富集団 施 設 地区

増富温泉やその周辺の自然探勝等の利用者のための宿泊施設として整備する。 新 規

（ ）増富集団 施 設 地区



番号 種 類 位 置

１３２ 駐 車 場 山梨県北巨摩郡須玉町（増富）
ますとみ

１３３ 園 地 山梨県北巨摩郡須玉町（桂 平）
かつらだいら

１３４ 避難小屋 山梨県北都留郡丹波山村（飛龍山）
ひりゅう

１３６ 宿 舎 山梨県北都留郡丹波山村（七ツ石山）
ななついし

１３８ 園 地 長野県南佐久郡川上村（毛木場）
も お き ば

１３９ 野 営 場 長野県南佐久郡川上村（毛木場）
も お き ば



整 備 方 針 旧計画との関係

増富温泉やその周辺の自然探勝等のための駐車場として整備する。 新 規

（ ）増富集団 施 設 地区

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

奥秩父縦走等の登山利用者の安全を図るための避難小屋として整備する。 新 規

（飛龍山宿舎）

雲取山の登山利用者等のための宿泊施設として整備する。 新 規
くもとり

（ ﾂ ）七 石 山 宿 舎

散策，ピクニック，風景観賞，自然観察等のための園地として整備する。 新 規

登山者の拠点となる野営場として整備する。 新 規



②次の単独施設を削除する。

（表２２：単独施設削除表）

番号 種 類 位 置

２ 苑 地 東京都西多摩郡三田村（高水山）

３ 広 場 東京都西多摩郡三田村（御岳）

７ 宿 舎 東京都西多摩郡古里村（獅子口）

８ 苑 地 東京都西多摩郡古里村（川乗山）

１０ 苑 地 東京都西多摩郡古里村（入川）

１１ 苑 地 東京都西多摩郡氷川町（本仁田山）

１３ 宿 舎 東京都西多摩郡氷川町（川乗谷）

１５ 宿 舎 東京都西多摩郡氷川町（一杯水）

１６ 宿 舎 東京都西多摩郡氷川町（天目山）

１７ 宿 舎 東京都西多摩郡氷川町（ハシゴ坂）

１８ 宿 舎 東京都西多摩郡氷川町（ノジン尾根）

１９ 宿 舎 東京都西多摩郡氷川町（七ツ石山）



告示年月日 理 由

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，園地計画に変更するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，避難小屋計画に変更するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，酉谷山避難小屋計画に変更するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画位置を山梨県北都留郡丹波山村に変更するもの。



番号 種 類 位 置

２０ 野 営 場 東京都西多摩郡氷川町（日原鍾乳洞）

２１ 宿 舎 東京都西多摩郡氷川町（日原）

２２ 広 場 東京都西多摩郡大久野村（三ツ沢）

２４ 苑 地 東京都西多摩郡小宮村（養沢鍾乳洞）

２９ 野 営 場 東京都西多摩郡檜原村（浅間嶺）

３０ 宿 舎 東京都西多摩郡檜原村（数馬）

３２ 広 場 山梨県北都留郡小菅村（川久保）

３３ 広 場 山梨県北都留郡丹波山村（丹波）

３３ 宿 舎 山梨県北都留郡丹波山村（丹波）

３６ 宿 舎 山梨県北都留郡丹波山村（飛龍山）

３７ 広 場 山梨県塩山市（落合）

３７ 宿 舎 山梨県塩山市（落合）

３８ 宿 舎 山梨県塩山市（牛王院平）



告示年月日 理 由

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，避難小屋計画に変更するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画位置を将 監峠に変更するもの。
しょうげん



番号 種 類 位 置

４１ 苑 地 山梨県塩山市（大菩薩嶺）

４３ 広 場 山梨県東山梨郡三富村（広瀬）

４４ 苑 地 山梨県東山梨郡三富村（乾徳山）

４５ 宿 舎 山梨県東山梨郡三富村（東沢）

４７ 苑 地 山梨県甲府市及び山梨県中巨摩郡敷島町（天神平）

４７ 広 場 山梨県中巨摩郡吉沢村吉沢（天神平）

５１ 広 場 山梨県甲府市（金桜）

５２ 宿 舎 山梨県甲府市（上黒平）

５３ 宿 舎 山梨県甲府市（水晶峠）

５４ 宿 舎 山梨県東山梨郡牧丘町（国師ヶ岳）

５５ 宿 舎 山梨県北巨摩郡増富村（金山）

５６ 野 営 場 山梨県北巨摩郡増富村（瑞牆山麓）

５９ 広 場 長野県南佐久郡川上村（梓山）



告示年月日 理 由

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，園地計画に変更するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和27.10.13告示 利用の実態等を踏まえ，天神森駐車場計画に変更するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，園地計画に変更するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和38.10.10告示 利用の実態等を踏まえ，計画位置を大 弛峠に変更するもの。
おおだるみ

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。



番号 種 類 位 置

６０ 苑 地 長野県南佐久郡川上村（三国山）

６２ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村（柳小屋）

６５ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村（樺小屋）

６６ 広 場 埼玉県秩父郡大滝村（栃本）

６６ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村（栃本）

６７ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村（雲取山）

６８ 宿 舎 東京都西多摩郡氷川町（ノジン尾根）

７０ 苑 地 埼玉県秩父郡大滝村（地蔵峠）

７１ 野 営 場 埼玉県秩父郡大滝村（太陽寺）

７２ 広 場 埼玉県秩父郡大滝村（大輪）

７４ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村（中津川）

７５ 苑 地 埼玉県秩父郡両神村（両神山）

７６ 宿 舎 埼玉県秩父郡両神村（清滝）



告示年月日 理 由

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画位置を埼玉県秩父郡大滝村及び長野県南佐久郡川

上村に変更するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，柳小屋避難小屋計画に変更するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，園地計画に変更するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画位置を埼玉県秩父郡大滝村及び東京都西多摩郡奥

多摩町に変更するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，霧藻ヶ峰休憩所計画に変更するもの。
きり も

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，園地計画に変更するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，避難小屋計画に変更するもの。



番号 種 類 位 置

７７ 広 場 埼玉県秩父郡両神村（日向大谷）

７８ 広 場 埼玉県秩父郡大滝村（強石）

７９ 野 営 場 東京都西多摩郡大久野村（麻生平）

８３ 苑 地 東京都青梅市沢井上分（射山渓）

８４ 宿 舎 東京都西多摩郡奥多摩町氷川（小留浦）

８７ スケート場 東京都青梅市（御岳）

９０ 宿 舎 東京都西多摩郡奥多摩町日原（檜尾）

９１ 野 営 場 山梨県甲府市川窪町（野猿谷）

９２ 園 地 東京都西多摩郡奥多摩町（倉戸山）

９３ 宿 舎 埼玉県秩父郡大滝村麻生（二瀬）

９４ 駐 車 場 埼玉県秩父郡大滝村麻生（二瀬）



告示年月日 理 由

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，園地計画に変更するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和32. 5. 8告示 利用の実態等を踏まえ，駐車場計画に変更するもの。

昭和33. 9.18告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和34. 3.24告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和35. 5.17告示 利用の実態等を踏まえ，計画位置を五十人平に変更するもの。

昭和35. 5.17告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和35.12.26告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和36. 4. 4告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和36. 6. 8告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。



ウ 道路

①次の車道を追加する。

（表２３：道路（車道）追加表）

番号 路 線 名 区 間 主要経過地

１ 両神山線 起点－埼玉県秩父郡両神村（広河原・国立公園境界）

終点－埼玉県秩父郡両神村（白井差）
しらいさす

２ 中津川八丁峠線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（出合・車道分岐点）
であ い

終点－埼玉県秩父郡大滝村（八丁峠・国立公園境界）

６ 大血川三峰線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（大達原・車道分岐点） 太陽寺
おお ち みつみね

終点－埼玉県秩父郡大滝村（三峰）
みつみね

１３ 大沢神戸線 起点－東京都西多摩郡檜原村（大沢・車道分岐点）
かの と

終点－東京都西多摩郡檜原村（神戸）
かの と

１５ 上川乗小岩線 起点－東京都西多摩郡檜原村（上川乗・車道分岐点） 松生山
のり のり

終点－東京都西多摩郡檜原村（小岩・車道合流点）

１８ 坂本峰谷線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町

（坂本・車道分岐点）

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（峰谷）



整 備 方 針 旧計画との関係

秩父市方面から両神山への登山口にあたる白井差への到達道路として整備する。 新 規
しらいさす

神流川流域の風景観賞等のための道路として整備する。 新 規
かん な

三峰集団施設地区への到達道路として整備する。 新 規
みつみね

神戸園地等への到達道路として整備する。 新 規
かの と

南秋川と北秋川とを結ぶ連絡道路として整備する。 新 規

鷹ノ巣山等の登山口にあたる峰谷への到達道路として整備する。 新 規



②次の車道を変更する。

（表２４：道路（車道）変更表）

現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

４ 梓山落合線 起点－長野県南佐久郡川上村梓 三国山 昭30. 3.30 ３ 中津川梓山

山 中津川 線

終点－埼玉県秩父郡大滝村落合

５ 秩父栃本線 起点－埼玉県秩父郡大滝村大字 大輪 昭30. 3.30 ４ 秩父広瀬線

大滝強石 落合

（国立公園境界）

終点－埼玉県秩父郡大滝村栃本

１７ 塩山広瀬線 起点－山梨県東山梨郡三富村円 昭30. 3.30

川（国立公園境界）

終点－山梨県東山梨郡三富村広

瀬

２４ 二瀬三峰山 起点－埼玉県秩父郡大滝村 昭40. 6. 9 ５ 二瀬三峰線
ふたせみつみね

登山線 （大久保）

終点－埼玉県秩父郡大滝村

（大根畑）

９ 御岳山線 起点－東京都西多摩郡三田村大 昭30. 3.30 ７ 御岳滝本線
みた け

字御岳

終点－東京都西多摩郡三田村大

字御岳小字滝本入

１ 青梅塩山線 起点－東京都青梅市日向和田字 米川 昭30. 3.30 ８ 青梅塩山線

原（国立公園境界） 小河内

終点－山梨県塩山市裂石 丹波

（国立公園境界） 落合

終点－東京都西多摩郡古里村入

川



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－埼玉県秩父郡大滝村 中津峡 埼玉県側と長野県側とを結ぶ連絡 公園計画の全

（塩沢・車道分岐点） 三国峠 道路として整備する。 般的な見直しに

終点－長野県南佐久郡川上村 伴い，路線名又

（三国峠・国立公園境界) は区間，整備方

起点－長野県南佐久郡川上村 針等を整理する

（梓山・国立公園境界） もの。

終点－長野県南佐久郡川上村

（梓山・国立公園境界）

起点－埼玉県秩父郡大滝村 大輪 埼玉県側と山梨県側とを結ぶ主要
おお わ

（強石・国立公園境界） 滝沢 連絡道路として整備する。
こわいし

終点－山梨県東山梨郡三富村 秩父湖

（円川・国立公園境界） 栃本
まるかわ とちもと

終点－埼玉県秩父郡大滝村 広瀬湖

（川又・車道合流点）

終点－埼玉県秩父郡大滝村

（川又・車道合流点）

起点－埼玉県秩父郡大滝村 三峰集団施設地区への到達道路と
みつみね

（二瀬・車道分岐点） して整備する。
ふた せ

終点－埼玉県秩父郡大滝村

（三峰）
みつみね

起点－東京都青梅市 御岳山の玄関口である滝本への到
みた け

（御岳・車道分岐点） 達道路として整備する。
みた け

終点－東京都青梅市（滝本）

起点－東京都青梅市 御岳渓谷 東京都側と山梨県側とを結ぶ主要
みた け

（日向和田・国立公園境界) 鳩ノ巣渓谷 連絡道路として整備する。
ひ な た わ だ は と の す

終点－東京都西多摩郡奥多摩町 氷川渓谷
ひか わ

（裂石・国立公園境界） 奥多摩湖
さけいし

丹波渓谷
た ば

柳 沢峠
やなぎさわ



現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

８ 吉野古里線 起点－東京都西多摩郡吉野村大 払沢 昭30. 3.30 ９ 多摩川南岸

字中小字中道中分 梅沢 線

（国立公園境界）

終点－東京都西多摩郡古里村大

字小丹波（鳩ノ巣）

１４ 十里木養沢 起点－東京都西多摩郡小宮村大 昭30. 3.30 １０ 十里木養沢
じゅうりきようざわ

線 字乙津小字落合 線

終点－東京都西多摩郡小宮村大

字養沢小字上養沢

１５ 本宿小河内 起点－東京都西多摩郡檜原村 風張峠 昭43. 4.15 １１ 十里木小河
じゅうりき お ご

線 本宿（本宿） 月夜見山 内線
うち

終点－東京都西多摩郡奥多摩町 岫沢

川野（深山橋）

１３ 五日市御岳 起点－東京都西多摩郡大久野村 昭30. 3.30 １２ 肝要三ツ沢
かんよう

山線 字肝要（国立公園境界） 線

終点－東京都西多摩郡大久野村

字三ツ沢

１２ 五日市小河 起点－東京都西多摩郡小宮村大 本宿 昭30. 3.30 １４ 本 宿日向
もとじゅく ひ な た

内線 字乙津十里木 日向平 平線
びら

（国立公園境界）

終点－東京都西多摩郡小河内村

河内



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－東京都青梅市 吉野梅郷 青梅市方面から多摩川南岸を通り 公園計画の全
ばいごう

（梅郷・国立公園境界） 御岳渓谷 氷川に至る連絡道路として整備す 般的な見直しに
ばいごう み た け ひ か わ

終点－東京都西多摩郡奥多摩町 鳩ノ巣渓谷 る。 伴い，路線名又
は と の す

（氷川・車道合流点） は区間，整備方
ひか わ

終点－東京都西多摩郡奥多摩町 針等を整理する

（小丹波・車道合流点） もの。
こ た ば

起点－東京都あきるの市 八王子方面から日の出山の登山口

（十里木・国立公園境界） にあたる上養沢への到達道路として
じゅうりき ようざわ

終点－東京都あきるの市 整備する。

（上養沢）
ようざわ

起点－東京都あきるの市 秋川渓谷 八王子方面と奥多摩湖とを結ぶ連

（十里木・国立公園境界) 数馬 絡道路として整備する。
じゅうりき か ず ま

終点－東京都西多摩郡檜原村 風張峠

（下川乗・国立公園境界) 月夜見山
のり

起点－東京都西多摩郡檜原村 奥多摩湖

（下川乗・国立公園境界)
のり

終点－東京都西多摩郡檜原村

（下川乗・国立公園境界)
のり

起点－東京都西多摩郡檜原村

（下川乗・国立公園境界)
のり

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（三頭橋・車道合流点）
みと う

起点－東京都西多摩郡日の出町 八王子方面から日の出山の登山口

（肝要・国立公園境界） にあたる三ツ沢への到達道路として
かんよう

終点－東京都西多摩郡日の出町 整備する。

（三ツ沢）

起点－東京都西多摩郡檜原村 本 宿から日向平への到達道路と
もとじゅく ひなたびら

（本 宿・車道分岐点） して整備する。
もとじゅく

終点－東京都西多摩郡檜原村

（日向平）
ひなたびら



現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

１０ 川井大丹波 起点－東京都西多摩郡古里村大 昭30. 3.30 １６ 川井大丹波
お お た ば

線 字川井小字竹ノ花 線

（川井）

終点－東京都西多摩郡古里村大

字大丹波小字八桑

（大丹波）

１１ 氷川日原線 起点－東京都西多摩郡氷川町大 昭30. 3.30 １７ 氷川日原線
ひかわにっぱら

字氷川小字南氷川

終点－東京都西多摩郡氷川町大

字日原小字一原

終点－東京都西多摩郡氷川町大

字倉沢谷

１６ 川野川池線 起点－東京都西多摩郡小河内村 昭30. 3.30 １９ 川野小菅線

大字川野

終点－山梨県北都留郡小菅村大

字川池

２ 甲府増富線 起点－山梨県甲府市山宮 天神平 昭30. 3.30 ２０ 甲府増富線
ますとみ

（国立公園境界） 昇仙峡

終点－山梨県北巨摩郡増富村 御岳

塩川（国立公園境界） 金桜

黒平

木賊峠

増富

黒森

２５ 御岳昇仙峡 起点－山梨県甲府市 昭45. 4.11 ２１ 御岳昇仙峡
みたけしょうせん

線 （国立公園境界） 線

終点－山梨県甲府市

（羅漢尻）

１８ 和田峠天神 起点－山梨県甲府市和田 和田峠 昭30. 3.30 ２２ 和田峠天神

平線 （国立公園境界） 森線

終点－山梨県西山梨郡千代田村

天神平



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 大丹波広場等への到達道路として 公園計画の全
お お た ば

（川井・車道分岐点） 整備する。 般的な見直しに

終点－東京都西多摩郡奥多摩町 伴い，路線名又

（大丹波） は区間，整備方
お お た ば

針等を整理する

もの。

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 日原鍾乳洞園地等への到達道路と
にっぱら

（氷川・車道分岐点） して整備する。
ひか わ

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（日原）
にっぱら

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（倉沢谷）

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 奥多摩湖方面から大菩薩嶺等の登
だいぼさつ

（深山橋・車道分岐点） 山口にあたる橋立への到達道路とし
みや ま

終点－山梨県北都留郡小菅村 て整備する。

（橋立）

起点－山梨県甲府市 御岳昇仙峡 甲府方面から御岳昇仙峡を経て増
みたけしょうせん みたけしょうせん ます

（長瀞橋・国立公園境界) 能泉湖 富温泉方面に至る連絡道路として整
ながとろ とみ

終点－山梨県北巨摩郡須玉町 金 桜神社 備する。
かなざくら

（塩川・国立公園境界） 木賊峠

終点－山梨県甲府市（野猿谷） 増富
ますとみ

起点－山梨県甲府市 御岳昇仙峡 御岳昇仙峡の風景観賞等のための
みたけしょうせん みたけしょうせん

（河方・車道分岐点） 道路として整備する。

終点－山梨県甲府市

（竹日向・車道合流点）

起点－山梨県甲府市 和田峠 甲府市街から御岳昇仙峡への到達
みたけしょうせん

（和田・国立公園境界） 千代田湖 道路として整備する。

終点－山梨県甲府市

（天神森・車道合流点）



現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

７ 落合花魁淵 起点－山梨県塩山市落合 犬切峠 昭30. 3.30 ２３ 落合花魁淵
おいらん

線 終点－山梨県塩山市花魁淵 一ノ瀬 線

１９ 黒森本谷川 起点－山梨県北巨摩郡増富村黒 金山 昭30．3.30 ２４ 黒森本谷川
ほんたに

線 森 線

終点－山梨県北巨摩郡増富村本

谷川

２０ 梓山十文字 起点－長野県南佐久郡川上村梓 昭30. 3.30 ２５ 梓山毛木場
も お き ば

線 山 線

終点－長野県南佐久郡川上村モ

ウキ場



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－山梨県塩山市 一之瀬 奥秩父主稜等の登山口にあたる一 公園計画の全

（落合・車道分岐点） 之瀬への到達道路として整備する。 般的な見直しに

終点－山梨県塩山市 伴い，路線名又

（花魁淵・車道合流点） は区間，整備方
おいらん

針等を整理する

起点－山梨県北巨摩郡須玉町 里宮平 金峰山等の登山口にあたる里宮平 もの。

（黒森・国立公園境界） への到達道路として整備する。

終点－山梨県北巨摩郡須玉町

（落合・車道合流点）

起点－長野県南佐久郡川上村 甲武信ヶ岳等の登山口にあたる

（梓山・車道分岐点） 毛木場への到達道路として整備す
も お き ば

終点－長野県南佐久郡川上村 る。

（毛木場）
も お き ば



③次の車道を削除する。

（表２５：道路（車道）削除表）

番号 路 線 名 区 間 主要経過地

３ 塩川信州峠線 起点－山梨県北巨摩郡増富村塩川 黒森

終点－山梨県北巨摩郡増富村信州峠

６ 栃本一の瀬線 起点－埼玉県秩父郡大滝村栃本 雁峠

終点－山梨県塩山市犬切峠 石保戸山

終点－山梨県東山梨郡三富村広瀬 谷川

２１ 三峯線 起点－埼玉県秩父郡大滝村神岡

終点－埼玉県秩父郡大滝村三峰

２２ 小鹿野日向大谷線 起点－埼玉県秩父郡両神村小倉（国立公園境界）

終点－埼玉県秩父郡両神村日向大谷

２３ 水根蛇沢線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町大字原字水根沢

終点－東京都西多摩郡奥多摩町大字原字蛇沢



告示年月日 理 由

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和33. 5.31告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。



④次の歩道を追加する。

（表２６：道路（歩道）追加表）

番号 路 線 名 区 間 主要経過地

３ 白井差大峠線 起点－埼玉県秩父郡両神村（白井差）
しらいさす しらいさす

終点－埼玉県秩父郡両神村及び同郡大滝村

（大峠・歩道合流点）

５ 三国山十文字峠線 起点－埼玉県秩父郡大滝村及び長野県南佐久郡川上村 三国峠

（三国山・国立公園境界）

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び長野県南佐久郡川上村

（十文字峠・歩道合流点）

６ 塩沢二瀬線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（塩沢）
ふた せ

終点－埼玉県秩父郡大滝村（二瀬）
ふた せ

７ 御岳山線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（強石） 御岳山
おんたけ こわいし おんたけ

終点－埼玉県秩父郡大滝村（落合）

１３ 白石山線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（二瀬） 白石山
しらいし ふ た せ しらいし

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び山梨県塩山市 東仙波

（山ノ神土・歩道合流点）

終点－埼玉県秩父郡大滝村（白石山）
しらいし

１４ 真の沢線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（柳小屋・歩道分岐点） 真の沢
しんのさわ しんのさわ

終点－埼玉県秩父郡大滝村，山梨県東山梨郡三富村及

び長野県南佐久郡川上村

（甲武信ヶ岳・歩道合流点)
こ ぶ し

１７ 黒岩尾根線 起点－埼玉県秩父郡大滝村（豆焼沢） 黒岩

終点－埼玉県秩父郡大滝村（雁坂小屋・歩道合流点）
かりさか

２５ 日向平水久保線 起点－東京都西多摩郡檜原村（日向平） 小河内峠
ひなたびら ひなたびら お ご う ち

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（水久保沢・歩道合流点)

２６ 宮ヶ谷戸御前山線 起点－東京都西多摩郡檜原村（宮ヶ谷戸）
ごぜ ん

終点－東京都西多摩郡檜原村（御前山・歩道合流点）
ごぜ ん

２７ 数馬三頭山線 起点－東京都西多摩郡檜原村（数馬上） 槙寄山
かず ま み と う か ず ま まきよせ

終点－東京都西多摩郡檜原村（三頭山・歩道合流点)
み と う



整 備 方 針 旧計画との関係

白井差と両神山縦走線歩道とを連絡する登山道として整備する。 新 規
しらいさす

三国山から十文字峠に至る登山道として整備する。 新 規

塩沢から二瀬に至る自然探勝歩道として整備する。 新 規
ふた せ

強石から御岳山を経て落合に至る登山道として整備する。 新 規
こわいし おんたけ

二瀬から白石山を経て奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規
ふた せ しらいし

柳小屋から真の沢沿いを通り甲武信ヶ岳に至る登山道として整備する。 新 規
しんのさわ こ ぶ し

豆焼沢から黒岩尾根を通り奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規

日向平と水久保沢とを連絡する登山道として整備する。 新 規
ひなたびら

宮ヶ谷戸から御前山に至る登山道として整備する。 新 規
ごぜ ん

数馬から三頭山に至る登山道として整備する。 新 規
かず ま み と う



番号 路 線 名 区 間 主要経過地

２９ 笛吹槙寄山線 起点－東京都西多摩郡檜原村（笛吹） 笛吹峠
うずひきもきよせ うずひき うずひき

終点－東京都西多摩郡檜原村（槙寄山・歩道合流点）
まきよせ

３１ 川苔山天目山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（踊 平・歩道分岐点) 日向沢ノ峰
かわのり てんもく おどりだいら

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（一杯水・歩道合流点) 蕎麦粒山
いっぱいみず そ ば つ ぶ

３２ 日原酉谷山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（日原鍾乳洞） 小川谷
にっぱらとりたに にっぱら

終点－東京都西多摩郡奥多摩町（酉谷山・歩道合流点)
とりたに

３９ 小丹波川苔山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（小丹波） 赤久奈山
こ た ば かわのり こ た ば あ か く な

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（曲ヶ谷北峰・歩道合流点）
まがりがや

４１ 丹三郎御岳山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（丹三郎） 大塚山
たんざぶろうみ た け たんざぶろう

終点－東京都青梅市（御岳山・歩道合流点)

４３ 氷川鷹ノ巣山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（氷川） 六ツ石山
ひか わ ひ か わ む つ い し

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（鷹ノ巣山・歩道合流点）

４５ 境御前山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（境橋） 栃寄
ごぜ ん とちより

終点－東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町

（御前山・歩道合流点)
ご ぜ ん

４７ 水根六ツ石山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（水根）
む つ い し

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（六ツ石山・歩道合流点）
む つ い し

４８ 水根御前山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（水根） サス沢山
ごぜ ん

終点－東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町

（惣岳山・歩道合流点)

５１ 奥多摩湖三頭山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町（川野） イヨ山
みと う

終点－東京都西多摩郡檜原村及び同郡奥多摩町 ヌカザス山

（三頭山・歩道合流点）
みと う

５７ 鶏冠山線 起点－山梨県塩山市（三重河原） 横手峠
けいかん み え

終点－山梨県塩山市（鶏冠山西方・歩道合流点） 鶏冠山
けいかん けいかん



整 備 方 針 旧計画との関係

笛吹から槙寄山に至る登山道として整備する。 新 規
うずひき まきよせ

川苔山北方の踊 平と天目山南方の一杯水とを連絡する登山道として整備する。 新 規
かわのり おどりだいら てんもく いっぱいみず

日原から小川谷を通り酉谷山に至る登山道として整備する。 新 規
にっぱら とりたに

小丹波から川苔山東方の曲ヶ谷北峰に至る登山道として整備する。 新 規
こ た ば かわのり まがりがや

丹三郎から大塚山を経て御岳山に至る登山道として整備する。 新 規
たんざぶろう み た け

氷川から六ツ石山を経て鷹ノ巣山に至る登山道として整備する。 新 規
ひか わ む つ い し

境橋から栃寄を経て御前山に至る登山道として整備する。 新 規
とちより ご ぜ ん

水根から六ツ石山に至る登山道として整備する。 新 規
む つ い し

水根からサス沢山を経て御前山に至る登山道として整備する。 新 規
ごぜ ん

奥多摩湖畔から三頭山に至る登山道として整備する。 新 規
みと う

三重河原から鶏冠山に至る登山道として整備する。 新 規
み え けいかん



番号 路 線 名 区 間 主要経過地

５９ 鷹見岩線 起点－山梨県山梨郡三富村（東沢渓谷・歩道分岐点） 鷹見岩

終点－山梨県山梨郡三富村（西沢渓谷・歩道合流点）

６１ 木賊山線 起点－山梨県東山梨郡三富村
とく さ

（西沢渓谷・歩道分岐点）

起点－山梨県東山梨郡三富村

（西沢渓谷・歩道分岐点）

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び山梨県東山梨郡三富村

（木賊山・歩道合流点）
とく さ

６２ 西沢国師ヶ岳線線 起点－山梨県東山梨郡三富村（西沢渓谷・歩道分岐点) 天狗岩
こく し

終点－山梨県東山梨郡三富村及び長野県南佐久郡川上

村（国師ヶ岳・歩道合流点)
こ く し

６６ 広瀬雁峠線 起点－山梨県東山梨郡三富村（広瀬）
がん

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び山梨県東山梨郡三富村

（雁峠・歩道合流点）
がん

６７ 白沢笠取山線 起点－山梨県東山梨郡三富村（白沢）
しらさわかさとり しらさわ

終点－山梨県塩山市（笠取小屋・歩道合流点)
かさとり

６９ 徳和渓谷線 起点－山梨県東山梨郡三富村（西奥山窪・歩道分岐点)

終点－山梨県東山梨郡三富村（西奥山窪・歩道合流点)

７０ 徳和国師ヶ岳線 起点－山梨県東山梨郡三富村（徳和・国立公園境界） 大ダオ
こく し

終点－山梨県東山梨郡牧丘町，同郡三富村及び長野県 奥千丈岳

南佐久郡川上村（国師ヶ岳・歩道合流点) 北奥千丈岳

７２ 小川山線 起点－山梨県北巨摩郡須玉町（ヤナギ坂・歩道分岐点)

終点－山梨県北巨摩郡須玉町及び長野県南佐久郡川上

村（小川山）

７５ 増富温泉線 起点－山梨県北巨摩郡須玉町（増富温泉）
ますとみ ますとみ

終点－山梨県北巨摩郡須玉町（増富温泉）
ますとみ

７７ 田元大菩薩峠線 起点－山梨県北都留郡小菅村（田元・国立公園境界） 牛ノ寝通り
たも とだいぼさつ た も と

終点－山梨県塩山市及び北都留郡小菅村

（大菩薩峠・歩道合流点)
だいぼさつ



整 備 方 針 旧計画との関係

鷹見岩を通り東沢渓谷と西沢渓谷とを連絡する登山道として整備する。 新 規

西沢渓谷入口から奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規

西沢渓谷から国師ヶ岳に至る登山道として整備する。 新 規
こく し

広瀬から奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規

白沢から奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規
しらさわ

徳和渓谷を周回する自然探勝歩道として整備する。 新 規

徳和から奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規

瑞牆山線歩道から分岐し小川山に至る登山道として整備する。 新 規
みずがき

増富温泉の自然を探勝する歩道として整備する。 新 規
ますとみ

（ ）増富集団 施 設 地区

田元から大菩薩峠に至る登山道として整備する。 新 規
たも と だいぼさつ



番号 路 線 名 区 間 主要経過地

８０ 丹波大菩薩峠線 起点－山梨県北都留郡丹波山村（押垣外） サカリ山
た ば だいぼさつ おしがいと

終点－山梨県北都留郡小菅村及び同郡丹波山村

（フルコンパ小屋跡・歩道合流点）

８３ 千曲川源流線 起点－長野県南佐久郡川上村（毛木場）
も お き ば

終点－山梨県東山梨郡三富村及び長野県南佐久郡川上

村（甲武信ヶ岳西方・歩道合流点）
こ ぶ し



整 備 方 針 旧計画との関係

押垣外から大菩薩峠に至る登山道として整備する。 新 規
おしがいと だいぼさつ

毛木場から千曲川源流を通り奥秩父主稜に至る登山道として整備する。 新 規
も お き ば



⑤次の歩道を変更する。

（表２７：道路（歩道）変更表）

現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

５３ 日向大谷両 起点－埼玉県秩父郡両神村日向 日向大谷 昭30. 3.30 １ 集人両神山
あつばと

神山線 大谷 清滝 線

終点－埼玉県秩父郡両神村両神

山頂

５４ 広河原両神 起点－埼玉県秩父郡両神村広河 昭30. 3.30 ２ 白井差両神
しらいさす

山線 原（国立公園境界） 山線

終点－埼玉県秩父郡両神村位ノ

タワ

（小倉両神山線分岐点）

５２ 両神山縦走 起点－埼玉県秩父郡大滝村中双 大峠 昭30. 3.30 ４ 両神山縦走

線 里 両神山 線

終点－埼玉県秩父郡大滝村神流 八丁峠

川（梓山落合線分岐点） 金山

５５ 白泰山線 起点－埼玉県秩父郡大滝村栃本 白泰山 昭30. 3.30 ８ 白泰山線
はくたい

終点－埼玉県秩父郡大滝村十文 赤沢岳

字峠

５９ 二瀬三峯線 起点－埼玉県秩父郡大滝村 昭36. 6. 8 ９ 二瀬三峰線
ふた せみつみね

（二瀬）

終点－埼玉県秩父郡大滝村三峯



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－埼玉県秩父郡両神村 清滝 集人から両神山に至る登山道とし 公園計画の全
あつばと

（集人・国立公園境界） て整備する。 般的な見直しに
あつばと

終点－埼玉県秩父郡両神村及び 伴い，路線名又

同郡大滝村 は区間，整備方

（両神山・歩道合流点） 針等を整理する

終点－埼玉県秩父郡両神村 もの。

（清滝小屋上・歩道合流点)

起点－埼玉県秩父郡両神村 一位ガタワ 白井差から両神山に至る登山道と
しらいさす

（白井差） して整備する。
しらいさす

終点－埼玉県秩父郡両神村

（清滝小屋・歩道合流点）

終点－埼玉県秩父郡両神村

（両神神社・歩道合流点)

起点－埼玉県秩父郡大滝村 両神山 中双里から両神山を経て上落合橋
なかそうり

（中双里） 八丁峠 に至る登山道として整備する。
なかそうり

終点－埼玉県秩父郡大滝村

（上落合橋）

起点－埼玉県秩父郡大滝村 白泰山 栃本から白泰山を経て十文字峠に
はくたい とちもと はくたい

（栃本） 至る登山道として整備する。
とちもと

起点－埼玉県秩父郡大滝村

（栃本）
とちもと

終点－埼玉県秩父郡大滝村

（四里観音・歩道合流点）
より か ん の ん

起点－埼玉県秩父郡大滝村 三峯神社 二瀬から三峰に至る登山道として
みつみね ふ た せ みつみね

（二瀬） 整備する。
ふた せ

終点－埼玉県秩父郡大滝村

（三峰・歩道合流点）
みつみね



現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

４９ 大輪三峯線 起点－埼玉県秩父郡大滝村大輪 昭30. 3.30 １０ 大輪三峰線
おおわみつみね

終点－埼玉県秩父郡大滝村三峰

４７ 栃本十文字 起点－埼玉県秩父郡大滝村栃本 柳小屋 昭30. 3.30 １１ 川又十文字

峠線 終点－埼玉県秩父郡大滝村十文 峠線

字峠

４８ 栃本雁坂峠 起点－埼玉県秩父郡大滝村栃本 昭30. 3.30 １２ 川又雁坂峠
かりさか

線 終点－埼玉県秩父郡大滝村雁坂 線

峠

５０ 三峯雲取山 起点－埼玉県秩父郡大滝村三峯 白岩山 昭30. 3.30 １５ 三峰雲取山
みつみねくもとり

線 終点－埼玉県秩父郡大滝村雲取 線

山頂

５１ 強石太陽寺 起点－埼玉県秩父郡大滝村 大血川 昭30. 3.30 １６ 大日向霧藻
きり も

線 （秩父栃本線分岐点） 大日向 ヶ峰線

終点－埼玉県秩父郡大滝村 太陽寺

（三峰雲取山分岐点）



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－埼玉県秩父郡大滝村 大輪から三峰に至る登山道として 公園計画の全
おお わ みつみね

（大輪） 整備する。 般的な見直しに
おお わ

終点－埼玉県秩父郡大滝村 伴い，路線名又

（三峰・歩道合流点） は区間，整備方
みつみね

針等を整理する

起点－埼玉県秩父郡大滝村 入川 川又から入川沿いを通り十文字峠 もの。

（川又） 柳小屋 に至る登山道として整備する。

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び

長野県南佐久郡川上村

（十文字峠南・歩道合流点）

起点－埼玉県秩父郡大滝村 突出峠 川又から奥秩父主稜に至る登山道
つんだし

（川又） 雁坂小屋 として整備する。
かりさか

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び

山梨県東山梨郡三富村

（雁坂峠・歩道合流点）
かりさか

起点－埼玉県秩父郡大滝村 霧藻ヶ峰 三峰から雲取山に至る登山道とし
きり も みつみね くもとり

（三峰・歩道分岐点） 白岩山 て整備する。
みつみね しらいわ

終点－埼玉県秩父郡大滝村，東

京都西多摩郡奥多摩町及

び山梨県北都留郡丹波山

村

（雲取山・歩道合流点）
くもとり

起点－埼玉県秩父郡大滝村 大日向から霧藻ヶ峰に至る登山道
きり も

（大日向） として整備する。

終点－埼玉県秩父郡大滝村

（霧藻ヶ峰・歩道合流点）
きり も



現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

２６ 秩父縦走線 起点－山梨県北都留郡丹波山村 大洞山 昭30. 3.30 １８ 奥秩父縦走

雲取山頂 唐松尾山 線

終点－山梨県甲府市金峰山頂 笠取山

雁峠

雁坂峠

破不山

甲武信岳

国師岳

朝日岳

１４ 軍畑岩茸石 起点－東京都青梅市（軍畑） 高水山 昭57. 5.17 １９ 軍 畑 岩 茸
いくさばたいわたけ

(１) 山線 終点－東京都青梅市 石山線

（岩茸石山・歩道合流点）

４ 吉野日の出 起点－東京都青梅市 昭57. 5.17 ２０ 吉野日の出

(３) 山線 （吉野・国立公園境界） 山線

終点－東京都西多摩郡日の出町

（日の出山・歩道合流点）

１ 吉野氷川線 起点－東京都西多摩郡吉野村 射山渓 昭30. 3.30 ２１ 吉野氷川線
ひか わ

（国立公園境界） 鳩ノ巣

終点－東京都西多摩郡永川町大 弁天峡

字永川小字小留浦

３ 御岳山三頭 起点－東京都西多摩郡三田村大 大岳山 昭30. 3.30 ２２ 御岳山三頭
みた け み と う

山線 字御岳小字円山 鋸山 山線

終点－東京都西多摩郡檜原村字 御前山

数馬三頭山頂



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－埼玉県秩父郡大滝村，東 大洞山 雲取山から金峰山に至る奥秩父主 公園計画の全
おおぼら くもとり

京都西多摩郡奥多摩町及 将 監峠 稜を縦走する登山道として整備す 般的な見直しに
しょうげん

び山梨県北都留郡丹波山 牛王院平 る。 伴い，路線名又
ごおういん

村 笠取山 は区間，整備方
かさとり

（雲取山・歩道分岐点） 雁峠 針等を整理する
くもとり がん

終点－山梨県甲府市及び長野県 雁坂峠
かりさか

南佐久郡川上村 甲武信ヶ岳
こ ぶ し

（金峰山・歩道合流点） 国師ヶ岳
こく し

朝日岳

起点－東京都青梅市（軍 畑） 高水山 軍 畑から岩茸石山に至る登山道
いくさばた たかみず いくさばた いわたけ

終点－東京都青梅市及び東京都 として整備する。

西多摩郡郡奥多摩町

（岩茸石山・歩道合流点）
いわたけ

起点－東京都青梅市（柚木） 琴平神社 梅郷から日の出山に至る登山道と
ゆ ぎ ばいごう

起点－東京都青梅市 して整備する。

（梅郷・国立公園境界）
ばいごう

終点－東京都青梅市及び東京都

西多摩郡日の出町

（日の出山・歩道合流点）

起点－東京都青梅市 御岳渓谷 日向和田から氷川までの多摩川の
みた け ひ な た わ だ ひ か わ

（日向和田・国立公園境界） 鳩ノ巣渓谷 自然を探勝するための歩道として整
ひ な た わ だ は と の す

終点－東京都西多摩郡奥多摩町 備する。

（登計）
と け

起点－東京都青梅市 大岳山 御岳山から三頭山に至る登山道と
おおたけ み た け み と う

（御岳山・歩道分岐点） 鋸 山 して整備する。
みた け のこぎり

終点－東京都西多摩郡檜原村及 御前山
ごぜ ん

び同郡奥多摩町 月夜見山

（三頭山・歩道合流点）
みと う



現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

７ 軍道大岳線 起点－東京都西多摩郡五日市町 馬頭刈山 昭57. 5.17 ２３ 軍道大岳山
ぐん おおたけ

(６) （乙津） 線

終点－東京都西多摩郡五日市町

（つづら岩・歩道合流点）

５ 大久野御岳 起点－東京都西多摩郡大久野村 昭30. 3.30 ２４ 三ツ沢日の

線 字三ツ沢 出山線

終点－東京都西多摩郡三田村大

字御岳小字円山

９ 数馬浅間嶺 起点－東京都西多摩郡檜原村 昭57. 5.17 ２８ 数馬浅間嶺
かず ませんげん

(７) 線 （数馬） 線

終点－東京都西多摩郡檜原村

（浅間嶺・歩道合流点）

６０ 首都圏自然 起点－東京都西多摩郡檜原村 浅間嶺 昭57. 5.17 ３０ 首都圏自然

(５) 歩道線 （上川苔・国立公園境界） 御岳山 歩道線

終点－東京都西多摩郡奥多摩町 惣岳山

（大丹波） 棒ノ嶺



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－東京都あきる野市 馬頭刈山 軍道から大岳山に至る登山道とし 公園計画の全
ま ず か り ぐん おおたけ

（軍道） て整備する。 般的な見直しに
ぐん

終点－東京都あきる野市及び東 伴い，路線名又

京都西多摩郡奥多摩町 は区間，整備方

（つづら岩・歩道合流点) 針等を整理する

起点－東京都西多摩郡檜原村 もの。

（八割・歩道分岐点）

終点－東京都西多摩郡檜原村及

び同郡奥多摩町

（大岳山・歩道合流点）
おおたけ

起点－東京都西多摩郡日の出町 三ツ沢から日の出山に至る登山道

（三ツ沢） として整備する。

終点－東京都西多摩郡日の出町

（日の出山南東・歩道合流点）

起点－東京都西多摩郡檜原村 浅間尾根 数馬から浅間尾根を通り浅間嶺に
せんげん か ず ま せんげん せんげん

（数馬上） 至る登山道として整備する。
かず ま

起点－東京都西多摩郡檜原村

（数馬下）
かず ま

終点－東京都西多摩郡檜原村

（浅間嶺・歩道合流点）
せんげん

起点－東京都西多摩郡檜原村 浅間嶺 首都圏自然歩道として整備する。
せんげん

（上川乗・国立公園境界） つづら岩
のり

終点－東京都西多摩郡奥多摩町 大岳沢
おおたけ

（大丹波） 日の出山
お お た ば

御岳山
みた け

御岳
みた け

惣岳山

岩茸石山

棒ノ嶺

百軒茶屋



現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

２２ 日原長沢山 起点－東京都西多摩郡氷川町大 天祖山 昭30. 3.30 ３３ 天祖山線

線 字日原

（日原雲取山線分岐点）

終点－東京都西多摩郡氷川町長

沢山

１６ 川乗山線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町 川乗山 昭57. 5.17 ３４ 川苔山線
かわのり

(８) （百軒茶屋・歩道分岐点） 本仁田山

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（鳩ノ巣）

２１ 日原雲取山 起点－東京都西多摩郡氷川町大 ノジン尾根 昭30. 3.30 ３５ 日原雲取山
にっぱらくもとり

線 字日原 線

終点－東京都西多摩郡氷川町大

字日原

（鴨沢雲取山線分岐点）

１９ 日原天目山 起点－東京都奥多摩郡氷川町大 一杯水 昭30. 3.30 ３６ 日原芋木ノ

線 字日原小字一原 七跳山 ドッケ線

終点－東京都西多摩郡氷川町大

字日原天目山頂

２０ 天目山雲取 起点－東京都西多摩郡氷川町大 長沢山 昭30. 3.30

山線 字日原小字天目山頂

終点－東京都西多摩郡氷川町大

字日原奥白岩山

（三峰雲取山線分岐点）



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 天祖神社 日原川から天祖山を経て水松山に 公園計画の全
にっぱら あららぎ

（八丁橋・歩道分岐点） 天祖山 至る登山道として整備する。 般的な見直しに

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び 伴い，路線名又

東京都西多摩郡奥多摩町 は区間，整備方

（梯子坂ノ頭・歩道合流点） 針等を整理する

もの。

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 踊 平 百軒茶屋から大丹波川沿いを通り
おどりだいら お お た ば

（百軒茶屋・歩道分岐点） 川苔山を経て鳩ノ巣に至る登山道と
かわのり は と の す

終点－東京都西多摩郡奥多摩町 して整備する。

（鳩ノ巣）
は と の す

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 大雲取谷 日原から大ダワ及び小雲取山に至
くもとり にっぱら くもとり

（小川谷橋） ノジン尾根 る登山道として整備する。

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び

東京都西多摩郡奥多摩町

（大ダワ・歩道合流点）

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

及び山梨県北都留郡丹波

山村

（小雲取山・歩道合流点）
くもとり

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 一杯水 日原から芋木ノドッケに至る登山
いっぱいみず にっぱら

（日原） 酉谷山 道として整備する。
にっぱら とりたに

終点－埼玉県秩父郡郡大滝村及

び東京都西多摩郡奥多摩

町

（芋木ノドッケ・歩道合流点）



現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

２３ 日原七ツ石 起点－東京都西多摩郡氷川町大 昭30. 3.30 ３７ 日原七ツ石
にっぱらななついし

山線 字日原 山線

終点－東京都西多摩郡氷川町七

ツ石山頂

１８ 小菅川乗山 起点－東京都西多摩郡氷川町大 昭30. 3.30 ３８ 川苔谷線
かわのり

線 字氷川小字平石

終点－東京都西多摩郡氷川町大

字氷川川乗山頂

１３ 鳩ノ巣御岳 起点－東京都西多摩郡古里村大 昭30. 3.30 ４０ 鳩ノ巣御岳
は と の す み た け

山線 字小丹波鳩ノ巣 山線

終点－東京都西多摩郡三田村大

字御岳小字円山

１７ 氷川本仁田 起点－東京都西多摩郡氷川町大 昭30. 3.30 ４２ 氷川川苔山
ひか わかわのり

山線 字氷川 線

終点－東京都西多摩郡氷川町大

字氷川(川乗山線分岐点)

１１ 登計鋸山線 起点－東京都西多摩郡氷川町大 昭30. 3.30 ４４ 氷川 鋸 山
ひか わのこぎり

字登計小字登計 線

終点－東京都西多摩郡氷川町大

字登計小字天地山

２４ 小河内七ツ 起点－東京都西多摩郡奥多摩町 坂本 昭33. 5.31 ４６ 峰谷鷹ノ巣

石山線 （麦山） 峰 山線

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（日原七ツ石山線分岐点）



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 鷹ノ巣山 日原から七ツ石山に至る登山道と 公園計画の全
にっぱら ななついし

（日原） して整備する。 般的な見直しに
にっぱら

終点－東京都西多摩郡奥多摩町 伴い，路線名又

及び山梨県北都留郡丹波 は区間，整備方

山村 針等を整理する

（ブナ坂・歩道合流点） もの。

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 百尋ノ滝 川苔谷を通り川苔山に至る登山道
ひろ かわのり かわのり

（川乗橋） として整備する。
かわのり

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（川苔山・歩道合流点）
かわのり

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 鳩ノ巣及び寸庭から御岳山に至る
は と の す み た け

（鳩ノ巣・歩道分岐点） 登山道として整備する。
は と の す

起点－東京都西多摩郡奥多磨町

（寸庭・歩道分岐点）

終点－東京都青梅市

（御岳山・歩道合流点）
みた け

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 本仁田山 氷川から本仁田山を経て川苔山に
ほ に た ひ か わ ほ に た かわのり

（氷川） 至る登山道として整備する。
ひか わ

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（舟井戸・歩道合流点）

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 氷川から 鋸 山に至る登山道とし
ひか わ のこぎり

（氷川） て整備する。
ひか わ

終点－東京都西多摩郡檜原村及

び同郡奥多摩町

（ 鋸 山・歩道合流点）
のこぎり

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 峰谷から鷹ノ巣山に至る登山道と

（峰谷） して整備する。

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（鷹ノ巣山避難小屋

・歩道合流点）



現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

５８ 蛇沢岫沢線 起点－東京都西多摩郡奥多摩町 昭33. 5.31 ４９ 奥多摩湖南

大字原字蛇沢 岸線

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

大字川野字岫沢

５７ 小河内鷹ノ 起点－東京都西多摩郡奥多摩町 鷹ノ巣山 昭33. 5.31 ５０ 奥多摩湖鷹

巣山線 大字原字山ノ上 ノ巣山線

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

大字留浦字坂木向

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

大字留浦字茂久保

１０ 数馬小河内 起点－東京都西多摩郡檜原村字 数馬峠 昭30. 3.30 ５２ 岫沢鞘口峠
くき さいぐち

線 数馬 線

終点－東京都西多摩郡小河内村

大字河内小字河平

３７ 黒平金峯山 起点－山梨県甲府市上黒平 水晶峠 昭30. 3.30 ５３ 黒平金峰山
くろべら

線 終点－山梨県甲府市金峰山頂 線

２８ 一ノ瀬牛王 起点－山梨県塩山市一ノ瀬 昭30. 3.30 ５４ 二之瀬 将
しょう

院平線 終点－山梨県塩山市牛王院平 監峠線
げん

（秩父縦走線分岐点）

２９ 一ノ瀬雁峠 起点－山梨県塩山市一ノ瀬 昭30. 3.30 ５５ 一之瀬笠取
かさとり

線 終点－山梨県塩山市雁峠 山線



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 奥多摩湖岫 奥多摩湖南岸の自然を探勝する歩 公園計画の全
くき

（平ヶ谷・歩道分岐点） 沢集団施設 道として整備する。 般的な見直しに

終点－東京都西多摩郡奥多摩町 地区 伴い，路線名又

（三頭橋） は区間，整備方
みと う

針等を整理する

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 倉戸山 奥多摩湖畔の熱海及び坂本から倉 もの。
くら と くら

（熱海） 榧ノ木山 戸山，榧ノ木山を経て鷹ノ巣山に至
かや と かや

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 る登山道として整備する。

（坂本）

終点－東京都西多摩郡奥多摩町

（水根山・歩道合流点）

起点－東京都西多摩郡奥多摩町 奥多摩湖岫沢集団施設地区から鞘
くき さい

（岫沢・歩道分岐点） 口峠に至る登山道として整備する。
くき ぐち

終点－東京都西多摩郡檜原村及

び同郡奥多摩町

（鞘口峠・歩道合流点）
さいぐち

起点－山梨県甲府市（黒平） 水晶峠 黒平から金峰山に至る登山道とし
くろべら くろべら

終点－山梨県甲府市及び長野県 て整備する。

南佐久郡川上村

（金峰山・歩道合流点）

起点－山梨県塩山市（二之瀬） 二之瀬から奥秩父主稜に至る登山

終点－山梨県塩山市 道として整備する。

（将 監小屋・歩道合流点）
しょうげん

起点－山梨県塩山市（一之瀬） 一之瀬から奥秩父主稜に至る登山

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び 道として整備する。

山梨県塩山市

（笠取山・歩道合流点）
かさとり



現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

３１ 落合大菩薩 起点－山梨県塩山市落合 大菩薩嶺 昭30. 3.30 ５６ 落合大菩薩
だいぼさつ

峠線 終点－山梨県塩山市大菩薩峠 峠線

３２ 柳沢峠大菩 起点－山梨県塩山市柳沢峠 昭30. 3.30

薩嶺線 終点－山梨県塩山市柳沢峠

（落合大菩薩峠線分岐点）

３３ 裂石大菩薩 起点－山梨県塩山市裂石 昭30. 3.30 ５８ 裂石大菩薩
さけいしだいぼさつ

峠線 終点－山梨県塩山市大菩薩峠 峠線

３５ 赤志甲武信 起点－山梨県東山梨郡三富村赤 東沢 昭30. 3.30 ６０ 東沢甲武信
こ ぶ し

岳線 志 ヶ岳線

終点－山梨県東山梨郡三富村甲

武信岳頂上



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－山梨県塩山市（落合） 横手峠 落合及び柳 沢峠から大菩薩嶺を 公園計画の全
やなぎさわ だいぼさつ

起点－山梨県塩山市 三本木 経て大菩薩峠に至る登山道として整 般的な見直しに
だいぼさつ

（柳 沢峠） 丸川峠 備する。 伴い，路線名又
やなぎさわ

終点－山梨県塩山市及び山梨県 大菩薩嶺 は区間，整備方
だいぼさつ

北都留郡小菅村 雷岩 針等を整理する

（大菩薩峠・歩道合流点） 神部岩 もの。
だいぼさつ か ん べ

賽ノ河原
さい

起点－山梨県塩山市 上日川峠 裂石から大菩薩峠等に至る登山道
かみひかわ さけいし だいぼさつ

（裂石・国立公園境界） 富士見峠 として整備する。
さけいし

終点－山梨県塩山市及び山梨県

北都留郡丹波山村

（雷岩・歩道合流点）

終点－山梨県塩山市及び山梨県

北都留郡丹波山村

（神部岩・歩道合流点）
かん べ

終点－山梨県塩山市，山梨県北

都留郡小菅村及び同郡丹

波山村

（賽ノ河原・歩道合流点）
さい

終点－山梨県塩山市及び山梨県

北都留郡小菅村

（大菩薩峠・歩道合流点）
だいぼさつ

終点－山梨県塩山市及び山梨県

北都留郡小菅村

（石丸峠・歩道合流点）

起点－山梨県東山梨郡三富村 東沢渓谷 笛吹川源流の東沢沿いを通り甲武
こ ぶ

（二俣・歩道分岐点） 信ヶ岳に至る登山道として整備す
し

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び る。

山梨県東山梨郡三富村

（甲武信小屋・歩道合流点）
こ ぶ し



現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

６０ 西沢黒金山 起点－山梨県東山梨郡三富村 昭40.10.23 ６４ 西沢渓谷線

線 （東沢合流点二股）

終点－山梨県東山梨郡三富村

（黒金山）

６３ 黒金山線

３６ 徳和黒金山 起点－山梨県東山梨郡三富村乾 乾徳山 昭30. 3.30

線 徳山南方

（国立公園境界）

終点－山梨県東山梨郡三富村黒

金山

６８ 乾徳山線
けんとく

３４ 広瀬雁坂峠 起点－山梨県山梨郡三富村広瀬 昭30. 3.30 ６５ 広瀬雁坂峠
かりさか かりさか

線 終点－山梨県山梨郡三富村雁坂 線

峠

４２ 天鼓林パノ 起点－山梨県中巨摩郡吉沢村天 羅漢寺 昭30. 3.30 ７１ 長瀞パノラ
ながとろ

ラマ台線 鼓林千田橋 マ台線

終点－山梨県甲府市パノラマ台

３９ 瑞牆山登山 起点－山梨県北巨摩郡増富村富 瑞牆山 昭30. 3.30 ７３ 瑞牆山線
みずがき

線 士見平

終点－山梨県北巨摩郡増富村黒

森



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－山梨県東山梨郡三富村 七ツ釜五段 西沢渓谷を周回する自然探勝歩道 公園計画の全

（広瀬） ノ滝 として整備する。 般的な見直しに

終点－山梨県東山梨郡三富村 伴い，路線名又

（西沢渓谷・歩道合流点） は区間，整備方

針等を整理する

起点－山梨県東山梨郡三富村 牛首ノタル 西沢渓谷等から黒金山，乾徳山に もの。
けんとく

（西沢渓谷・歩道分岐点） 黒金山 至る登山道として整備する。

起点－山梨県東山梨郡三富村 水ノタル

（幕岩・国立公園境界）

終点－山梨県東山梨郡三富村

（大ダオ・歩道合流点）

終点－山梨県東山梨郡三富村

（水ノタル・歩道合流点）

起点－山梨県東山梨郡三富村 徳和から乾徳山に至る登山道とし
けんとく

（国師ヶ原・国立公園境界） て整備する。
こく し

起点－山梨県東山梨郡三富村

（小屋沢ノ頭・国立公園境界）

終点－山梨県東山梨郡三富村

（水ノタル・歩道合流点）

起点－山梨県東山梨郡三富村 広瀬から奥秩父主稜に至る登山道

（広瀬） として整備する。

終点－埼玉県秩父郡大滝村及び

山梨県東山梨郡三富村

（雁坂峠・歩道合流点）
かりさか

起点－山梨県中巨摩郡敷島町 御岳昇仙峡入口の長瀞橋からパノ
みたけしょうせん ながとろ

（長瀞橋・国立公園境界） ラマ台に至る自然探勝歩道として整
ながとろ

終点－山梨県中巨摩郡敷島町 備する。

（パノラマ台）

起点－山梨県北巨摩郡須玉町 瑞牆山 富士見平から瑞牆山を経て周先ヶ
みずがき みずがき

（富士見平・歩道分岐点） 原に至る登山道として整備する。

終点－山梨県北巨摩郡須玉町

（周先ヶ原）



現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

３８ 増富金峰山 起点－山梨県北巨摩郡増富村松 富士見平 昭30. 3.30 ７４ 里宮平金峰
さとみや

線 平本沢 山線

終点－山梨県甲府市金峰山頂

３０ 小河内大菩 起点－山梨県北都留郡小菅村大 川久保 昭30. 3.30 ７６ 小菅大菩薩
だいぼさつ

薩峠線 字川池 白糸滝 峠線

終点－山梨県塩山市大菩薩峠

２７ 丹波雲取山 起点－山梨県北都留郡丹波山村 三条鉱泉 昭30. 3.30 ７８ 三条の湯線

線 丹波

終点－山梨県北都留郡丹波山村

（秩父縦走線分岐点）

７９ 丹波飛龍山
ひりゅう

線

２５ 鴨沢雲取山 起点－山梨県北都留郡丹波山村 七ッ石山 昭30. 3.30 ８１ 鴨沢雲取山
くもとり

線 鴨沢 線

終点－山梨県北都留郡丹波山村

雲取山

４６ 梓山甲武信 起点－長野県南佐久郡川上村モ 十文字峠 昭30. 3.30 ８２ 毛木場甲武
も お き ば こ ぶ

岳線 ウキ場 信ヶ岳線
し

（梓山十文字峠分岐点）

終点－長野県南佐久郡川上村甲

武信岳山頂



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－山梨県北巨摩郡須玉町 富士見平 里宮平から金峰山に至る登山道と 公園計画の全
さとみや

（里宮平） 大日岩 して整備する。 般的な見直しに
さとみや

終点－山梨県甲府市及び長野県 伴い，路線名又

南佐久郡川上村 は区間，整備方

（金峰山・歩道合流点） 針等を整理する

もの。

起点－山梨県北都留郡小菅村 橋立から大菩薩峠に至る登山道と
だいぼさつ

（橋立） して整備する。

終点－山梨県塩山市及び山梨県

北都留郡小菅村

（大菩薩峠・歩道合流点）
だいぼさつ

起点－山梨県北都留郡丹波山村 奥秩父主稜から三条の湯に至る登

（三条ダルミ・歩道分岐点） 山道として整備する。

終点－山梨県北都留郡丹波山村

（三条の湯）

起点－山梨県北都留郡丹波山村 熊倉山 奥秋から奥秩父主稜に至る登山道

（奥秋） 前飛龍 として整備する。
ひりゅう

終点－山梨県北都留郡丹波山村

（飛龍山・歩道合流点）
ひりゅう

起点－山梨県北都留郡丹波山村 七ツ石山 鴨沢から雲取山に至る登山道とし
ななついし くもとり

（鴨沢） 小雲取山 て整備する。
くもとり

終点－埼玉県秩父郡大滝村，東

京都西多摩郡奥多摩町及

び山梨県北都留郡丹波山

村

（雲取山・歩道合流点）
くもとり

起点－長野県南佐久郡川上村 十文字峠 毛木場から十文字峠を経て甲武信
も お き ば こ ぶ し

（毛木場） 三宝山 ヶ岳に至る登山道として整備する。
も お き ば

終点－埼玉県秩父郡大滝村，山

梨県東山梨郡三富村及び

長野県南佐久郡川上村

（甲武信ヶ岳・歩道合流点）
こ ぶ し



現 行

番号 路 線 名 区 間 主要経過地 告示年月日 番号 路 線 名

４４ 川端下金峯 起点－長野県南佐久郡川上村川 西股沢 昭30. 3.30 ８４ 川端下金峰
か わ は け

山線 端下（国立公園境界） 山線

終点－長野県南佐久郡川上村金

峰山頂



新 規

理 由

区 間 主要経過地 整 備 方 針

起点－長野県南佐久郡川上村 川端下から金峰山に至る登山道と 公園計画の全
か わ は け

（川端下・国立公園境界） して整備する。 般的な見直しに
か わ は け

終点－山梨県甲府市及び長野県 伴い，路線名又

南佐久郡川上村 は区間，整備方

（金峰山・歩道合流点） 針等を整理する

もの。



⑥次の歩道を削除する。

（表２８：道路（歩道）削除表）

番号 路 線 名 区 間 主要経過地

８ 大沢鋸山線 起点－東京都西多摩郡檜原村字神戸大沢 戸岩

終点－東京都西多摩郡檜原村字神戸鋸山山頂

１５ 大丹波高水山線 起点－東京都西多摩郡古里村大字大丹波

終点－東京都西多摩郡古里村大字大丹波

（高水三山線分岐点）

４１ 昇仙峡線 起点－山梨県甲府市（甲府増富線分岐点）

終点－山梨県甲府市猪狩（甲府増富線分岐点）

終点－山梨県甲府市御岳

４３ 野猿谷線 起点－山梨県甲府市猪狩 野猿谷

終点－山梨県甲府市下黒平 大滝

終点－山梨県甲府市（板敷渓大滝）

４５ 梓山国師ヶ岳線 起点－長野県南佐久郡川上村梓山（国立公園境界） 砂払沢

終点－長野県南佐久郡川上村国師岳山頂

５６ 松尾御岳線 起点－東京都西多摩郡大久野村大字松尾 白岩滝

（五日市御岳山線分岐点） 麻生平

終点－東京都西多摩郡大久野村大字三ツ沢（日出山）



告示年月日 理 由

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和30. 3.30告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。



（エ）運輸施設

①次の運輸施設を追加する。

（表２９：運輸施設追加表）

番号 路 線 名 種 類 位 置 又 は 区 間 主要経過地

２ 御岳山線 鉄道運送施設 起点‐東京都青梅市（滝本）
みた け

終点‐東京都青梅市（御岳平）
みた け

３ 御岳富士峰線 索道運送施設 起点－東京都青梅市（御岳平）
みた け み た け

終点－東京都青梅市（富士峰）

②次の運輸施設を変更する。

（表３０：運輸施設変更表）

現 行

番号 路 線 名 位 置 又 は 区 間 種 類 告示年月日 番号 路 線 名主要経過地

１ 三峯線 起点－埼玉県秩父郡大滝村 索道運送 昭35. 6.11 １ 三峰山線
みつみね

（大輪） 施設

終点－埼玉県秩父郡大滝村

三峯

５ 羅漢寺山線 起点－山梨県甲府市猪狩町 索道運送 昭39. 8.20 ４ 御岳昇仙峡

終点－山梨県甲府市猪狩町 施設 線

（羅漢寺山）



整 備 方 針 旧計画との関係

滝本から御岳平に至る鉄道（ケーブルカー）として整備する。 新 規
みた け

御岳平から富士峰に至る索道（リフト）として整備する。 新 規
みた け

（ ）御岳集団 施 設 地区

新 規

理 由

位 置 又 は 区 間 種 類 整 備 方 針主要経過地

起点－埼玉県秩父郡大滝村 索道運送 大輪から三峰に至る索道（ロー 公園計画の全
おお わ みつみね

（大輪） 施設 プウェイ）として整備する。 般的な見直しに
おお わ

終点－埼玉県秩父郡大滝村 伴い，路線名又

（三峰） は区間，整備方
みつみね

針等を整理する

起点－山梨県甲府市 索道運送 御岳昇仙峡からパノラマ台に至 もの。
みたけしょうせん

（御岳昇仙峡） 施設 る索道（ロープウェイ）として整
みたけしょうせん

終点－山梨県甲府市 備する。

（パノラマ台）



③次の運輸施設を削除する。

（表３１：運輸施設削除表）

番号 路 線 名 種 類 位 置 又 は 区 間 主要経過地

２ 倉戸山線 鋼索鉄道 起点‐東京都西多摩郡奥多摩町（熱海）

終点‐東京都西多摩郡奥多摩町（倉戸山）

３ 倉戸山線 索道 起点‐東京都西多摩郡奥多摩町（坂本）

終点‐東京都西多摩郡奥多摩町（倉戸山）

４ 奥多摩湖線 索道 起点‐東京都西多摩郡奥多摩町（川野）

終点‐東京都西多摩郡奥多摩町（穴畑）



告示年月日 理 由

昭和35.11.14告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和35.11.14告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。

昭和35.11.14告示 利用の実態等を踏まえ，計画から削除するもの。


